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第１章 調査の概要 

１. 調査の背景・目的 

（１） 調査の背景 

昨年度の調査研究部会では、「地域資源を活用した公民連携による再エネ事業」を

事例として選定し、地域資源を活用した地域課題の解決手段の１つに地域脱炭素があ

ることを示した上で、「地域課題の解決」という共通目標に向けて公民が連携し、事

業を構築・推進する手法や、課題・対応策を整理することで自治体の脱炭素の取組み

意欲の醸成に貢献することを目指した。 

現在、全国 1,718 自治体の約 54％にあたる 934自治体（2023.3.31時点）がゼロカ

ーボンシティを宣言しており、現在もその数は増え続けている一方で、脱炭素という

大きな目標を掲げながら、目標達成に向けて、どのような手法により脱炭素事業を進

めて行くべきなのか、実施しようとする脱炭素事業にはどの程度の削減効果があるの

か模索している自治体は少なくない。 

脱炭素事業を推進するための具体的な情報提供や、今後の脱炭素の拡大に向けて期

待される事項や課題の解決手法に関する情報提供が求められていることから、今年度

においても脱炭素をテーマとして調査を実施した。 

また、脱炭素事業は専門性の高さ、継続して取り組める人材の必要性等、一定規模

の脱炭素事業を実施する上では公民連携で行うことが重要とされており、環境省がモ

デル事業として選定・支援している脱炭素先行地域への応募においても公民連携で事

業を実施することが条件となっていることも考慮し、脱炭素事業における公民連携の

重要性についても改めて調査を実施した。 
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自治体が脱炭素に取り組む背景 

- 前提となる科学的知見に関する地域の理解の重要性 - 

 

・世界的に気温上昇や海面上昇等の気候変動が問題となり、我が国においても、

平均気温の上昇、大雨、台風による被害が見られる1。気候変動に関する政府間

パネル（IPCC2）は、2021年に発表した第６次報告書において、主に温室効果

ガスの排出などの人間活動が地球温暖化を引き起こしてきたことについて「疑

う余地がない」という強い表現を用いている3。 

 

人為要因及び自然要因を考慮してシュミレーションされた世界平均気温（年平

均）の変化と実観測値との比較（1850～2020年） 

 

※陰影部は可能性が非常に高い範囲 

※自然要因に人為要因を加えシュミレーションされた気温変化が実観測値と近似

していることから地球温暖化には人為要因が影響していることが分かる。 

出典：環境省「IPCC 第６次評価報告書の概要-第１作業部会（自然科学的根拠）-」（2023 年

８月暫定版） 

・国際的な取組みとしては、1992年に採択された国連気候変動枠組条約に基づく

気候変動枠組条約締約国会議（COP）が 1995年以降毎年開催されている。2015

年には、COP21において「パリ協定」が締結され、途上国を含む全ての国連加

 
1 出典：「令和５年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」（環境省） 
2 世界気象機関及び国連環境計画により設立された政府間組織で、各国政府の気候変動に関する政策に科

学的な基礎を与えることを目的とする（出典：気象庁 HP） 
3 出典：全国地球温暖化防止活動推進センターHP（https://www.jccca.org/download/42982） 
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盟国が温室効果ガスの排出削減目標（５年ごとの提出・更新が義務）を作り、

その達成に向けて取り組むこととなった4。 

・現在、世界 120以上の国・地域が 2050 年までのカーボンニュートラル実現を

表明している。我が国も、2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル」

を、翌年４月に 2030年の温室効果ガスの排出量を「2013年度比 46%削減」す

る目標を表明している。 

・我が国の地球温暖化対策の枠組である「地球温暖化対策推進法」も、2021年の

改正で 2050 年カーボンニュートラルを基本理念に位置付けた5。なお、「地球温

暖化対策推進計画」も、2050年カーボンニュートラルと 2030年の削減目標を

反映した内容に改訂されている。 

・地域脱炭素に関しては、2020年 12月に「国・地方脱炭素実現会議」が設置さ

れ、翌年には同会議において、2030年までの取組みを中心とした地域脱炭素の

工程表と具体策を示した「地域脱炭素ロードマップ」が策定された。同ロード

マップにおいては、全国で少なくとも 100か所の脱炭素先行地域を選定し、全

国に脱炭素を広げていくことが示されている。現在、全国 36道府県 95市町村

の 74提案が脱炭素先行地域として選定されており、地域特性に応じた様々な

脱炭素事業が進められている。 

・脱炭素事業は、脱炭素に貢献するだけでなく地域課題の解決にも寄与する等、

各自治体にとって環境面・地域課題の面から様々なメリットがある。一方で、

事業によっては自治体の財政負担も伴う場合もあるため、脱炭素事業が求めら

れる背景や意義、必要性について住民の理解を得ながら事業を進めることが重

要である。 

 

  

 
4 出典：外務省 HP（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page1w_000119.html） 
5 出典：環境省 HP 「地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画」

（ https://www.env.go.jp/earth/ondanka/domestic.html ） 
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（２） 調査の目的 

目的① 脱炭素目標の達成に向けた、具体的・効果的な取組みに関する情報提供 

・多くの自治体がゼロカーボンシティを目指し、脱炭素に向けた取組みを推進する必要

があるが、地域特性・事業規模・脱炭素への貢献等を踏まえた事業構築が必要である 

・効果的に取組みを推進する自治体における、取組みの全体像（地域全体の目標設定・

策定、個別事業の組み合わせ）や、目標の達成に向けた事業の進行管理、モニタリン

グ手法に関する情報が、今後、取組みの充実を図る自治体の参考となると考えられる 

 

目的② 民間企業と連携して事業構築・推進する際の手法・留意点等に関する情報提供 

・「脱炭素目標の達成に向けた公民連携のあり方」を調査。高度な知見が求められる地

域脱炭素の分野で、公民連携による事業の具体的な進め方と、連携するための公共の

役割等を整理する 

２. 調査の進め方 

本調査は、以下の図表の示すフローで実施した。 

 

 

  

対象
地域の脱炭素目標の達成に
向けた効果的な取組み・

進捗管理を行う公民連携事例

目的

具体的な
実施方法

①背景・視点の整理 ②対象事例の選出 ③ヒアリング調査
④調査結果の
整理・分析

• 公表情報を基に対象事例を

選出（ロングリストを作

成）する

• 前述の事例選定の視点に

沿って、5事例程度をヒアリ

ング対象として抽出する

対象数 約20事例

ヒアリング対象事例の選定

ロングリストから
選出した

ヒアリング対象事例

約5事例

取組内容・課題等を把握

• 公民双方へのヒアリング

①背景・経緯

②事業概要

③事業規模・財源

④公民連携体制

⑤モニタリング・改善手法

⑥事業成立要件、課題

⑦今後の方向性

事例選定の視点・
取りまとめ視点の

整理

• 地域脱炭素について

以下を整理する

① 国の政策動向

② 自治体における地域

脱炭素への取組動向

③ 先進事例の動向

地域脱炭素に係る
動向や先進事例動向

ー

（同左）

（同左）

手順

各事例から得られた示唆の
取りまとめ

① ヒアリング調査で得られた
情報を事例ごとに整理

② 各事例を通して得られる示
唆を整理

• 前述の取りまとめの視点に
基づき対象事例のポイント
を整理
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３. 取りまとめの視点 

令和４年度の報告書において整理した、脱炭素事業の構築・推進時のポイントのと

おり、脱炭素事業は公民連携で進めることは公民双方にメリット6があるため、今後、

多くの地域において、公民連携によって脱炭素事業が進められることが期待される。 

一方、公民連携による脱炭素事業の進め方には様々な手法があり、地域特性を踏ま

えた事業も多いため、画一的な進め方を示すことは困難である。そこで、本報告書で

は、今後、公民連携により脱炭素事業を推進する参考となるように、下記の視点に基

づき、事業を進める方法・ポイントを整理する。 

 

視点① 公民連携による効果的な脱炭素事業の構築・推進手法、留意点 

・脱炭素事業の公民連携による進め方について、事例を基に事業段階別に整理する 

 

視点② 拡大・横展開に向けて課題等 

・脱炭素の達成に向けては、個別の事業実績を積み重ねながら、拡大・横展開を進める

ことが求められることから、拡大・横展開に向けてどのような課題があるかを、事例

を基に整理する 

 

  

 
6 自治体にとっては、脱炭素事業の構築・推進に不可欠な専門性・継続性の確保につながっている。事業

者にとっては電力・EV 等で公共が安定した需要家となることや、補助事業の活用等により事業性の確保

が可能となる。また、ノウハウの蓄積にもつながっている。 
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第２章 事例調査 

１. 調査対象事例の概要 

（１） 対象事例の選定の考え方 

主に下記の３つの視点や、その他の視点を基に事例を選定した。先進的でありなが

ら、多くの自治体でも同様の取組みが可能な事例を選定している。 

・視点① 明確な地域の脱炭素目標を掲げ、効果が生じている事例 

・視点② 脱炭素目標の達成に向け、モニタリング・改善を行う事例 

・視点③ 取組内容の横展開の可能性を考慮した事例、多様性に配慮した選定 

・その他の視点（公民連携手法、小規模自治体にも参考となる等）も踏まえて選定 

 

調査対象事例のイメージ 

 

※基本的には地域の脱炭素目標の達成に向けた１つの個別事業を対象としているが、関

連する他事業について調査した事例もある 
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（２） 対象事例の概要 

 

対象事例の概要 

   

 

対象事例の取組類型 

 

  

本事業の排出削減量
（自治体の総排出量に占める

削減比率）
主な取組み公民連携事業手法民間事業者自治体事業名

約53t-CO2
（総排出量の0.0078%）

•太陽光パネル・水素エネ
ルギーシステム・蓄電池を
組み合わせたマイクログリッ
ド構築

• 整備：プロポーザル
委託

• 運営：コンセッション
方式

•石狩厚田グ
リーンエネル
ギー㈱

石狩市
（北海道）

石狩市厚田
マイクログリッドシステム

運営事業

ー（街区整備中）
※旧庁舎と比較した新庁舎の
CO2削減量は74t-CO2
（総排出量の0.185％）

•高気密・高断熱住宅街
の整備

• 公民出資まちづくり会
社設立（㈱ニセコま
ち）

•㈱ニセコまち
ニセコ町

（北海道）

NISEKO
⽣活・モデル地区
構築事業

約27t-CO2
（総排出量の0.002％）
※市役所以外のステーションを
含む本事業全体の削減量

• EVの導入
• エネルギーマネジメントシス
テム構築

• 協定の締結
•㈱REXEV
•湘南電力㈱

小田原市
（神奈川
県）

エネルギーマネジメント
連動型

EVシェアリング事業

1,339t-CO2
（総排出量の0.03％）

•太陽光パネル・蓄電池・
自営線による面的なマイ
クログリッド構築

• 協定の締結
•㈱シーエナジー
•㈱浜松新電力

浜松市
（静岡県）

分散型エネルギー事業
「浜松グリッド８」

3,300t-CO2
※2006年比の削減量
（総排出量の47％）

•木質バイオマスによる地域
熱供給システム、発電

•森林整備・CO2吸収

• 業務委託（㈱百
森）

• 公民出資の地域新
電力設立（西粟倉
百年の森林でんき
㈱）

•㈱百森
•西粟倉百年の
森林でんき㈱

西粟倉村
（岡山県）

百年の森林事業

愛知県 葛飾区

産業部門 一次産業、二次産業の省エネ・再エネ 〇

家庭部門 住宅の省エネ・再エネ（ZEH等） ◎
業務部門 公共施設の省エネ・再エネ（ZEB等） 〇 〇 〇 ◎ ◎

ビル等の省エネ・再エネ（ZEB等） 〇 〇 〇

運輸部門

・自動車のEV化

・EV自動車向け充電設備導入

・公共交通の充実
◎

エネルギー部門

・再エネ導入

・地域新電力等による再エネ供給

・蓄電池導入

・ITによるエネルギーマネジメント

・上記を組み合わせたマイクログリッド構築

◎ 〇 ◎ ◎

コラム事例

石狩市 ニセコ町 小田原市 浜松市 西粟倉村主な脱炭素手法部門
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２. ヒアリング事項 

各事例に関わる自治体、民間事業者それぞれに対してヒアリングを行い、主に下記

事項について確認した。 

 

  

民間事業者自治体

• 脱炭素事業に取り組んだ経緯

• 事業参入の動機、事業の位置づけ

•脱炭素事業に取り組む背景

•上位計画における位置づけ

背景・

経緯

• 組織概要、具体的な事業内容

• 事業に関わる人材の確保・育成の状況

• 事業収入・費用

• 活用した地域資源（再エネ資源）

•関係する組織、取組体制

•具体的な取組内容、脱炭素目標

•事業に関わる人材の確保・育成方法

•補助金、助成金の活用

事業概要

• 事業費（初期投資、ランニングコスト）、助成費用、自走化状況・

見通し等

•委託、補助等の費用、その財源事業規模・財

源等

• 公民の役割・リスク分担（公への期待）

• 参画のインセンティブ

•公民の役割・リスク分担（民への期待）

•民間事業者の参画を促すための工夫等

公民連携体制

• 民間事業者にとっての成果

（経営上の成果、その他の成果）

•事業評価の仕組み

•CO2削減効果、その他成果

モニタリング、

改善の仕組み

• 事業の成立要件

• 直面した課題と対応策

• 公共と連携することのメリット、留意点

• 有効に機能した自治体からの支援

•事業の成立要件

•直面した課題と対応策

•民間と連携することのメリット、留意点

事業の成立要

件、課題・対応

策

• 事業内容、体制面等に係る改善点、事業拡大等の見通し•事業内容、体制面等に係る改善点、事業拡大等の見通し今後の

方向性
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３. 事例調査結果 

（１） 事例１ 

１） 事業概要 

事業名 石狩市厚田マイクログリッドシステム運営事業 

実施地 北海道石狩市 

脱炭素手法 
再エネ（太陽光）、水素、蓄電池、EMS（エネルギーマネジメントシス

テム） 

公民連携手法 PFI（コンセッション方式） 

事業概要 

石狩市では、太陽光発電により供給されるエネルギーを近隣の５つ

の公共施設に供給するマイクログリッド7が 2022 年に構築されてい

る。脱炭素への貢献の他、マイクログリッドによって災害時にも送電

を続けることが可能となっている。また、マイクログリッドの運営に

コンセッション方式を導入した初めての事例でもある。 

年間約 53t（排出係数 0.643kg-CO2/kWh）の CO2排出量削減効果があ

り、マイクログリッドの対象施設の１つである道の駅には、CO2 削減

量やエネルギー使用量を表示するデジタルサイネージが設置されて

いる。また、太陽光発電で生じた余剰電力による水素の製造・貯蔵も

行われており、停電時には、水素から製造した電気と蓄電池で約 72時

間電力供給を行うことができる。水素の有効性が今後実証されれば、

将来的に水素エネルギーを地域間で融通することも想定している。 

なお、同市では、石狩湾新港地域において、大規模な電力を要する

データセンター等の誘致を狙いとした、自治体主体の再エネ 100％ゾ

ーンの開発が行われ、脱炭素先行地域にも選定されるなど、多面的に

脱炭素に取り組んでいる。2022 年度には、同エリアでのデータセンタ

ーの事業化に関する基本合意も結ばれている。 

関係者 
公共 北海道石狩市 

民間 石狩厚田グリーンエネルギー㈱ 

事業者の 

業務範囲 

石狩厚田グリーンエネルギー㈱ 

・設備の運用及び保守点検 

・電力供給先５施設からの電気料金の徴収 

・停電時は水素システム、蓄電池から指定避難所の特定負荷へ送電 

 
7 再生可能エネルギー等を一定規模のエリアで面的に利用するエネルギーシステム。系統線を用いる場合

と、系統線によらない自営線を用いる場合がある。（出典：「地域マイクログリッド構築の手引き」（資源

エネルギー庁、R3.4）） 
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事業規模 ・総事業費：499,876千円 

補助事業 
・エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 

（補助金額：499,876千円） 

計画における 

位置付け等 

総合計画における位置付け 

第５期石狩市総合計画改訂版 

「戦略目標３ いしかりの資源からモノやしごとを創り出す」の対象

となる資源として「石狩湾新港、自然エネルギー、地域産業」が位

置付けられている 

脱炭素関連計画等における位置付け 

石狩市地球温暖化対策推進計画（区域施策編） 

・「第５章 地球温暖化防止に関する施策」の「取組内容１ 再生可能エ

ネルギー等の利用促進」における施策の内容（①市のポテンシャル

を活かした再生可能エネルギー発電と地産地活の推進、③水素エネ

ルギー等の活用の推進）。 

石狩市水素戦略構想 

・国の水素社会実現に向けた政策を踏まえ、石狩湾新港地域の優位性

を活かした水素関連産業の集積を目指すための基本的な構想・ロー

ドマップを策定。 

・戦略の４つの柱の一つとして「石狩市及び周辺地域の再生可能エネ

ルギーを活用した水素の製造拠点化」が掲げられている。 

脱炭素目標 

石狩市地球温暖化対策推進計画 

・2030年度 CO2排出量 451 千 t-CO2以下（2013年度比 26.7％減） 

本事業により期待される効果（事業実施前の想定） 

・活用可能な太陽光発電量 約 100千 kWh／年※約 25 世帯分 

・CO2排出量の削減効果 約 60t／年 

・エネルギー費用の削減効果 約 90万円／年 

全排出量に占め

る削減比率 

・本事業の削減量 53t-CO2（総排出量の 0.0078％） 

※2022年４月～2023年３月実績 

・石狩市総排出量 679千 t-CO2（2020年度） 

脱炭素目標達成

に向けた主な取

組み 

・マイクログリッド運営開始（2022年４月） 

・REゾーン：脱炭素先行地域採択（2022年度第１回選定） 

 

２） 関係者情報 

ア） 自治体 

自治体名 北海道石狩市 

人口 56,869 人（令和２年国勢調査） 

面積 722.33 ㎢（令和５年全国都道府県市区町村別面積調） 
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イ） 主な民間事業者 

名称 石狩厚田グリーンエネルギー㈱（SPC） 

本社所在地 北海道札幌市中央区北３条西４-１  

資本金 300 万円（高砂熱学工業㈱100%出資） 

事業内容 石狩市厚田区の公共施設への電力供給及び石狩市厚田マイクログリッド
システムの運営等に関する業務 

出典：高砂熱学工業㈱HP https://www.tte-net.com/corporate/group/index.html 

 

ウ） 主な事業関連施設・設備 

名称 石狩厚田マイクログリッドシステム 

所有者 石狩市 

規模等 ①太陽光発電設備（両面パネル） 
 出力 163.4kW（１枚あたりの出力 430W×380枚）（PCS出力 165kW） 
 年間発電量 約 10万 kWh 
②水素エネルギーシステム 
 ・水電解装置１N㎡/h 
・燃料電池出力２kW 
・水素タンク貯蔵容量 １MPa 未満 120 N㎡ 

③蓄電池システム 
 最大出力 50kW／容量 168kWh 
④可搬式蓄電池 
 最大出力 12kW 

整備費 ・導入可能性調査等費用 
約１億 2000万円 

・設計・整備費用 
約３億 8000 万円（太陽光パネル、水素エネルギーシステム、蓄電池の
導入それぞれ 1/3程度を使用） 

整備にあたり
活用した補助
事業額・等 

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（北海道、補助率 100％）によ
り上記の合計約５億円の補助 

出典：北海道庁 HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcg/emodel.html、「石狩市が目指すゼロカ

ーボンシティ」（石狩市）（規模等） 

  

https://www.tte-net.com/corporate/group/index.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcg/emodel.html、
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３） 事例調査結果 

ア） 事業内容 

a） 石狩市の脱炭素に向けた取組み 

・「石狩市地球温暖化対策推進計画」の「地域施策編」においては、地球温暖化対策防

止に関する施策の取組内容の一つとして「再生可能エネルギー等の利用促進」が示さ

れている。その中で、本事業と関連するマイクログリッドの活用（「市のポテンシャ

ルを活かした再生可能エネルギー発電と地産地活の推進」）や、余剰電力を活用した

水素製造（「水素エネルギー等の活用の推進」）も具体的な施策の内容として位置付け

られている。 

石狩市における脱炭素に向けた取組み一覧 

（※枠で囲った取組みが今回の調査対象事業） 

再生可能エネルギー等の利用

促進 

①市のポテンシャルを活かした再生可能エネルギー発電

と地産地活の推進 

②市民・事業者への再生可能エネルギーの普及啓発 

③水素エネルギー等の活用の推進 

省エネルギーの推進 ①建築物の省エネルギー化 

②エネルギーマネジメントシステムの導入推進・支援 

③省エネ行動の推進 

循環型社会の形成 ①ごみの減量化の推進 

②廃棄物の再利用・再資源化の推進 

二酸化炭素吸収源の拡大 ①森林の保全と適切な管理 

②森林とのふれあい機会の創出 

③木材の利用促進 

パートナーシップによる取組

みや環境教育の推進 

①環境教育の推進・環境意識の向上 

②パートナーシップによる取組みの推進 

出典：石狩市地球温暖化対策推進計画（2021 年３月）を基に作成 

 

・また、国の水素社会実現に向けた政策を踏まえ、石狩湾新港地域の優位性を活かした

水素関連産業の集積を目指すための構想である「水素戦略基本構想」が 2017年３月

に策定されている。その中では、「石狩市及び周辺地域の再生可能エネルギーを活用

した水素の製造拠点化」が４つの柱の一つとして示されており、本事業についても、

こうした水素活用実現の場として実施された経緯がある。 
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b） 本事業の内容 

 

出典：北海道「エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（北海道補助事業）取組事例集」を基に作成 

 

・太陽光発電による電力を近隣の５つの公共施設に供給し、余った電力で水素を作り貯

めておくというマイクログリッド構築事業である。市が策定した水素戦略構想に基づ

き、水素導入を実現する方針の一環としてマイクログリッドに水素エネルギーシステ

ムを導入することになった。太陽光発電によって水素を製造する点が特長の一つであ

る。水素は、当初は平常時も活用する予定であったが、電力の変換効率が低いため、

電力の自給率を上げ、事業性も確保する観点から、災害時のみに使用する運用として

いる。 

・本事業は、北海道による補助率 100％の補助事業によって整備している。全体の事業

費約５億円のうち、導入可能性調査に 1.2億円をかけ、残りの 3.8億円で設計・マイ

クログリッドの構築を行った。整備費の内訳は概算で、太陽光パネルの費用（設置工

事費を含む）、水素エネルギーシステム、蓄電池（及び自営線）が各３分の１ずつで

ある。 

・マイクログリッドの対象となっている５つの公共施設の中には指定避難所である市立

厚田学園の体育館や、一時緊急避難場所である道の駅が含まれており、災害時の地域

停電時電力供給

太陽光発電

163.4kW

蓄電池システム

50kW
168kWh

水素貯蔵
(120N㎡)

WE
(1N㎡/h)

FC
(2kW)

水素エネルギーシステム

所有

マイクログリッドシステム

可搬式蓄電池

12kW

運営権

小売電気事業者

（エネルギーシステム
不足分の）電力供給

電気料金

５つの公共施設

平常時電力供給

停電時電力供給

道の駅石狩
あいろーど厚田
（災害時の一時避難
場所）

厚田給食センター

石狩消防厚田支署

ポンプ場

市立厚田学園
（災害時の避難所）

自営線（電線）

エネルギーシステム

石狩市
SPC（石狩厚田

グリーンエネルギー㈱）

※自営線を使用

※自営線を使用

電気料金

運営・管理
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住民の安心、安全の確保もマイクログリッドにより実現している。平常時はマイクロ

グリッド内の発電と系統からの電力を全施設に供給するが、停電時には指定避難所で

ある学校のみに蓄電池と水素から作る電気を供給する仕組みである。一時緊急避難場

所（３時間以内に避難場所へ移動するための位置付け）である道の駅は、可搬式の蓄

電池を導入しており、蓄電池によってトイレの周りなど、避難するまでの一時的な電

力を供給する。 

・従前は、５つの施設がそれぞれ系統から電力を購入していたが、系統との接続ポイン

トを一括化し、各施設の構成電力を一つにまとめることによりピークカットの効果を

生み出している。多くの公共施設は一般的に昼間の電力消費量が多いが、特に給食セ

ンター（平日午前中が電力使用量が多い）と道の駅（土日の電力使用量が多い）のピ

ーク時間が、他施設と異なる点が貢献している。１日単位では需要量は大きく変わら

ないが、施設によって曜日・時間帯別の需要量が異なるため、電力需要の平準化によ

って電力の自給率を高めている。 

 

対象施設とマイクログリッドシステム 

（写真上：マイクログリッドシステム見取り図 

下：左から純にエネルギーシステム（うち、受電・配電盤、蓄電池・水素エネルギーシス

テム）、水素貯蔵設備、太陽光パネル（発電量確保のため両面パネル）） 

 

出典：石狩市 HP（上）、ヒアリング時撮影（下） 
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イ） 公民連携の内容 

a） 公民連携の経緯 

・本事業では、マイクログリッドを高砂熱学・北弘電社共同事業体が整備し、高砂熱学工

業㈱が設立した SPC である石狩厚田グリーンエネルギー㈱が PFI 事業（コンセッショ

ン方式）により運営・管理事業を担っている。 

・当初の４年間で導入可能性調査、設計、整備までを行っているが、最初の２年間は導入

可能性調査を中心に行っている。当時は、パッケージ化された水素エネルギーシステム

の導入も検討していたが、当該システムのランニングコストの負担が課題となってい

た。様々な事業者との意見交換で提案を受けた中に、パッケージではなく、市の発注に

よるオリジナルなシステムを組む方法があり、その方法であればコストを抑え事業性

が出ることが分かり、プロポーザルの結果、設計や施工を高砂熱学工業㈱が共同企業体

で行うことになった。 

・設計施工は一体型での発注としたが、運営管理業務は設計施工とは別業務としていた。

そのため、事業３年目に実施設計段階と同時並行で運営管理業務への参画についてサ

ウンディング調査を行ったが、その際には、参画意欲の高い事業者を見つけることが困

難であった。しかし、実施設計施工業者がシステム運用にも関心を持っており、運営段

階にも期待を持つことができるようになった。 

・運営管理を別途募集したのは、設計、施工は補助金等で財源が確保できたが、運営に関

しては、運営方式や財源が決まっていなかったため、その時点で条件を提示することが

できなかったためである。 

 

b） 公民連携のポイント（公共側の視点） 

・運営管理事業者に関するサウンディングのポイントは、事業者に対して、事業判断をす

るための判断材料をいかに細かく出すことができるかが重要である。運営を行う際の

発注形態についても、あらかじめサウンディングを行う側がイメージしておかなけれ

ば余計に時間がかかり上手くいかない。これは本事業における反省点でもある。 

・運営形態を、導入可能性調査の発注先であるコンサルティング会社と検討した結果、業

務委託、指定管理者制度は本事業の運営管理には馴染まないという結論になった。（指

定管理者制度の対象となる「公の施設」の定義に「電力システム」が含まれていなかっ

た。）一方、PFI 法では公の施設の定義の中に、新エネルギー設備が明記されていたた

め、PFI事業（コンセッション方式）によって運営管理業務を発注することとした。 

・マイクログリッドの規模は対象施設の電力需要に応じる必要があり、５施設の電力需要

のピーク約 160kW に合わせ、太陽光パネルの規模は 163.4kWとして設定したが（太陽が

降り注いでいれば５施設の電力が賄えるぐらいの規模感）、システムの規模が小さいた

め、電力供給の単価が高くならざるを得ず、スケールメリットによるコスト削減効果が

出しにくく、100％補助だからこそ実現できた仕組みといえる。日射量が少ない日、夜

間、冬季等は発電量が足りないため、系統からの電力も購入して併用している。 
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・運営期間中の事業者の収益は、コストをわずかに上回る程度であるため、系統から購入

する電力料金の変動分に合わせて電気料金を設定することができるようにしており、

事業者に過度な費用負担がかからない仕組みとしている（北海道電力の料金が上がる

と、各施設への電気料金についても都度見直しができる契約）。マイクログリッドを導

入したことで、市の電気料金は以前より多少、少なくなっている。 

・５つの施設は系統から一括受電をしており、マイクログリッド内は発電した電力と系

統からの電力が流れる自営線でつながっている。マイクログリッドの運営事業者は、

自営線等の管理によって日常の電力供給についても常に大きな責任を負う。一方で、

平常時に石狩市の負担は特になく、災害時のみ、体育館に電気が流れるようにブレー

カーを入れ、系統電力から切り替えることとなっている。 

 

c） 公民連携のポイント（民間事業者側の視点） 

・市から、石狩厚田マイクログリッド委託事業が公募型プロポーザル方式で公募され、

要件には、水素を活用するという大きなテーマがあった。事業者としては、約 20年

間、水素活用の研究を続けてきており、近年になってカーボンニュートラルという文

脈から水素が注目を浴びるようになってきたことも踏まえ、水電解装置8を本事業で活

用できないかと考え、公募に参加した。会社として、水素エネルギーシステムを実装

するのは初めてのことであり、この機会を水素開発に生かしていきたいと考えた。 

・石狩市は風力発電所が多く、水素の可能性があると言われており、札幌市が近いこと

もあり、需要地と供給地の距離の観点からも、水素と再エネを上手に組み合わせよう

としていた。石狩市の事業に参画した背景としては、規模的・場所的な観点の他、今

後のつながりという部分も含め、事業者として目指す方向と合致していたことが大き

い。 

・コンセッション方式であることから、ある程度、事業者としての自由度は高く、運営業

務では事業性の向上、再エネ率の向上によって事業者・市の双方にメリットのある改善

も行っている。具体的には、運用を通じて得られたデータから、災害時に備えて残す必

要のある蓄電池容量の割合の引き下げが可能なことが分かったため、蓄電池の稼働率

を上げることができ、結果として事業性の改善にもつながった。 

 

ウ） 事業背景・経緯 

・北海道は、大規模集中型の電源構成が特徴であるが、2018年に発生した北海道胆振東

部地震の際には、その仕組みが原因となり、全域停電（ブラックアウト）を経験し

た。石狩市では、今後、大規模集中型から脱却し、いかに小規模分散型の電源である

クリーンエネルギーを賢く使っていくかが重要と考えマイクログリッドの構築に取り

組んでいる。「再配置」や、脱炭素先行地域の中では「リデザイン」という言葉を使

 
8 水を電気で分解して水素を製造する装置。（出典：資源エネルギー庁 HP 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_tukurikata.html ） 
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っている訳は、地域をデザインし直すようなイメージで、電源と上手く付き合ってい

きたいという考えが事業の背景にあるためである。 

主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2017年 ・「石狩市水素戦略構想」策定 

2018年 ・北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室「平成 30年度エネルギー地産

地消事業化モデル支援事業」採択 

・導入可能性調査実施 

2020年 ・設計・施工会社公募・選定 

・実施設計・施工開始 

2022年 ・運営事業者公募・選定 

2023年 ・完成・運営開始 

 

エ） 庁内、議会調整 

a） 庁内調整 

・対象施設の選定等については、各施設それぞれで異なる管理部署に対して繰り返し説明

を行いながら、理解を得ていった。なお、道の駅は指定管理者に委託をしている他、消

防署は厳密にいうと市とは別組織である等の個別の事情もあるため、多様な主体に対

して調整を行う必要があった。 

・施設・庁内向けの説明会を実施し、各施設が、なぜ本事業に参加しなければいけないの

か、再生可能エネルギーの必要性、本事業の意義等を理解してもらうため、丁寧に説明

を行った。 

 

b） 議会調整等 

・議会からは、太陽光パネルの照り返しや水素の安全性等、住民への影響を懸念する声も

あり、ある程度外構が出来上がった段階で現地見学会を行うなど丁寧に説明しながら

事業を進めた。議員から何か問い合わせがあったときには、都度、地域、特に学校や子

どもたちへの影響について保護者から懸念の声が出ていないか等を聞き取り、回答し

てきた。 

・住民との調整としては、地域の代表が集まる会合に出向き、年に２回ほど、現在の検討

状況や進捗状況、今後の予定等を説明し、情報を共有しながら事業を進めた。集落全体

の停電がなくなる等、過度な期待もあったが、避難所が対象である点、できること、で

きないことを説明し、理解を得たことで特に大きな不安や不満はなく進めることがで

きた。 
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オ） 事業の成果 

a） 脱炭素に関するモニタリング方法 

・事業者において、事業計画の中にモニタリングを位置付けている。得られたデータを

札幌の事業所とイノベーションセンターで分析している。現在の実績としては、運営

が１年間終わったところであるため、初年度のデータを基に改善できる点を分析し

た。 

・蓄電池は、昼に蓄電し夜に放電するが、災害時の備えとして、ゼロまで放電すること

はできない。そのため、初期の運用では蓄電池の使用量を少な目にしていたが、少し

広げることができるというデータが取れたため、事業者から改善提案をした。実際に

本年４月からは、蓄電池の使用量を変えて運用している。結果として、電気の自給率

があがり事業改善や、再エネ比率の向上、CO2 削減にもなっている。これは１年間の

データがあったから分かったものであり、モニタリングにより事業性を改善するため

の提案ができているということである。 

・モニタリング結果報告等の定例会議は行っていないが、石狩市と定期的に会話をする

機会があり、事業者から現状の報告をしている。毎月設備の点検や、電力をどれぐら

い買っていてどれぐらい販売しているかについては、月に１度の割合で石狩市に報告

している。その際、点検時に発覚した不具合がある等、重大なものは相談している。

具体的な不具合対応としては、太陽光発電設備の除雪や除草があるが、事業者側で当

該対応が想定外のコストになっている。 

・様々な改善の提案をするなかで、例えば、設備投資のような資金負担が発生する場合

は石狩市と事業者が協議することとなっている。事業者側に大きなメリットが生まれ

るようなものであれば、事業者がお金を出して設置するということもあり得る。社会

の変化等に合わせて何か新しいことができるようになればいいという期待もあるが、

まずは、今ある設備について 10年間きちんと運用する方針である。 

 

b） 脱炭素に関する成果 

・マイクログリッドにより、年間約 53 トン（排出係数 0.643kg-CO2/kWh）の CO2 削減効

果が生じている（2022年４月～2023年３月）。これは、太陽光の発電量に、北海道電力

から電力を購入した場合の CO2排出係数を乗じて算定している。 

・また、マイクログリッド内での再生可能エネルギー導入率（自給率）は約 20％である。 

・市では、厚田学園の生徒に対して環境教育を年１回行っている。まだ２回の開催実績だ

が、指定避難所である厚田学園の災害対策強化がシステムの導入の契機でもあるので、

一つのアウトプットとして、地域の子どもに環境に関する意識を持ってもらい、目の前

のシステムに少しでも理解や愛着を持ってもらえるように意識している。 

 

c） その他の成果 

・市において、電気料金の低価格化等、経済的なメリットは算定していない。また、市の
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財政上は、導入前後で支払う電力料金に大きな差は生じていない。ただし、同じ予算で

ありながら環境価値、レジリエンスが手に入るという付加価値を享受できている。 

・マイクログリッド内で発電した太陽光パネルの電気は燃料費調整額や再生可能エネル

ギー発電促進賦課金がかからないため、導入前と比べると、市の電気料金は、多少は下

がっている。ただし、北海道電力の電気料金が上がったため、以前との比較が難しく、

安さが実感できない。マイクログリッドがなければ、さらに電力料金が上昇していたと

仮定し、その価格との比較で効果を示す方法もあるが、そこまでの検証はしていない。 

・マイクログリッドへの視察が多く、市としてはＰＲ効果も実感している。視察の対応に

おいては、準備から当日の説明を含めて、特に若手の市職員のスキルアップにつながる

点もメリットであり、視察対応の機会は通常の部署であれば少ないが、対外的な説明等

のノウハウが当課に蓄積されていくことは大きい効果だと感じている。 

・こうしたプロモーション効果は侮ることができず、市では、様々な企業から提案や情

報提供をいただいており、これまでは接点のなかったエネルギー系を中心とした大企

業からの来訪も増えてきている。市が、新たな事業に関心の高い自治体として認識さ

れることは、新たな事業の機会を生むことにつながる。 

・市としては、脱炭素等に向けて、民間企業の力は不可欠であると考えている。従っ

て、民間企業との対話が多ければ多いほど、自治体としての力が付いていくし、接点

を持つことができない自治体との差が開いていくのではないかと思われる。民間企業

から、新たな補助事業についての情報提供を得ることもあり、とても効果が大きい。 

 

カ） 課題と対応策 

a） 事業性 

・事業性を上げるためには電源を増やすしかないのが本システムの特徴である。つま

り、自前で作る電気が増えると、買う電気が減るので、事業性が上がることになる。

一方、決められた範囲内でのマイクログリッドであるため、需要家は増えず、施設ご

とに需要量の増減もあまりない。すると、できる努力は電源を増やすことのみである

が、追加で投資できるほどの収益はないのが現状である。そのため、各施設の省エネ

やピークのデマンドを下げていく努力等により、なるべく系統から購入する電力を減

らし、自前で消費できる再生可能エネルギーを増やすことが、収益向上策として考え

られる。 

 

b） 再エネ設備の選定 

・景観を守る観点から、市内に乱立していた小型風力発電に限り、市がガイドラインを

設け、人が住んでいる民家や人が出入する施設から 100メートル以上離隔を取るとい

うルールづくりをしている。しかし、マイクログリッドの構築においては、建物から

発電設備を離すということは、その分だけ送電線を延ばさなければいけなくなるため

新たな費用が発生する。こうした経緯から、太陽光発電のみを導入することとなっ
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た。風力発電と太陽光発電は、発電タイミングが違うなど、補完し合える関係（太陽

光は夜には発電しないが、夜間のほうが強い風が吹く場合もあるので、風車は夜間の

発電が期待できる。また、冬は太陽光では発電しないが、冬は風が強まる。）である

ため、理想としては、太陽光を増設するよりは、風車を増設したほうが良い。しか

し、市が設けたルールであるため、太陽光のみを導入している。 

 

c） 水素活用と事業性確保における課題 

・水素エネルギーシステムでは、再エネ電力を活用し水電解装置で水素を作り、災害時等

に水素によって発電を行うが、電力の変換効率9が、蓄電池は 85～90％程度あるのに対

して、水素を介した場合は、30％程度まで低下してしまい、経済合理性を確保すること

が課題となっている。そのため、水素は防災に特化して使うこととした。災害時のみで

とすることで、事業性への影響を最小限としている。 

 

d） 運用における課題 

・システム自体の運用に手間はかからないが、除雪、除草の手間やコストが事業者では

かさんでいる。 

・道内で除雪を行わずに済んでいる案件を参考に、太陽光パネルは、雪が滑り落ちるよ

う角度を付け、積雪がパネルに届かない高さを確保して設置したため、除雪の費用は

当初見込んでいなかった。ところが、最近、北海道の雪の水分が多くなり、雪がパネ

ルから完全に落ちないことや、落ちた雪が凍りやすく下にたまり、パネルの下まで届

いてしまうことになった。結果として、除雪が必要となり、コストがかかっている。

自然相手であるため、想定どおりにいかなかった。 

・雑草対策として防草シートを入れたが、全ての雑草を防ぐことは難しく、雑草が伸び

ている。来年度は、より雑草が増えると予想され、対策に人的なコストがかかること

が懸念される。 

 

キ） 今後の拡充・横展開の予定 

a） 自治体における地域内の拡充・横展開の予定 

・本事業そのものを拡大させることは、対象となり得る施設が既に組み込まれていること

や、発電設備を増やそうとすると事業性が悪化すること等からハードルが高い。ただし、

市内の地方部でレジリエンスの強靱化につながるような再生可能エネルギーを活用し

た取組みは企画している。エネルギー源として水素ではなく地域の森林資源を活用し

たバイオマスにする等のアレンジをして公共施設へ電力を供給する等、地域にあった

仕組みを考えている。 

・市としては、本事業を発展するような、新たな企業とのつながりによる様々な脱炭素事

 
9エネルギーを電力に変換する際の効率を示す割合。（出典：資源エネルギー庁 HP 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/taiyoukouhatuden2017.html） 
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業の可能性を考えている。脱炭素先行地域の他に、脱炭素型のモビリティ事業等も考え

ている。 

・データセンターの誘致との関連では、脱炭素先行地域の事業において再生可能エネルギ

ーを供給する仕組みを構築する。地方にデータセンターを分散させる国の方針がある

以上、地方においてデータ需要を創出することが肝心だと考えており、地域課題を地域

のデータで解決する地域貢献型データセンターのモデルを構築したいと考えている。 

 

b） 事業者における拡充・横展開の予定 

・将来的には、貯蔵した水素をマイクログリッド以外の用途に活用することや、他地域に

輸送する可能性も考えられる。将来、本地域に水素を燃料とした車が走る時代も来るか

もしれない。そのような様々な将来の可能性に向けての先行投資という意味合いで、水

素の今後の活用方法を考えていきたいと考えている。 

・高砂熱学工業㈱の研究所において、今回のシステムの運用の状況等々を見て、会社とし

て次の事業に生かすための取組みを行っている。具体的には、全国の顧客に太陽光、水

素を含めたグリーンエネルギーを届けるための情報を本事業から少しずつ学んでいる

ところである。特に、マイクログリッドの規模感（最低 500kWは必要であり、500～1000kW

程度とすることが経済合理的には最低ラインではないか）を把握できた点は大きい。 

・地震によって防災の意識が高まっており、最近は豪雨による防災の機運も非常に高まっ

ている。こういったことを背景に、自治体からの相談も多く、マイクログリッドや太陽

光の導入に関心を持つ地域が非常に多い。 

 

ク） 他自治体へのアドバイス 

a） 自治体によるアドバイス 

・石狩市では、企業誘致をするために、いかに地域に付加価値を付けていくか、地域の課

題解決のために、いかに再生可能エネルギーを活用するかという視点で活動してきた。

地域課題の解決、自分たちの町の地域特性をいかに把握して、施策につなげていくのか

という点が、非常に大切である。脱炭素を進めよう、再生可能エネルギーを買おうとい

う視点だけを目標とするのは違和感がある。できるだけ自分の市町の発展、地域振興等

に関連するものとして動き、そこからカーボンニュートラルに上手く結び付けていく

ことがベストだと考えている。それが意外と近道ではないかと感じる。そうでなければ、

環境投資は単なるコストにしかならない。新しい設備を導入する、例えば太陽光発電、

蓄電池を入れたというのもいいのだが、それだけでは地域課題の解決が前面に出てこ

ず、コスト増のみになる。 

・マイクログリッドに限らないが、脱炭素事業において、民間事業者との連携は不可欠で

ある。民間事業者と上手に連携するには、まずは自治体が、まちづくりに対する向き合

い方を示し、民間事業者に理解してもらわなければ、民間事業者側に一緒に真剣に考え

てもらうことができない。最近では、環境省等によって、困り事を抱えている自治体や
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脱炭素を行いたい自治体と、技術やノウハウは持っているが、どこの自治体がどのよう

な悩みを持っているのか分からないという民間事業者をマッチングするようなイベン

トが増えてきている。そのようなものを活用すると良いのではないか。 

・予算に余裕があれば、東京都などで開催されている展示会などに参加すると良い。民間

事業者は地方自治体向けの様々なソリューションを持っており、展示会に出展してい

るケースも多い。そうした場で民間事業者の話を聞き、自分の自治体に合ったものを探

すなど、いくつか方法はあると思う。一つの方法にとらわれずに、複合的なアプローチ

に挑戦して、上手な付き合い方、訴求の仕方を、自治体の職員が磨いていけばいいので

はないか。 

 

b） 事業者によるアドバイス 

・自治体は、民間事業者と連携する際、責任を持って事業を推進することが重要であ

る。企業間では、瑕疵も含めてきちんと契約するが、自治体と連携した場合には進め

方が異なることがある。石狩市のように、設備を自ら保有するなど、自らやるという

意識を持つことが大切である。他にも、自ら事業を実施するという意識を持った自治

体から相談が来ており、そうした自治体と連携をしていきたいと考えている。 

・アドバイスとは少し異なるが、市の課題解決に資する提案等は積極的にしていきたい

が、一緒に事業を作り上げても、特命の随意契約等がなければ、受託できるか分から

ない点はハードルとなってしまう。 
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（２） 事例２ 

１） 事業概要 

事業名 NISEKO ⽣活・モデル地区構築事業 

実施地 北海道ニセコ町 

脱炭素手法 再エネ（太陽光）、省エネ（ZEH：高気密・高断熱住宅） 

公民連携手法 公共が出資するまちづくり会社（㈱ニセコまち） 

事業概要 

ニセコ町では、民間の活力・専門家知見を活用した省エネ型の集合

住宅の建設、地域エネルギー事業が行われている（2024 年３月現在、

建設中）。 

2018年に策定した「SDGs未来都市計画」の中核事業として打ち出さ

れたもので、従来からの課題であった住宅不足への対応、観光以外で

の町のブランド力の一層の向上の必要性も事業背景となっている。ま

た、本事業に先立ち、ニセコ町では、高性能断熱材を導入した、全国

の庁舎でもトップレベルの省エネ性能を誇る新庁舎が 2021 年に竣工

している。 

ニセコ町のこれまでの第三セクターは、町が 50%以上出資するもの

であったが、本事業の事業主体となっている㈱ニセコまちへの出資比

率は 40%を切っており、民間活力のさらなる導入を期待している。出

資には、複数分野の民間主体が参画しており、多様な主体の連携が進

められている。 

関係者 
公共 北海道ニセコ町 

民間 ㈱ニセコまち 

事業者の 

業務範囲 

㈱ニセコまち 

・街区の設計、造成、建築 

・土地販売 

・建物の販売及び賃貸 

・街区の管理 

事業規模 
・ニセコミライ 総事業費 約 70～80億円 

・新庁舎 事業費等 約 21 億円 

補助事業 

・地方創生支援事業費補助金（地方公共団体における持続可能な開発

目標の達成に向けた取組の推進事業）（平成 30年～令和２年）  

・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

・企業版ふるさと納税対象事業（平成 30年～） 

計画における 
総合計画における位置付け 

第５次ニセコ町総合計画第２次見直し 
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位置付け等 「戦略ビジョン２：ニセコ 町の地域資源を活かし、快適な生活基盤を

整備します」の戦略シナリオ（民間とのパートナーシップをもとに

環境への配慮に基づくさまざまな手法により、住んで誇りの持つこ

とが 出来る居住空間づくり） 

「戦略ビジョン３：資源やエネルギーを地域内で上手に使います」を

実現するための政策項目「５−③ 温室効果ガスを減らす生活や仕事

のスタイルに転換する」に関連する事業 

 

脱炭素関連計画における位置付け 

ニセコ町環境モデル都市第二次アクションプラン 

「２−３ 関係する既存の行政計画」の「（１）SDGs 未来都市で提示さ

れている環境・社会・経済における課題」中の重要目標（公共建築

における省エネ投資対策、JRニセコ駅前の面的地域熱供給の導入、

象徴的新庁舎の建設、NISEKO 生活・モデル地区構築などの重要事業

の実施） 

 

ニセコ町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

「６－１．二酸化炭素排出量の削減に向けた考え方」で、町民・産業

部門・ニセコ町の取組みとして「実用的な技術の導入」が挙げられ

ており、太陽光発電等を検討する旨が記載されている 

脱炭素目標 

ニセコ町環境モデル都市第二次アクションプラン 

・2030年までに 2015年比 44％削減する（排出量：34,564.61CO2-t） 

・2050年までに 2015年比 86％削減する（排出量：8,641.15CO2-t） 

本事業の目標 

・電力由来の CO2排出量を 100％、熱・交通では 75％削減で合計 81％

の CO2排出量の削減 

全排出量に占め

る削減比率 

・本事業の削減量 74t-CO2（総排出量の 0.185％） 

※旧庁舎と比較した新庁舎の削減量（外皮性能の強化と CHPの導入

（52t）、新庁舎の太陽光設備への屋根貸し（22t）） 

・ニセコ町総排出量 40千 t-CO2（2020年） 

脱炭素目標達成

に向けた主な取

組み 

・環境配慮型象徴的新庁舎建設（2021.3竣工） 

・ニセコ町環境負荷低減モデル集合住宅整備促進事業（2018.4補助開

始） 

・電気自動車の普及促進（2022.4連携協定） 

出典：「ニセコ町役場新庁舎のご案内」、「モデル地区に対する意見交換会について」（ニセコ町）、第４次

ニセコ町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）等 

２） 関係者情報 

ア） 自治体 

自治体名 北海道ニセコ町 

人口 5,074人（令和２年国勢調査） 

面積 197.13 ㎢（令和５年全国都道府県市区町村別面積調） 
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イ） 主な民間事業者 

名称 ㈱ニセコまち 

本社所在地 北海道虻田郡ニセコ町字富士見 168番地２ 

資本金 6,300万円（資本準備金を含む） 

従業員数 ３名 

事業内容 ・ニセコ町のまちづくりに関する事業 
・ニセコミライ（SDGs街区）の構築及び運営に関する事業 
・地域への電力・熱供給事業及びエネルギーに関する事業 

出典：㈱ニセコまち HP、「ニセコ町役場新庁舎のご案内」（ニセコ町） 

 

ウ） 主な事業関連施設・設備 

名称 ニセコミライ 集合住宅 

所有者 事業主・売主：㈱ニセコまち 

規模等 総延床面積：14,800㎡、総戸数：244戸 
第１工区：木質化マンション分譲３棟、賃貸１棟 
第２工区：木質化マンション賃貸１棟、シェアハウス、商業的利用（３棟） 
第３工区：木質化マンション分譲１棟、賃貸ユニット２棟、将来工区にて
賃貸ユニット２棟 
第４工区：木質化マンション分譲３棟 
 
断熱性能：Ua値 0.25W/㎡ K 以下 
気密性能：C値 0.2㎠/㎡ 以下 
断熱材：ダブル断熱（充填断熱＋外張り断熱） 
高性能窓：トリプルガラス＋樹脂サッシ、U値（熱貫流率=熱が逃げる度 
合い）0.78W/㎡ K 

整備費 総事業費 約 40億円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

・地方創生支援事業費補助金（地方公共団体における持続可能な開発目標

の達成に向けた取組の推進事業） 21,947千円 

・企業版ふるさと納税 

出典：㈱ニセコまち資料「NISEKO 生活・モデル地区 SDGs 街区の進捗について」、「地方創生支援事業費

補助金（地方公共団体における持続可能な開発目標の達成に向けた取組の推進事業）交付決定額」 

 

名称 ニセコ町新庁舎 

所有者 ニセコ町 

規模等 延床面積：3,374.22㎡ 
規模構造：地下１階地上３階 
     鉄筋コンクリート造 

整備費 総事業費 2,118,047千円（うち工事費 1,929,826千円） 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

・市町村役場緊急保全、緊急防災・減災、国土強靭化特別等1,659,000千円 

・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 174,276千円 

出典：ニセコ町 HP、「ニセコ町役場新庁舎のご案内」（ニセコ町） 
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３） 事例調査結果 

ア） 事業内容 

a） ニセコ町の脱炭素に向けた取組み 

・ニセコ町は 2015年に環境モデル都市に選定されており、「ニセコ町環境モデル都市第

二次アクションプラン」（以下、「環境モデル都市アクションプラン」という）におい

て、新庁舎建設や「NISEKO生活・モデル地区」の整備が主要な取組みとなっている。

また、2018年には SDGS未来都市にも選定されており、「北海道ニセコ町 SDGs未来都

市計画」でも、新庁舎建設が取組みの一つとなっているほか、「NISEKO 生活・モデル

地区構築事業」が自治体 SDGsモデル事業の統合的取組みに位置付けられている。 

・環境モデル都市の実現に向けた条例の制定も進めることで、環境モデル都市の実現に向

け、抑制すべき事項と推進すべき事項のバランスを考慮している。 

 

環境モデル都市アクションプランの施策体系 

（※枠で囲った取組みが今回の調査対象事業） 

 

出典：ニセコ町「ニセコ町環境モデル都市第二次アクションプラン 2019 年度～2023 年度」 
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環境モデル都市アクションプランが掲げる５つの条例制定 

①建築物の低炭素化を促進する条例 

②自転車の適切な利用を促進する条例 

③事業活動の低炭素化を促進する条例 

④再生可能エネルギーの適切な導入を促進する条例 

⑤エネルギー情報の提供を求める条例 

 

b） 本事業の内容 

 

出典：ニセコ町「NISEKO 生活・モデル地区構築事業基本設計等委託業務報告書」を基に作成 

 

・ニセコ町では、ニセコミライという約 450人規模の街区の整備を進めている。ニセコ

町は人口が約 5,000人であるため住民の約１割が入居することができる大規模な街区

となる。街区の整備は公民連携で進めており、まちづくり会社として公民の出資によ

って設立した㈱ニセコまちが事業を担っている。 

・新興住宅では同じ世代の人が一斉に入居し、同時期に高齢化してしまうため、まちづ

くりの自治がなかなか進まないといった一般的な課題に対応するため、ニセコミライ

には多様な人を混住させ、敷地内の広場の使い方は住民団体に住民目線で考えてもら

う等、自治を進めることとしている。また、分譲住宅、賃貸住宅を混在させること

で、所得層の面でも様々な住民を交ぜ込むようなまちづくりを目指している。 

・街区に整備する住宅は、ドイツのフライブルグにあるヴォーバン住宅地のような高気

密・高断熱住宅を目指している。当初は低炭素を目指していたが、現在は脱炭素を目

インフラ整備

出資 街区設 計依頼

建設コンサル 土木事業者
監督

街区造 成依頼 建築 依頼
・土地販売
・建物販売
・街区の管理

小売電気
事業者

電力供給

電気料金

小型
CHP

【ニセコミライ】

【ヒートセンター】

LPガス

追従
ボイラ

燃料

ガス供給

燃料供給

高圧
       

蓄熱槽

発電

熱交換

【集合住宅等】

電力供給

熱供給

第1～第4工区
総延床面積：14,800㎡

総戸数：244戸

・木質化マンション 分譲7棟
・木質化マンション 賃貸2棟
・シェアハウス
・商業的利用（3棟）
・賃貸ユニット2棟（将来工
区で2棟）

不動産
所有者

賃貸住宅の建設、所有、
賃貸及び運営等

土地販売

建築 依頼

街区/賃貸
住宅の管理

一般入居者

・建物販売
・賃貸

【太陽光
パネル】

駐車場屋根
に設置

電力供給

ニセコミライ
第一賃貸事業
運営合同会社 建設事業者

地域事業者 クラブヴォーバン 金融機関旭化成
ホームズ㈱

出資 出資 出資 融資

㈱ニセコまち

出資

ニセコ町
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指しており、太陽光パネルや電気自動車を導入することで電気を自家消費できる地域

を目指している。 

・高気密・高断熱化により、結露やカビが発生せず、ランニングコストが従来の半分以

下で長持ちする等、様々なメリットが生じる。そのため、ドイツと同様に 30年を過

ぎても家の価値が下がらないことを目指しており、既に建設が進んでいる１棟目の８

戸は分譲住宅であるが、将来的に価値が上がると予想している。 

 

ニセコミライイメージ 

（左：ニセコミライと類似の設計で町内に建築した住宅、右：完成予想図） 

 

出典：ヒアリング時撮影（左）、㈱ニセコまち HP（右） 

 

イ） 公民連携の内容 

a） 公民連携の経緯 

・ニセコ町の省エネ・再エネ施策の具体化に向け様々な事業者とコミュニケーションを

取った際、地中熱、太陽光など個別分野での専門性を持つ事業者は多かったが、ニセ

コ町全体としてどうすべきかを語ることのできる事業者が見つからなかった。ニセコ

町は、脱炭素を進めていくためには物事をトータルで考えることができる事業者との

連携が不可欠であると考えていた。 

・その頃、環境モデル都市アクションプランの策定支援事業者として、一般社団法人ク

ラブヴォーバンとの付き合いが始まった。当法人には環境ジャーナリストなど様々な

人材が集まっており、町の脱炭素の全体像や優先的に取り組むべき事項についてニセ

コ町と意見交換を重ねていた。ニセコ町は、エネルギーや CO2について考えていくに

は当法人とともに取り組むことが重要だと考え、まちづくりを一緒に担う会社の設立

をニセコ町から提案し、㈱ニセコまちを設立した。 

 

b） 公民連携のポイント（公共側の視点） 

・街区の整備を、公民連携で進めることとした理由の１つは、スピード感を持って取り

組むためである。専門的なノウハウが求められる住宅整備事業は、公共が実施すると
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意思決定に時間がかかってしまうことが懸念された。また、高気密・高断熱に特化し

た建物を建てるためには、知見を持つ人たちと連携することは必須であった。 

・そのため、㈱ニセコまちへの町の出資割合は、拒否権は持つが決定権は持たない 38％

（当初）とした（現在は企業からの出資が増えたことで町による出資比率は 33％を下

回っている）。これは、意思決定時のスピード感確保等のためであった。全出資金

6,000万円のうち、クラブヴォーバン加盟事業者、工務店２社、電気関係１社、土木

関係１社が出資しており、クラブヴォーバン以外は町内の事業者である。代表取締役

社長には元町議会議長（地域を代表する観光牧場を経営、町の土地開発会社の理事長

も務める）、取締役には出資から選任された者が就任している。 

・本事業での公民連携は民が主導する形であるが、官は後方支援的な役割を担ってい

る。まず、道路や水道整備における調整等の支援を行っている。また、㈱ニセコまち

の設立にあたり、ニセコ町から職員１人を出向者として派遣している。建物の整備・

販売のためには宅地建物取引士の資格が必要だが保持者がいなかったため、役場から

の出向者が勉強して取得した。さらに、ニセコ町は出資の他に１億円の融資（10年据

え置き、無利子無担保、10年返還）を行っている。持続可能な事業とするためなるべ

く補助金を活用し、実施設計のソフト事業に活用するなど、㈱ニセコまちに毎年一定

の業務を委託している。今後も、㈱ニセコまちの事業を外に広める取組みやカーシェ

アリングの検討事業（地方創生推進交付金により１千数百万円程度。３～５年間の予

定。年によって２千万円になる。特別交付税も財源として活用予定）を予定してい

る。こうした支援により、住宅販売前にもまちづくり会社の採算が成り立つように工

夫しており、公民それぞれが知見・人材・資金を持ち寄って連携して事業を進めてい

る。 

 

c） 公民連携のポイント（民間事業者側の視点） 

・㈱ニセコまちは土木工事ができる会社ではないため、街区での工事を担うのは町内の

事業者である。公と民が連携するだけでなく、民間事業者間での連携も事業の推進力

となっている。 

・通常、このような開発を行う場合はインフラ整備も事業者が負担し、販売価格や賃料

に転嫁して回収する。しかし、街区では分譲も賃貸も地域住民が手の届く価格にする

ことを目指しているため、高性能な住宅であっても高価なものにすることはできない

ことが難しいポイントである。そこで、インフラ整備を行政に担っていただくこと

で、㈱ニセコまちの負担を軽くしている。現在、分譲を開始しており価格が高いと言

われているが、行政支援のおかげで価格を抑えることができている。㈱ニセコまちの

事業計画自体が行政のインフラ整備の影響を受けるので、今後の開発についても連携

して進める必要がある。街区に整備するソーラーカーポートに対しても、ニセコ町と

北海道から支援を受けることで、イニシャルコストを抑える予定である。 
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ウ） 事業背景・経緯 

・事業背景は、町内の住宅不足への対応と、町内の温室効果ガス排出の大部分が建物由

来であることが挙げられるが、詳細は次のとおりである。 

・ニセコ町は豊かな観光資源や農業に代表される地域であるが、多くの地域課題も抱え

ている。環境面では、CO2の 86％削減を宣言したにもかかわらず開発が進み、CO2排

出量が増加していた。町内の温室効果ガス排出量を排出源別に分析してみると、大部

分が冬季の暖房等による建物由来であることから、町内の建物について、エネルギー

消費量を少なくする取組みが求められていた。 

・社会面では、周囲の町から 600人程が毎日通勤しており、ニセコ町に住みたくても場

所がないという課題があった。また、郊外に家を建てた住民が高齢化し、除雪や草刈

りが大変なので街中に引っ越したいという声が増えており、街中に様々な年齢、所得

層の人々が住める住宅が求められていた。 

・経済面では、地域経済循環構造10の観点から、所得の域外流出防止のために域内循環

を増やす必要性が指摘されていた。特にエネルギー購入のために 19億円が域外に流

出しているというデータが注目されていた。 

・以上のような環境、社会、経済の問題をそれぞれ個別に解決するのではなく、歯車の

ように一緒に解決し、真の住民自治、自然環境の継承、経済の自立などを進めていこ

うとしたことが本事業の背景となっている。 

・ニセコ町は、地域の稼ぐ力の強化は雇用創出や人口増加・維持につながり、結果とし

て安心して住み続けることができ、環境にも貢献するコミュニティー・社会を形成し

ているとの考えに基づき施策を検討している。例えば、ニセコ町も胆振東部地震を経

験したが、高気密・高断熱化された新庁舎は、停電しても 72時間は持ちこたえるこ

とができる。このように、環境問題に力を入れると、災害に強い町にもなることを実

感している。 

 

主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2012年 ・「第５次ニセコ町総合計画」にて「環境創造都市」を掲げる 

・「ニセコ町役場庁舎再整備基本構想」策定 

2017年 ・ニセコ町役場新庁舎建設工事基本設計 公募 

2018年 ・「ニセコ町環境モデル都市第二次アクションプラン策定にかかる調査研

究」、「NISEKO生活・モデル地区構築事業構想策定」を公募にてクラブヴォ

ーバンに委託 

 
10 地域の「稼ぐ力」と「所得の循環（①生産・販売→②分配→③支出→④生産）」で構成される。住民の

所得」向上には、地域で所得を「稼ぐ力」を高めることに加え、所得を地域内で循環させることが重要と

なるという考え。（出典：「地域経済循環分析-各年版地域経済循環分析自動作成ツール手引き基本編（操

作マニュアル）-」（環境省・㈱価値総合研究所 R4.3）） 
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・「NISEKO 生活・モデル地区構築事業」が国の自治体 SDGsモデル事業に選定 

2019年 ・「NISEKO生活・モデル地区構築事業」基本構想策定 

・ニセコ町役場新庁舎建設工事 入札 

2020年 ・「NISEKO生活・モデル地区構築事業」基本設計策定 

・株式会社ニセコまち設立（ニセコ町、地域事業者、クラブヴォーバンの出

資） 

2021年 ・ニセコ町役場新庁舎竣工・供用開始 

2022年 ・「ニセコ生活・モデル地区（SDGs街区）」の名称公募（「ニセコミライ」に決

定） 

・「ニセコミライ」第一工区 A棟の分譲販売開始 

2023年 ・「ニセコミライ」第一工区分譲 A 棟の建築工事開始 

 

エ） 庁内、議会調整 

・議会においては、省エネ住宅を建てるのであれば既存の土地開発公社が対応すれば最

も安く済むという議論もあったが、高気密・高断熱に特化した建物を建てるためには

民間の知見が求められ、公民で連携する必要があることを説明し、庁内・議会の理解

を得た。 

 

オ） 事業の成果 

・現在、街区は建設中であり、モニタリングや成果の確認段階にはない。ただし、高気

密・高断熱に関しては庁舎建て替えに際して先行的に取り組んでおり、断熱の効果を

実感するとともに、成果を定量的に把握している（高気密・高断熱の新庁舎は、旧庁

舎と比較した１㎡当たりの熱エネルギーに係る CO2排出量が約５分の１となってお

り、新庁舎における削減量 74t-CO2は町の総排出量 40,000t-CO2（2020 年）の

0.185％にあたる）。 

 

カ） 課題と対応策 

a） 住宅整備費用の高騰について 

・街区は第１～４工区に分かれており、第１工区では１棟８戸の分譲住宅を整備した

が、１戸あたりの価格が 5,800万円と高額となっている。無事に完売はしているもの

の、ニセコ町の住宅販売の相場から大きく外れ、町民が購入しやすい価格ではない点

が課題となっている。ニセコ町が住宅に補助金を出せれば安価にすることもできる

が、あくまで民間事業として実施しているため補助は実施していない。㈱ニセコまち

は、分譲住宅の売上代金を次の工区の整備費用に回し、町民が入居できる住宅を作る

予定であるが、公営住宅よりは高いがニセコ町の一般賃貸よりは安価な価格帯の賃貸

住宅とする予定である。公民ともに、こうした取組みによって、町民からも評価され

ることを期待している。 
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b） 町内の合意形成について 

・本事業は町外の人材、知見を活用する事業であるため、町内の理解を得ることが特に

必要となるが、ニセコの一大観光施設である牧場を作り上げ、住民からの信頼も厚い

牧場の代表の参画が町内の合意形成に貢献している。 

 

キ） 今後の拡充・横展開の予定 

a） 自治体における地域内の拡充・横展開の予定 

・本事業は街区の整備を進めているフェーズであるため、拡大・横展開を検討する段階

ではないが、ニセコ町は、公民連携によるまちづくりの観点では、次のような事業展

開を考えている。 

・これまでは過疎地域指定により過疎債を活用しながら町の運営をしてきたが、近年の

人口増加により過疎ではなくなる可能性があるため、アウトソーシングできるものは

民間事業者に積極的にアウトソーシングして、事業者にまちづくりの一端を担ってい

ただきながら、ニセコ町で儲けてもらうことが大事であると考えている。そうした行

政のスリム化に向けた一端が本事業であった。また、このように地域内で所得を稼ぐ

ことを促し地域経済循環を構築する取組みの一環として、ニセコ町では新たに森林管

理の会社を設立している。 

 

b） 事業者における拡充・横展開の予定 

・本事業は街区の整備を進めているフェーズであるため、拡大・横展開を検討する段階

ではないが、次のような効果が期待される。 

・㈱ニセコまちには地域の事業者が参画し、街区での建設を担っているため、高気密・

高断熱住宅の整備ノウハウを身に付けることで、他施設における横展開が期待される

（地元に二つしかない工務店と土木事業者が出資団体になっており、町内の事業者に

ノウハウが蓄積されているため、他事業におけるノウハウの発揮が期待される）。 

 

ク） 他自治体へのアドバイス 

・ニセコ町の特徴は、まず大きな目標を宣言し、それに向かって取り組むところであ

る。ニセコ町では 12年ごと町総合計画を策定するが、12年前に作った目標は環境創

造都市の実現であった。さらにその 12年前（現在から 24年前）には、小さな世界都

市ニセコを掲げ、小さいながらも世界に誇れる暮らしやすさを実感できる“環境のま

ち”を目指した。目標を設定した時点では達成の方法や目途は何も見えていなかった

が、宣言からの 12年間で少しずつ実現に近づいてきた。環境創造都市実現について

も少しずつ近づいており、より良い地域を作っていくためには、まずは大きな目標を

持ち、実現施策の検討方法を丁寧に検討していくことが重要である。 
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（３） 事例３ 

１） 事業概要 

事業名 エネルギーマネジメント連動型 EVシェアリング事業 

実施地 神奈川県小田原市 

脱炭素手法 EV 導入 等 

公民連携手法 事業連携協定 

事業概要 

本事業では、カーシェアリングによる EV 導入とともに、EV の蓄電

池としての側面に着目した地域エネルギーマネジメントが行われて

おり、2020 年６月から EV シェアリング事業「eemo」の運用が始まっ

ている。EVの導入にあたっては、環境省の「脱炭素イノベーションに

よる地域循環共生圏構築事業のうち脱炭素型地域交通モデル構築事

業」補助金を活用している。 

充電率の予測や EV シェアリングの需要予測を組み合わせた、EV シ

ェアリングとエネルギーマネジメントが両立されており、地域新電力

11である湘南電力㈱から供給される再エネ電力・地産電力の効率的な

活用が行われている。また、小田原市役所にも EVステーションが設置

され、EV公用車として活用されている。 

環境省の脱炭素型地域交通モデル構築事業に採択に向けたプロポ

ーザルを経て連携協定が締結されているが、基本的には民間事業とし

て構築された。 

また、小田原市の脱炭素先行地域計画では、「EV 宿場町」として観

光客向けの EV 関連整備を行うことが示されており、当該カーシェア

リング事業のさらなる活用も期待される。 

関係者 

公共 神奈川県小田原市 

民間 

・EV 導入・カーシェアリング、エネルギーマネジメント等：㈱REXEV

（代表事業者） 

・カーシェアリング事業への電力供給等：湘南電力㈱（共同事業者） 

事業者の 

業務範囲 

㈱REXEV 

・EVの導入及びカーシェアリングの実施 

・EVを活用した地域エネルギーマネジメントの実施 

・地産再エネの積極的な活用 

・事業成果の発信に協力 

 

 
11 「地方自治体の選択的な参画・関与の下で小売電気事業を営み、得られる収益等を利用して知己の課題

解決に取り組む事業者」のこと（出典：「地域新電力事例集」（環境省、R3.3）） 



  

34 

湘南電力㈱ 

・EVシェアリング事業への再生可能エネルギー電力メニュー提供 

・地産再エネの積極的な調達 

・事業成果の発信に協力 

事業規模 
小田原市：費用負担なし 

㈱REXEV：非公表 

補助事業 

・環境省「令和２年度脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構

築事業のうち脱炭素型地域交通モデル構築事業（設備等導入）」 

・環境省「令和４年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金のうち重点

対策加速化事業」 

計画における 

位置付け等 

総合計画における位置付け 

第６次小田原市総合計画 

・「重点施策６環境・エネルギー」の具体のアクション（「地域の再生

可能エネルギー等の有効利用 ●電気自動車、産業用蓄電池等を活用

したエネルギーマネジメントの促進」） 

・「施策 19 脱炭素」「詳細施策１ 温暖化対策の推進」における目標値

（電気自動車普及台数：基準値（R２年度）291 台→目標値（R６年

度）1,000台） 

・「施策 19 脱炭素」「詳細施策２ 再生可能エネルギー導入量」におけ

る主な取組み（公用車の電動化に向けた検討・導入、電気自動車を

活用したエネルギーマネジメント） 

 

脱炭素関連計画における位置付け 

小田原市気候変動対策推進計画 

・「施策１ 再生可能エネルギーの導入促進」の取組方針 

（公民連携による脱炭素型ビジネスの創出・促進、全体最適エネル

ギーマネジメントによる好循環創出） 

・「施策２ 省エネルギー等の環境配慮行動の促進」の目標 

（乗用車の 10％を電気自動車に代替） 

 

その他の計画における位置付け 

小田原市デジタル田園都市構想総合戦略 

・「基本目標４活力にあふれ、住み続けたくなるまちをつくる」の「2050 

年の脱炭素社会の実現」の具体的な施策（ＥＶや産業用蓄電池を活

用した地域エネルギーマネジメント事業の実施、地域マイクログリ

ッドを通じた先進技術の実装、公民連携による脱炭素イノベーショ

ンの創出等、エネルギーの地域自給の推進。環境に配慮した公共施

設の整備推進やＥＶ公用車の検討・導入。） 

脱炭素目標 

小田原市気候変動対策推進計画 

・2030年までに 2013年比 50％削減する（排出量：993,000t-CO2） 

・2050年までに実質ゼロを実現 

本事業の目標 

・2019年度～2021年度までの３年間で県西エリアに EV100台導入 

全排出量に占め

る削減比率 

・本事業の削減量：約 27t-CO2（総排出量の 0.002％）※2021年実績、

小田原市における EVシェアリング事業「eemo」全体の削減量 
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・小田原市総排出量：1,562 千 t-CO2（2020年度） 

脱炭素目標達成

に向けた主な取

組み 

・小田原市エネルギーの地域自給の促進に係るモデル事業(2017.7 協

定締結) 

・小田原市地域マイクログリッド構築事業(2021.4協定締結) 

・重点対策加速化事業（2022.5選定） 

・脱炭素先行地域づくり事業（2022.11選定）(「EV宿場町コンソーシ

アム」2023.8設立) 

２） 関係者情報 

ア） 自治体 

自治体名 神奈川県小田原市 

人口 188,856 人（令和２年国勢調査） 

面積 113.60 ㎢（令和５年全国都道府県市区町村別面積調） 

 

イ） 主な民間事業者 

名称 ㈱REXEV 

本社所在地 東京都千代田区神田淡路町 1-9-5 

資本金 100 百万円（令和４年 12月 31日現在） 

従業員数 21名（令和４年５月現在） 

事業内容 ・e-モビリティに特化したカーシェアリング事業及び e-モビリティシェ
アリング事業に必要となるシステム等の開発及び提供 

・エネルギーマネジメント事業、エネルギーリソースアグリゲーション事業 

 

名称 湘南電力㈱ 

本社所在地 神奈川県小田原市扇町１丁目 30 番 13号 

資本金 60百万円 

従業員数 ７名 

事業内容 ・電力の購入、販売に関するコンサルティング業務 
・電気事業法に基づく電力小売事業 

 

ウ） 主な事業関連施設・設備 

名称 EV 

所有者 ㈱REXEV 

規模等 47台(2021年６月現在) 
※2023 年 EV公用車（日産 SAKURA）５台導入 

整備費 ※非公表 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

『脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち脱炭素型
地域交通モデル構築事業』 
※EV公用車は『令和４年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金のうち、重
点対策加速化事業』（１台あたり 100万円が上限）を活用 

出典：㈱REXEV「eemo の歩み」 

 

名称 EVステーション 

所有者 ㈱REXEV 
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規模等 ・小田原エリア 24ヶ所（2023年８月時点、eemo HPより確認）※含む松
田町 
・充放電器仕様：Nichicon EVパワーステーション、809×855×337mm、出
力電力６kW未満 
・普通充電器仕様：Panasonic ELSHEEV hekia S mode ３ 機器連携タイプ 
132×350×115 充電出力６kW 

整備費 ※非公表 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

EV同様、『脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち脱
炭素型地域交通モデル構築事業』 

出典：eemo HP、小田原市「EV を活用した地域エネルギーマネジメントモデル事業中間レポート」 

３） 事例調査結果 

ア） 事業内容 

a） 小田原市の脱炭素に向けた取組み 

・小田原市では、2014年に「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条

例」を制定し、地域主体での再生可能エネルギーの利用促進を指向してきた。 

・「第６次小田原市総合計画」では、「環境・エネルギー」が重点施策の一つとして位置

付けられている。「第３次小田原市環境基本計画」では、施策の一つとして「脱炭

素」が掲げており、外出時の移動手段としての EVのカーシェアリングの普及も 2030

年の目指す姿に示されている。 

・「小田原市気候変動対策推進計画」においては、「市域における脱炭素化施策【緩和

策】」の「施策２ 省エネルギー等の環境配慮行動の促進」の取組内容の一つとして

「電気自動車やカーシェアリングの普及」が、「市役所における脱炭素化施策【緩和

策】」として「施策３ 公用車の電動化」が示されている。 

 

小田原市気候変動対策推進計画における施策体系 

（※）枠で囲った取組みが今回の調査対象事業 

 
出典：小田原市気候変動対策推進計画 概要版 
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b） 本事業の内容 

 

出典：環境省「小田原・県西エリアにおける脱炭素型地域交通モデル構築を通じた地域循環共生圏構築事業」

を基に作成 

 

・㈱REXEVは、2020年度から EVシェアリング事業『eemo』の運用を小田原市を中心に

スタートさせている。この事業は、EVを交通手段としてシェアリングするだけでな

く、動く蓄電池としての側面に着目して「EV を活用した地域エネルギーマネジメント

事業」を小田原市との公民連携で実施している。市役所にも市民がカーシェアリング

サービスとして使用できる EV２台（日産 LEAF）を導入し、平日の日中は市職員優先

枠、平日の夜間及び休日は市民優先枠で使用するものとした。単にカーシェアリング

を行うだけではなく、EVを蓄電池として市役所のエネルギーマネジメント（オフピー

ク充電、ピークカット、再生可能エネルギー優先充電）に活用することや地域の再生

可能エネルギーの普及促進の目的もあった。 

・EVはフル充電で 40 キロワットの蓄電池としての機能を持つ。１軒の家が普通に電力

を使用すると１日で約 10キロワットの使用量となるため約４日分の電力に相当す

る。 

・2023年３月末に公用車として EV日産 SAKURA５台を新たに導入し、同年５月から EV

シェアリングへの活用を開始した。この５台は、先に導入した２台の LEAFとは異な

り、公有財産への有効活用の手段としてシェアリングに活用している。現在は、市に

設置してある７台の EVシェアリングのうち５台が公用車、２台は駐車場貸しという

状態である（なお、シェアリングに提供していない市所有の EVを別に６台保有して

いる）。2020年度の LEAF運用開始から３年が経ち、国が脱炭素関連の補助金を創設す

公用車のEVへの転換・カーシェア活用
※庁舎の駐車場に設置。平日夜間、土日は一般利用に開放
※５台は下記39台に含む。公用車50台の10％に当たる

事業の評価・サポート

連絡会議の
設立・サポート

事業推進連絡会
（周辺自治体や地元金融機関等で組成）

小田原市

カーシェアリングユーザー

湘南電力㈱

クラウド型システム

エネルギー
マネジメント
システム

EVカーシェアリング
システム

・予約
・開錠／施錠
・決済

充電量等把握、充電制御

小田原市内

・設備の導入・管理
・EVバッテリーの
充放電遠隔制御

EV 39台

充電器数 39台
（うち、放電可能なものは12台）

㈱REXEV 協力企業（場所提供）
※小田原市、ヒルトン小田原、鈴廣かまぼこの

里など24ヶ所※2023年8月時点

充電量・位置情報等把握、開錠/施錠指示

電力供給

電気小売事業者

再エネメニューあり

・設備の導入・管理
・EVバッテリーの
充放電遠隔制御

・５台分の利用料金
・PR等による事業支援



  

38 

るなど、脱炭素・再生可能エネルギー事業の機運の高まりを捉え、EV 及び EVシェア

リングの更なる普及促進・拡大のため、市の公用車（SAKURA）をカーシェアサービス

に活用している。 

・㈱REXEVはリース会社から EV（LEAF、SAKURA）をリースで調達し、それを EVシェア

リングの予約管理システムとともに市に提供している。市は、車両のリース料とシス

テム使用料を㈱REXEV に支払っている。EVシェアリング事業については、市と㈱

REXEVで収益を分け合っている。 

・EVステーションの設置については、①充電設備を一時的なものとして捉え、レンタカ

ー事業者で用意し、終わったら撤去するというパターンと、②実際に自治体がアセッ

トとして持ち、期間中はこれを事業者に貸してカーシェアを行い、期間終了後は充電

器として使うパターンの両方があり得る。小田原市役所の EVステーションは①のパ

ターンで設置されており、㈱REXEVが充電器を含めて資産として保有している。な

お、土地は小田原市から、行政財産使用許可を得て借りている。 

・㈱REXEVはリース会社から車両を調達している。購入選択権付きリースとして設定す

れば、例えば５年たってやめたいというときに、当初設定残価分をリース会社に支払

って買い取ることが可能となる。 

・SAKURA５台と LEAF２台について、利用者が使用する際は、㈱REXEVのアプリを通じ

て、貸し出し手続きを行う。具体的には、スマートフォンアプリケーションの

『eemo』をダウンロードし、会員登録を行う。これは一般の利用者も利用でき、職員

も SAKURAや LEAF を利用する際は『eemo』から予約している。 

・SAKURA５台は、市が公用車として㈱REXEVからリースしている車両をカーシェアリン

グサービスに提供するものであり、公用車を使用していない時間を有効活用してい

る。 

・SAKURAについて、一般の利用者が使用できる時間帯は決まっている。平日の朝８時か

ら夕方６時までの間は公用専用の時間帯なので、一般利用者は使えない時間になって

いる。従って、一般利用者が使うことができるのは、平日の夜間の時間帯と土日祝と

なる。 

・カーシェアリングサービスは、駅から徒歩 10分から 15分のエリアで比較的利用が多

くなっている。また、駅から近く、周辺に不動産屋（内見にあたっての利用が見込ま

れる）などがあるエリアも、需要がある。 

・公用車のカーシェアリング事業は、平日の日中の需要が埋まり、固定収入が得られる

ので事業者からするとメリットがある事業である。カーシェアリングのユーザーは基

本的に車を持っていない人であり、車を持っていないということは、平日の通勤では

なく土日に利用することが多いので、市役所のステーションは平日夜間も一定の利用

がある。 

・市職員が利用する場合は、アプリケーションをダウンロードし、登録手続きをしたと

きに、名前と Eメールアドレスを資産経営課に報告する。資産経営課から、㈱REXEV
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から提供される管理システムを通じて小田原市職員としての会員登録可能な URLを報

告された Eメールアドレスに送り、そのアドレスに記載された URLより会員登録を行

うことで市職員が平日昼間に使用できるようになり、市職員の公用利用が管理されて

いる。 

・LEAF、SAKURAともに充電にかかる電気代は㈱REXEVが負担している。 

・EVシェアリング事業において 100%再エネの電力を使用しているわけではない。充電

器を設置した場所の電力契約に依拠しており、小田原市は、東京電力エナジーパート

ナーと電力の小売契約をしているため湘南電力㈱の電気を使用していない。㈱REXEV

が新しく電線を引き込む事業など、当社で電力契約のハンドリングができる場合は、

湘南電力㈱と再エネの契約をするようにしている。そうした仕組みのもと、㈱REXEV

の再エネ利用率は現在 65％～70％程度である。 

・湘南電力㈱と契約しており、かつ定額の eemoのメニューを使っている顧客には電気

料金を定額割引するサービスを導入している（カップリングサービスの提供）。本サ

ービスの意図としては、湘南電力㈱を使っている顧客に eemoを使ってほしいという

ところから始まっている。ただし、このサービスの利用は現状少ない。背景として

は、昨今の市場価格高騰の影響もあり、小売りとしての契約数の増加をいったん抑え

た時期とサービス開始時期が重なってしまったことによる。 

・充放電のシステムについて、需要場所や地域内の需給管理のための充電・放電のコン

トロールは㈱REXEVが行っている。厳密に言うと、様々なケースがあり、現在、電気

を使っている場所（事業場所単位）の電気料金が上がらないようにピーク時間を抑え

ることなどは、システムが自動で行っている。一方で、例えばエリア全体での需給状

況を見たコントロールは、最終的には系統運用者が行うので、小田原エリアでは東京

電力パワーグリッドが行う。従って、東京電力パワーグリッドが指示を出し、システ

ムが指示を受け自動で制御するという流れになる。どの単位で需給調整をするかにつ

いては、建物単位では㈱REXEVがシステムで対応しているが、系統運用単位（電力管

内単位）では東京電力が対応している。 

 

  



  

40 

カーシェアリング駐車場 

（左：小田原市役所駐車場、右：民間事業者駐車場） 

 

出典：ヒアリング時撮影 

 

イ） 各主体の役割 

a） 公民連携の経緯、概要 

・小田原市が EVの動く蓄電池としての側面に着目したタイミングと、㈱REXEVが民間と

して新しくスタートアップで EVシェアリング事業を開始するタイミング、そして国

の補助金のタイミングが重なったため、本事業がスタートした。 

・市と㈱REXEVとの意見交換や情報交換のときに、エネルギーマネジメント連動型カー

シェアリング事業は面白いのではないかという話があったが、市として随意契約の形

は取らず『令和２年度脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業』のう

ち、脱炭素型地域交通モデル構築事業に採択されるためプロポーザルでの公募とし

た。 

・公募においては、地域企業を優遇していない。㈱REXEV以外の事業者の提案も出てく

れば、当然、同じように審査した。 

・公募においては、EVシェアリングを一緒にやりましょうという形ではなく、国の脱炭

素イノベーションに一緒に応募してくれる者ということで広めに募集した。基本的に

は、どのような提案でも受け付ける募集であった。 

・本事業における公民連携の手法は３社（小田原市、㈱REXEV、湘南電力㈱）の連携協

定がベースとなっている。公民連携の協定なので、契約の仕様書のようなイメージで

はなく役割分担と秘密保持契約が主となっている。役割分担については、大きく整理

しているが、基本的には、そのときに応じて調整していく形である。 
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b） 公民連携のポイント（公共側の視点） 

・本事業における市の役割としては、イベントにおける PRや地域のステークホルダー

との調整となっている。基本的には民間事業であるが、地域の脱炭素化や再生可能エ

ネルギーの利用促進の面で自治体としてできる支援を行っている。 

・本事業は、遠隔で EVの位置情報や蓄電池の残量等を確認できるシステムを利用して

おり、地域のレジリエンス向上への貢献として、災害時には動く蓄電池として避難所

に電気を届けることが可能である。なお、2022年６月には、火力発電所がメンテナン

スにより休止し、電力需給がひっ迫したため節電要請が出た際に、小田原市と㈱

REXEVが連携し、EVから一斉放電を行い、EV の蓄電池としての価値を宣伝した。電力

需給がトピックスになっているタイミングで、民間として EVの価値を打ち出したい

ときに、自治体が連携することで、PR効果を高める狙いがあった。 

・LEAFの設置について、行政財産使用許可（使用許可の相手は㈱REXEV）の手続きはし

ているが、蓄電池として建物のピークカット等のエネルギーマネジメントに使用する

市側のメリットがあるため、使用料は徴収していない。 

・市は PR等を行うが資金面等で支援は行っておらず、あくまで民間事業なので、どこ

に設置すれば事業性が高いかは事業者が判断しているが、地域のステークホルダーを

集めた連絡会議を行う等、設置検討者との引き合わせや調整に協力している。 

 

c） 公民連携のポイント（民間事業者：㈱REXEVの視点） 

・本事業に関わることで、信用力が得られることは非常に大きい。広報誌で PRしても

らうと、信用力が高まる。㈱REXEVはスタートアップ企業であるため、小田原市と一

緒に事業を行っていることは、カーシェアリングを利用する人の心理障壁を下げる効

果がある。 

・㈱REXEVのサービスを導入することで、他のレンタカー事業者からクレーム（特定の

事業者を優遇しているのではないかというクレーム）が来ていると思う。小田原市に

よるそうしたクレームへの対処は、大変有り難かった。また、広報誌に出すとなる

と、なぜ彼らだけひいきするのかという話が出る。そのときに、「このような政策効

果があるから実施しているのであり、㈱REXEV をひいきしているわけではない」とき

ちんと伝えてもらっている。 

 

ウ） 事業背景・経緯 

・震災の影響が地域経済に及んだことをきっかけに、市内の事業者間では、地産の電源

の必要性に対する危機感を持ち、再エネの取組みを段階的に進めてきた経緯がある。

市でも、電気を単に外に売るのではなく、地域のまちづくりに資する形で使用すると

いう理念を条例化し、現在も、その条例は継続している。また、小田原市の再エネの

ポテンシャルは、ほぼ太陽光発電に限られているので、それを余すことなく最大限に
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活用するため、蓄電池を用いて時間や季節などの偏在性を緩和することも重要とな

る。 

・その中で、市では、最初は太陽光発電に着手した。その次に、電力の自由化に伴い地

域の事業者が既存の新電力から資本譲渡を受けるかたちで地域新電力（湘南電力㈱）

を設立し、自治体資本ではなく事業毎に連携を進めてきた。また、蓄電池の活用にあ

たっては、定置式蓄電池ではコスト回収が大変なこともあり、シェアリングすること

で投資回収を進めやすいという観点で、定置式蓄電池ではなく、動かすことができ、

違う場所で使うことができる EVを動く蓄電池として、地域のエネルギーマネジメン

トに使えないかということでスタートした。当時は、EVシフトの潮流があったが、導

入コストも高かったため、シェアサービスとエネルギーマネジメントの二つの側面で

事業をスタートさせた。 

・㈱REXEVや湘南電力㈱等の民間企業と意見交換や情報交換をしている中で、エネルギ

ーマネジメント連動型カーシェアリング事業が発案された。 

・SAKURAについては、市が所有している施設や設備で活用できるものは活用していく方

針に切り替わったこともあり、カーシェアリング活用を開始した。 

・㈱REXEVは、EVシェアリング事業をする前提でつくられた企業である。事業を始める

にはまずフィールドが必要となるが、事業のポテンシャルや交通の利便性、ビジネス

をするまでの人間関係、自治体の政策の方向性などが小田原市と合致していると考

え、小田原市と一緒に事業に応募した。 

主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2014年 ・「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」制定 

2019年 ・環境省「脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち脱炭

素型地域交通モデル構築事業」採択（2019年度～2021年度） 

・小田原市、㈱REXEV、湘南電力㈱ 事業協定締結 

2020年 ・EVシェアリングサービス「eemo」の小田原市公共施設での導入開始（日産

LEAF２台） 

2022年 ・環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業・脱炭

素先行地域づくり事業）」採択 

2023年 ・日産 SAKURAを公用車として５台導入し、「eemo」に提供 

・脱炭素先行地域づくり事業に含まれる「EV宿場町」のコンソーシアムを設

立 
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エ） 庁内、議会調整 

a） 庁内調整 

・LEAF導入にあたっては、国の補助金の活用要件に自治体との連携があったが、民間事

業者の事業であるために市の費用負担はなく、事業費予算の確保やそれに伴う議会対

応が省けた。 

・SAKURA導入にあたっては、既に LEAFで取組みをしていたので、基本的には使い方は

変わらない。市としても、脱炭素の取組みをいろいろな計画の中で取りあげており、

公用車を順次 EVに切り替えていく中で、『令和４年度地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金』のうち、重点対策加速化事業の補助金でも、単純な EV導入よりもカーシェア

リングサービスのほうが補助金を多くもらえるという事情もあった。 

・総務系の部署は、マルかバツかはっきりさせなければいけないので、その調整が大変

であった。新しい取組みは、マルかバツかというよりも意義があるかどうかを考える

ので、基本的には EV化しなければいけない中で補助金があり、資産を有効活用して

いきたいという思いの中で本事業に取り組んだ。 

 

b） 議会調整 

・LEAFは民間主体だが、SAKURAは市の財産として導入するので、議会の承認を得て予

算を活用している。議会の中でもいくつか質問が出ていたが、懐疑的な意見は出なか

った。 

・議会で質問等があったのは事業性に関するものであった。他には、市の職員が忘れも

のをしたまま一般利用があった場合はどうするのかという質問もあった。市の職員が

使用する際に、個人情報を扱うものを持ち込むことがあるが、それは電車を利用する

場合も同じことである。 

・市としては EV化しなければいけないタイミングであり、EV化は必要経費であるとい

う説明をした。基本的には、公用車を使用していない時間を有効活用するという、ポ

ジティブな話を説明した。 

・具体的に CO2削減効果を計算したが、それを議会で説明する機会はなかった。 

 

オ） 事業の成果 

a） 脱炭素に関するモニタリング方法 

・市として利用率を伸ばしていきたいが、KPI でこれぐらい伸ばしたいといったものを

設定しているわけではない。ただ、脱炭素の普及啓発という政策目的でもあるので、

例えばイベント時には、後援やパネルディスカッションの登壇といった形で市として

一緒に取り組む意義を発信している。また、市が事務局を務め、民間企業も参加して

いる協議会があるので、協議会主催の小田原ゼロカーボンフェアのような形で、広く

脱炭素に取り組むためのイベントを継続して行っている。 
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・公用車が使われていないタイミングを有効活用する形なので、一般利用がどれぐらい

なければいけないということではない。 

 

b） 脱炭素に関する成果 

・市の方でも、予約管理システムで走行距離等が把握でき、管理者アカウントからデー

タが出力できるようになっている。走行距離に対して CO2排出量を計算できるシステ

ムである。CO2排出量の効果は、年に１回把握している。 

・EVシェアリング事業における脱炭素の効果は 0.4t-CO2（公用車５台分、2023年５月

（開始）～９月の実績）である。なお、小田原市における㈱REXEVの EVシェアリング

事業「eemo」全体の削減量は、約 27t-CO2（2021年実績）となっている。 

・市役所は多くの電気を使っているので、蓄電池としてのピークカットの効果、節電効

果について、EV数台を放電したところで、施設の電気料金にそれほどインパクトは出

ない。 

・EVシェアリングの利用率を伸ばすことが、市の脱炭素につながる。一回使用すると利

便性や快適性を感じてもらうことが多く、リピート率は高い。既にガソリン車を持っ

ているけれども EVに乗ってみたい、普段は通勤に使用されているので、家に残って

いる人が買い物に行きたいときに、セカンドカー的な扱いでカーシェアリングを利用

することもある。また、原付バイクに乗っている人が、原付バイクを駐車して EVを

利用することもある。 

・EVシェアリングは、ガソリンを満タンに入れて返さなくてもよい点も便利である。良

い点もたくさんあり、ファンが一定数いる。特に、コアなファンは選んで eemoを使

っている。 

 

c） 脱炭素以外の成果 

・財政面については、市の資産の有効活用という側面はあるが、カーシェアリングで投

資回収を進めるという考えは持っていない。本事業の主たる目的は脱炭素の促進、EV

の普及啓発である。 

・EVは、電力量も多くなく、利用に伴い移動するため、災害対策が主目的の防災電源と

して活用するのはハードルが高い。ただし、脱炭素化を主目的とした EV転換の副次

的な災害活用は可能という位置付けであり、追加投資なく使える非常電源としては有

用である。市役所に設置してある７台（SAKURAと LEAF）に関しては、何か災害があ

れば優先的に避難所に持って行くという約束をしている。 

・市役所に設置している７台に限らず、全体の EVの充電残量と位置情報について、㈱

REXEVがデータとして取得できるものに関しては市に渡し、災害時にどれを借りるか

市に選んでもらうという約束をしている。防災協定にしてしまうともっと厳密性を高

めなければならないとのことで、市に、こうした整理（約束）にしてもらったという

背景がある。 
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・市庁舎などは EV以外に非常電源もあり、蓄電池もある。従って、どちらかというと

投資しにくい遠隔地などで使うことを想定している。 

・本当に何かが起きたときに市だけでは対応しきれないので、実際に困っている所に EV

を持っていけるということは、使い勝手が良い。市も、単なる脱炭素だけではなく、

防災面でもメリットがある。 

 

カ） 課題と対応策 

a） 事業性について（カーシェアリング事業） 

・現在市役所には 50 台の公用車があり、50台全てをカーシェアリングするかという

と、事業性が落ちるので市、㈱REXEVともにそれは難しいと考えている。ユーザーが

限られているので、需要に対して必要な供給量は 50台分のカーシェアリングではな

い。現状の７台ぐらいが適切な規模と思われる。・カーシェアリングサービスはガソ

リン車では確立しているサービスであるため、カーシェアリングに適した場所は既に

大手企業などが事業を実施している。そのため、新しく事業を開始しようとすると、

場所探しが大変になる。単純なカーシェアリングにするのではなく、EVにすることで

エネルギーマネジメントや脱炭素の付加価値を付けていくことが重要である。 

・㈱REXEVの小田原市におけるカーシェアリング事業の売上は、他地域と比べると良い

方である。もっと人口が少ない地域では何か仕掛けがなければ厳しいので、例えば、

平日の日中は市役所に EVを置いておくけれども、土日は駅前に移動させるなど試行

錯誤中である。 

・㈱REXEVとしては、単純にカーシェアリングをして儲かる自治体は殆どないのではな

いかと考えている。首都圏、大阪、名古屋等の人口集積地だから成り立つビジネスモ

デルである。小田原市は 18万人程度の市だが、もう少し小さい地域で事業を行うの

であれば、駅前に市庁舎があるわけでもないと思うので、駅前のレンタカー屋や観光

協会と協力するなどして、扱い方を変える必要がある。逆に、そうすることで投資効

果を上げることは可能である。 

 

b） カーシェアリング事業の利用向上について 

・EVは電源があるので、PCを持ち込んで作業やオンライン会議もでき、事務所の代わ

りになる。そのような使い方の宣伝も必要かもしれない。 

・最初の入り口で、スマートフォンで管理することへの抵抗感はどうしてもある。そこ

をクリアすれば、利用は広がるのではないか。 

 

c） カーシェアリング事業に対する自治体への要望 

・できれば交通結節点となるような場所の市有施設があれば、それを貸してほしい。市

役所はそうした場所に立地していないことが多いが、駅前など利便性の高い土地を貸

してくれると、非常に良い。 
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・本事業に対する PR にも少し力を入れてほしい。行政としての取組みなので、一企業

に偏重した PRはできないという考えがあるのは理解できるが、もう少し理解が広が

ればと思う。まずは知ってもらい、裾野が広がらなければ利用は広がらない。 

・行政ができることといえば、自ら需要家になって信用度を上げることや、PRである。

もっと多くの市の職員が EVに乗る必要があるのではないか。環境部局等の一部の人

しか利用していないのではないか。市の職員も何百人もいるので、皆がユーザーにな

れば、EV普及のインパクトも大きい。 

 

d） 事業性について（エネルギーマネジメント事業） 

・現在、㈱REXEVでは、エネルギーマネジメント関連は収益化できていない。スキーム

とシステム自体は、エネルギーマネジメントができるように構築したが、現在同じ時

間を自動車として使うことと蓄電池として使うことを比較した際に現在は蓄電池とし

ての調整によって得られる売上が非常に少ない。この原因は、市場が未整備であるこ

とが大きい。電池の管理として得る収益は、まだ実証実験レベルである。電力の調整

能力としての需要は高まるはずなので、今後の市場整備とともにビジネスになるはず

だと思っているが、まだ時間がかかると思われる。 

・調整力の役割とカーシェアリングは相反する場合がある。カーシェアリングの利用が

増加すれば、EVが拠点から一時的になくなり、蓄電量も下がる。仮に、放電したい時

間にユーザーが自動車を利用し、ステーションから車両が移動したら、調整力として

は機能しない。従って、カーシェアリングとしての利用率向上と、調整力のあるべき

姿としては、離れてしまう場合がある。この対応としては、規模（車両台数）で解決

し、一定の歩留まりを見込んで利用するしかない。湘南電力㈱はカーシェアリングで

EV を３台置いているが、自由放電ができるステーションは１カ所だけで、残りの２カ

所は充電だけである。そのため、どうしても放電したいときは車を入れ替える必要が

ある。 

・㈱REXEVとしては、これから事業の提案を行うのであれば、充電設備は自治体が保有

したほうが良いのではないかと考えている。契約期間が終了しても充電設備は使用で

きるためである。なお、充電設備はメンテナンスに負荷がかかるものでもない。 

 

e） 再エネメニューの利用向上について 

・自宅で再エネメニューを使っているからといって、メリットが多いわけではない。㈱

湘南電力では、自宅の電気は CO2排出係数がゼロだということを伝えるが、顧客にと

って電気料金も割高になるなどデメリットになる点もある。これはカーシェアリング

も同じで、ほぼ同じ立地に、料金体系もほとんど同じ場合に、eemoだったらガソリン

を使わず EVなので環境的だからといってそちらを選ぶユーザーは少ない。選ばれる

要素になりにくいということが、再エネのポイントでもある。社会的に認められる要

素や経済的なメリットを顧客に提供できれば、選ばれるのではないか。 
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・湘南電力㈱では、EVを購入するときに自宅の電気で再エネのメニューを使っていれ

ば、国から 80万円の補助金をもらえるという施策が２年前くらいにあった際に契約

件数が一気に増えた。 

 

キ） 今後の拡充・横展開の予定 

a） 自治体における地域内の拡充・横展開の予定 

・市では、保有する公用車のリース契約終了のタイミングに合わせて、EVを導入。た

だ、需要面等の問題もあるので、カーシェアリングにする必要はないと考えている。 

・市民に使ってもらうことで、EVの利便性を知ってもらうことができる。その結果、EV

に乗り換える行動変容が起きれば良いと考えている。 

・EVの利用見込みについては、設置する場所など、さまざまな要因がある。自治体は事

業性の計算はできないので、単独でカーシェアリングを行うことはできないが、民間

事業者であれば、どこかのタイミングで見切りを付けるなど、その点はシビアなた

め、継続性と展開性の面からも、自治体より民間のほうが適している。また、自治体

で行うと、その自治体だけでしかできないが、民間サービスであれば、横展開もしや

すい。 

・これまで市は、地域の再エネをまちづくりのために活用してきた。このスタンスはこ

れから先も変わらない。脱炭素社会実現のための舞台として、小田原市は東京電力と

共同申請し、脱炭素先行地域に選定された。脱炭素先行地域のエリアだけでは効果が

限定的なので、もっと広いエリアで考えているところではあるが、まずは対象となっ

た地域を活用し、一定のエリアで脱炭素社会実現へのステップを重ねていく方針。 

 

b） 事業者における拡充・横展開の予定 

・㈱REXEVによる事業展開の方法は二つある。一つは、eemoというブランドとシステムだ

けを貸して各地で運用してもらうというモデルであり、これは現在 28台ほど運用され

ている。埼玉県入間市で、eemoを使って地元事業者（入間ガス）が、小田原市と近いこ

とをしているという事例がある。二つ目は、ブランドは貸さずにシステムのプラットフ

ォームだけを貸して、先方でブランドを新しく作るというホワイトラベルのような取

組みを、現在 32台ほどで実施している。石川県の加賀市で、地元の事業者（加賀市総

合サービス）がカーシェアリング事業者となり、小田原市と同様に加賀市が平日に使い、

土日は開放するという取組みをしている事例がある。当社がレンタカー事業の免許を

使って行うものは東京と神奈川で展開しているが、ブランドを貸したり、システムだけ

を貸すモデルは全国に展開している。 

 

ク） 自治体から他自治体へのアドバイス 

・脱炭素は、自治体単独では成し得ず、民間と協力しなければならない。また一つの自

治体が単独で成し得ても意味がない。そういう意味では、公民連携・公民共創してい
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くものなので、広くたくさんのプレーヤーが必要だと認識している。これまでのマル

かバツかという仕事の仕方というよりは、どのような意義があるかということが大事

になってくる。 

・単純に企業体力を考えても、地元だけではやり切ることはできない。当然、地元事業

者にも活躍してもらうが、それだけでは 2050 年カーボンニュートラルの実現は困難

である。地元にこだわらず、広くプレーヤーを集めて連携していく必要がある。脱炭

素ビジネスを実施しやすい環境をつくっていくことが自治体としては必要。 

・脱炭素は自治体だけでは達成できず、民間にもやってもらわなければいけないので、

一定の事業性も必要となる。特に、この分野は動きも早いので、自治体のように１年

かけて 10年計画をつくったので、計画に基づいて行うみたいなことをやっている

と、何もできなくなる。自治体もスピード感を持って取り組む必要がある。 

・計画ありきというよりは、大きな方向性が一致している中で、民間と一緒にやってい

く形で柔軟に進めていくことが必要。 
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（４） 事例４ 

１） 事業概要 

事業名 分散型エネルギー事業「浜松グリッド８」 

実施地 静岡県浜松市 

脱炭素手法 
マイクログリッド、再エネ（太陽光、蓄電池）、EMS、省エネ（LED 照

明、高効率ヒートポンプ給湯器） 

公民連携手法 協定締結による事業実施 

事業概要 

浜松市では、市内８ヶ所で、隣接する２つの公共施設を自営線で結

ぶマイクログリッドが構築され、エネルギーマネジメントシステムで

制御されている。マイクログリッド内の公共施設には太陽光発電設備

が設置され、発電電力は当該施設で使用されるほか、余剰電力がマイ

クログリッド内の公共施設で使用される。さらに余剰電力がある場合

は、㈱浜松新電力を通して別のマイクログリッドに融通し使い切るな

ど、電力の自家消費を促す仕組みとなっている。 

㈱シーエナジーが官民連携のプラットフォーム「浜松市スマートシ

ティ協議会」において提案し連携協定をベースに実現した事業であ

り、マイクログリッド構築により、CO2 排出量の削減のほか、災害時

のレジリエンス強化にも貢献している。 

関係者 

公共 静岡県浜松市 

民間 
・㈱シーエナジー 

・㈱浜松新電力 

事業者の 

業務範囲 

㈱シーエナジー 

・エネルギーサービスの提供 

 

㈱浜松新電力 

・太陽光発電の余剰電力買取 

・グリッド内への電力供給 

事業規模 

・総事業費：799,140千円 

 うち、エネルギーサービス料：658,812千円 

・３者協定による事業実施（市の初期投資は０円、市負担分は電力料

金削減分等から捻出） 

補助事業 
・環境省 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「公共施設等先進的

CO2 排出削減対策モデル事業」（平成 29年度～令和２年度） 

計画における 

位置付け等 

総合計画における位置付け 

浜松市総合計画 
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・「環境・エネルギー」部門の政策として再生可能エネルギー等の導入、

省エネルギーの推進、エネルギー関連ビジネスの創出が位置付けら

れている 

脱炭素関連計画における位置付け 

浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・「基本施策２再生可能エネルギーの導入促進」における取組み（公共

施設へ創エネ・省エネ設備を導入し、隣接施設間で効率的なエネル

ギー 融通を行うマイクログリッドを形成する） 

その他の計画における位置付け 

浜松市エネルギービジョン 

・「第８章スマート化の推進」における「５スマートコミュニティ構築

に向けた取組みの推進」の「再生可能エネルギーやコージェネレー

ション等の分散型エネルギーによるマイクログリッドを構築」 

脱炭素目標 

浜松市地球温暖化対策実行計画 

・2030年度までに 2013年度比 30％削減（排出量 4,005t-CO2） 

・2050年二酸化炭素排出実質ゼロ 

浜松市域“RE100宣言” 

・再エネ電源自給率（大規模水力を含む再生可能エネルギー発電量／

市内の総電力使用量）：2030 年度 78.7%、2050年度 101% 

本事業の目標 

・令和４年度二酸化炭素排出量（８グリッド合計） 

計画二酸化炭素削減量 1,323t-CO2 

 実績二酸化炭素削減量 1,339t-CO2 

 達成率 101％ 

・マイクログリッド内・間での電力の融通による再エネ電力の自家消

費率の最大化 

全排出量に占め

る削減比率 

・本事業の削減量 1,339t-CO2（2022年度）（総排出量の 0.03％） 

・浜松市総排出量 4,301千 t-CO2 （2020年度） 

脱炭素目標達成

に向けた主な取

組み 

・浜松新電力の設立（2015.10） 

・平成 29年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（公共施設等

先進的 CO2排出削減対策モデル事業）」採択。 

・平成 30 年度より順次、設備の設置を開始。令和元年 11 月に全 ８ 

マイクログリッドが完成し、運用を開始。 

 

２） 関係者情報 

ア） 自治体 

自治体名 静岡県浜松市 

人口 790,718人（令和２年国勢調査） 

面積 1,558.06㎢（令和５年全国都道府県市区町村別面積調） 

出典：浜松市 HP、浜松市“やらまいか”人口ビジョン（令和２年改訂版）、第二次浜松市総合計画 
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イ） 主な民間事業者 

名称 ㈱シーエナジー 

本社所在地 愛知県名古屋市東区東桜一丁目 13番３号 
NHK 名古屋放送センタービル 14・15階 

資本金 7,600百万円 

従業員数 207 人（2023年時点） 

事業内容 エネルギー利用に関するコンサルティングとユーティリティのアウトソ
ーシングを行う総合エネルギーサービス事業 

出典：㈱シーエナジーHP（https://www.cenergy.co.jp/corporate/profile/） 

 

名称 ㈱浜松新電力 

本社所在地 静岡県浜松市中区東伊場二丁目７番１号 浜松商工会議所会館 

資本金 60百万円（出資者：浜松市、NTT アノードエナジー㈱、NECキャピタルソ
リューション㈱、遠州鉄道㈱、須山建設㈱、サーラエナジー㈱、中村建設
㈱、㈱静岡銀行、浜松磐田信用金庫） 

事業内容 再生可能エネルギー電源を中心とした電力の売買 

出典：㈱浜松新電力 HP（https://www.hamamatsu-e.co.jp/about/company/） 

 

ウ） 主な事業関連施設・設備 

名称 ①三ヶ日浄化センターグリッド：三ヶ日浄化センター、三ヶ日中学校 

②佐久間協働センターグリッド：佐久間病院、佐久間協働センター 

③三ヶ日協働センターグリッド：三ヶ日協働センター、三ヶ日ホール 

④東部衛生工場グリッド：東部衛生工場 

⑤フラワーパークグリッド：はままつフラワーパーク 

⑥浜北クリーンセンターグリッド：友愛のさと、竜南緑地公園、浜北クリ

ーンセンター 

⑦引佐協働センターグリッド：引佐協働センター、引佐図書館 

⑧篠原協働センターグリッド：篠原協働センター、篠原体育館 

所有者 ・施設：浜松市公共施設 
・設備：太陽光発電設備、LED、蓄電池等の設備を㈱シーエナジーが導入。
浜松市は、エネルギーサービスの対価として、㈱シーエナジーに 14 年
間、固定金額のサービス料金を支払い、契約終了後は設備を無償で譲り
受ける。 

規模等 ・太陽光発電総容量：1.7MW、蓄電池総容量：0.2MW、LED照明設備総数 818
台、ヒートポンプ給湯器総容量 84kW 

・令和４年度 太陽光発電電力量（８グリッド合計） 
 計画発電量 2,073,816kWh 実績発電量 2,034,328kWh 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（公共施設等先進的 CO2 排出
削減対策モデル事業）」 
補助率 2/3 

 

名称 ①三ヶ日浄化センターグリッド：三ヶ日浄化センター・三ヶ日中学校 

規模等 PV総容量：610kW、蓄電池容量：100kW（237kWh） 

 

https://www.cenergy.co.jp/corporate/profile/
https://www.hamamatsu-e.co.jp/about/company/
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名称 ②佐久間協働センターグリッド：佐久間病院、佐久間協働センター 

規模等 PV総容量：24kW、蓄電池容量：８kW（19.6kWh）、LED照明設備 151台、ヒ
ートポンプ給湯器 14kW 

 

名称 ③三ヶ日協働センターグリッド：三ヶ日協働センター、ホール 

規模等 PV総容量：50kW、蓄電池容量：12kW（29.4kWh）、LED照明設備 104台 

 

名称 ④東部衛生工場グリッド：東部衛生工場 

規模等 PV総容量：513kW、蓄電池容量：30kW（78.0kWh） 

 

名称 ⑤フラワーパークグリッド：はままつフラワーパーク 

規模等 PV総容量：75kW、蓄電池容量：８kW（19.6kWh）、LED照明設備 131台 

 

名称 ⑥浜北クリーンセンターグリッド：友愛のさと、竜南緑地公園、浜北ク

リーンセンター 

規模等 PV 総容量：340kW、蓄電池容量：30kW（78.0kWh）、LED 照明設備 297 台、
ヒートポンプ給湯器 70kW 

 

名称 ⑦引佐協働センターグリッド：引佐協働センター・引佐図書館 

規模等 PV総容量：21kW、蓄電池容量：12kW（29.4kWh）、LED照明設備 135台 

 

名称 ⑧篠原協働センターグリッド：篠原協働センター、篠原体育館 

規模等 PV総容量：24kW、蓄電池容量：８kW（19.6kWh） 
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３） 事例調査結果 

ア） 事業内容 

a） 浜松市の脱炭素に向けた取組み 

・浜松市では、2014 年に策定した浜松市総合計画の基本構想（浜松市未来ビジョン）に

おいて、全国トップクラスの日照時間という地の利を活かした再生可能エネルギーの

導入を理想の姿として掲げている。 

・また、2021年に改訂された「浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」では、

基本施策の一つとして「再生可能エネルギーの導入促進」が示され、「公共施設へ創

エネ・省エネ設備を導入し、隣接施設間で効率的なエネルギー融通を行うマイクログ

リッドを形成する」ことが取組みの一つとなっている。 

 

浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の施策体系 

（※）枠で囲った取組みが今回の調査対象事業 

 

出典：浜松市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
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・2020年に改訂された「浜松市エネルギービジョン」でも、『スマート化の推進』に関

する取組みとして、マイクログリッドの構築が取り上げられている。 

 

b） 本事業の内容 

 

出典：浜松市「浜松市のエネルギー政策について」、浜松市 HP、経済産業省関東経済産業局「分散型エネル

ギーシステム等取組事例」を基に作成 

 

・本事業は㈱シーエナジーが計画策定から、設備の設計、維持・管理まで行っている。

設備の修繕についても、基本的に㈱シーエナジーが負担することとなっている。 

・スキーム図の①～⑧の施設において、市は、㈱シーエナジーから太陽光発電設備をリ

ース契約（契約期間 15年。15年後に設備を市に無償譲渡）し、自営線で結ぶマイク

ログリッドを構築している。例えば、①の三ヶ日浄化センターと三ヶ日中学校の間は

マイクログリッドが構築されているが、①と②の施設間はマイクログリッドではな

く、一般送配電事業者の系統線を活用して連携されている。各施設はエネルギーサー

ビス料金（固定料金）を支払い、発電された電力は当該施設及び自営線での連携先施

設で使用され、余剰電力がある場合は、㈱浜松新電力が別の公共施設に一般送配電事

業者の系統線を活用して融通している。なお、グリッド内における電力の不足時間帯

には、㈱浜松新電力が他電源を活用して電力を供給している。 

・本事業を実行するためにかかった初期費用は、㈱シーエナジーが全て賄っており、市

の資金の持ち出しはない。本事業のトータル（エネルギーマネジメントシステム等も

含む）の初期投資負担は約８億円であり、そのうち 4.5億円を環境省の補助金で賄っ

ている。 

・今回の事業コンセプトの一つは、再エネ電源の自家消費率向上であり、公共施設が隣

接している場所で複数施設を一括受電にすることを選択した。例えば、②では佐久間

病院、佐久間協働センターといった、なるべく近接している施設を選定した。基本的

には二つの施設を選定しているが、⑥は友愛のさと、浜北クリーンセンターの間に竜

南緑地公園があったので３施設になった。 

太陽光発電設備
総容量 1.7MW

蓄電池
総容量 0.2MW

LED
総数 818台

HP給湯器
84kW

②佐久間病
院、佐久間協
働センター

①三ヶ日浄化セン
ター、三ヶ日中学校

③三ヶ日協
働センター、
三ヶ日ホール

④東部衛
生工場

⑤はままつフ
ラワーパーク

⑥友愛のさと、竜南
緑地公園、浜北ク
リーンセンター

⑦引佐協働
センター、引
佐図書館

⑧篠原協働セ
ンター、篠原体
育館

㈱シーエナジー

エネルギーサービス

エネルギー
サービス料金

設備導入・
所有（契約終了まで）・
維持管理

㈱浜松新電力

余剰電力供給

浜松市

電力供給

電力購入

余剰電力引取
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・施設間の距離は、採算面を考慮すると短いほうが良い。具体的に何メートル以内とい

う条件は㈱シーエナジーから示されなかったが、最も距離が離れている施設で十数メ

ートル程度である。 

・これらの施設には、電力需要が多い施設もあれば少ない施設もあり、カップリングが

難しかったが、㈱シーエナジーの色々な知見を活用して判断した。 

・電力を土曜日、日曜日も大量に使うケース、夜も大量に使うケース、逆に夜は使わな

いケースなど、施設によって使い方が異なる。また、小売電気事業者は、民間を含め

た他の施設にも多く電気を販売しているので、電力会社は、最も安定して送ることが

できるブロックの組み合わせを考える。そのパーツが合わないと、おのずと高い電気

を買わなければならなくなる。このため、㈱浜松新電力の供給力とのバランスで、除

かれた施設もあった。 

・15年間も構造物（太陽光パネル等）を屋根に載せるため、その間は屋根の工事が自由

にできない等、その後の状況の変化に対応し難いという問題があり、公共施設の選定

の時点で大規模改修の計画に不安がある施設は除くようにした。また、そうした懸念

がある施設は、防水工事後に太陽光発電設備を設置するなど、改修時期のタイミング

に合わせた施設もあった。今のところ、特に問題は発生していない。 

・グリッドの数については、環境省の補助金の制約もあり、最終的に８つで落ち着い

た。実際に後継の計画が動いていないが、当時はまず８つの施設でやってみて、その

後は状況を見ながら考えていく方針であった。 

 

三ヶ日協働センターグリッド 

（左：三ヶ日協働センター 外観図、右：三ヶ日協働センター屋上の太陽光パネル） 

 

出典：事業者公表資料「浜松市における自立・分散型エネルギーシステム構築事業 

「浜松市マイクログリッド事業」の概要について」 
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イ） 公民連携の内容 

a） 公民連携の経緯 

・浜松市デジタル・スマートシティ構想の中に、官民連携の組織体（浜松市スマートシ

ティ協議会）があり、企業からの事業提案を随時募集している。今回の事業は、㈱シ

ーエナジーとオムロン㈱からの事業提案があり、実現した。 

・本来、事業を進めるためにはプロポーザル公募が理想であるが、今回は先進的な事業

でもあるため、協定をベースにした事業として進めてきた。今回の事業は、その協定

締結に基づき実施されている。 

・事業の実施に当たり、事業者のインセンティブが湧くような仕組みは導入されていな

い。ただ、規模が非常に小さい施設は採算性の観点等から本事業の対象施設に選定せ

ず、ある程度の事業の規模感は確保した。 

 

b） 公民連携のポイント（公共側の視点） 

・浜松市は脱炭素関連の展示会に出展することがあるので、新しいことを考えている事

業者と会い、話を聞く機会がある。初めから先進的なことや大きな事業は、自治体だ

けではできない。まずは、実証的に小さい事業から立ち上げていくことで、徐々に大

きな事業につなげている自治体が多いと思われる。 

・自治体は、自分たちの求めているものやクリアする条件をある程度整理しておくこと

で、事業者から提案が出てきたときに採択がスムーズになる。 

・本事業の提案を採択するに当たり、市の初期負担がゼロだったことが大きな決め手と

なった。もちろん、料金の支払いは後から発生するが、基本的には市の財政負担が少

ない点が大きなメリットであった。 

 

c） 公民連携のポイント（民間事業者側の視点） 

・公民連携のマッチングについて、自治体とつながる業務は、公募に参加するというケ

ースが多く、決まった枠組みの中で業務を行うことがほとんどであるが、本事業は、

構想段階から連携し、お互いの利益を追求できた事例であり、当社にとって大きなメ

リットであった。 

・自治体の中には構想段階から相談する先がないとの声も耳にするため、事業者も情報

を入手しては積極的にアピールする状況にあるが、近年では省エネ大賞を取った、補

助金を獲得したという報告や公表を見て、自治体の方から直接、電話があって、話を

することもあり、こういった取組みへの参加メリットも感じている。 

・自治体においては、構想段階から積極的に民間事業者と議論を交わす機会を設けるこ

とも視野に入れていただきたい。 

・民間事業者とのつながりがない場合でも、コンサルティング会社やエネルギー会社、

ゼネラルコントラクターなどと、どこかでつながっていると思うので、こういう事業

者を紹介してほしいという話をすれば、より良い出会いにつながるのではないか。 
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ウ） 事業背景・経緯 

・現在は脱炭素政策として取り組んでいるが、当時はエネルギー政策の観点で、公民連

携で取り組む場が必要であるという、市の発案で浜松市スマートシティ協議会が立ち

上がった。本事業は、その協議会の中で、オムロン㈱、㈱シーエナジーから事業提案

があったプロジェクトである。 

・事業にあたっては、全国トップクラスの日照時間を活かした再生可能エネルギーの効

率的利用と、公共施設の BCP強化によるレジリエンス確保を、官民連携での費用対効

果の高い事業モデル構築によって実現することを目指した。 

・30以上の候補地が挙がったところ、「経済性」「レジリエンス向上」「自立性向上」「避

難施設」の観点から現在の８つの地域が選ばれた。 

 

主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2013年 ・「浜松市エネルギービジョン」策定 

2015年 ・「浜松市スマートシティ推進協議会」設立 

2017年 ・環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（公共施設等先進的 CO2 

排出削減対策モデル事業）」採択 

2018年 ・順次、設備の設置開始 

2019年 ・全８マイクログリッド完成、運用開始 

・浜松市、㈱シーエナジー 協定締結 

 

エ） 庁内、議会調整 

a） 庁内調整 

・毎月、市長・副市長・幹部職員が集まって議論し、調整する庁議がある。市長がリー

ダーシップを執り、トップダウンで動くことも多かった。必要があれば庁議で調整

し、事業を進めていた。 

・脱炭素の取組みを進める中では、農業やごみ資源等、現場サイドが絡む部分は出てく

る。現場サイドの意見を聴き、協調していかなければいけないという課題感を持って

いる。 

・事業を起点として組織を作ることはないが、特定分野を先進的に進めたいときには、

事業本部を立ち上げることがある。当時は旧エネルギー政策推進事業本部が本事業を

担当していたが、エネルギーに関して横断的に対応する組織であった。 

 

b） 議会調整等 

・市の初期負担がゼロであったため、議会への説明はそれほど必要なかった。ただ、15

年間の固定契約に関しては、「太陽光発電による太陽光発電によるコスト削減効果
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は、エネルギーサービス料を支払うよりも大きい」という説明を行った。当時では先

進的な事業ということもあり、ネガティブな反応というよりも、再エネ事業を進めて

もらいたいという声が多かった。 

・議会では、細かい設備構成や設備内容の話ではなく、費用の面や、そもそもの考え

方、ゼロカーボンへのアプローチの仕方が問われる。 

 

オ） 事業の成果 

a） 脱炭素に関するモニタリング方法 

・㈱シーエナジーは、どの発電施設で、どれくらいの発電量があるのかをリアルタイム

で把握可能である。市とは、最大でどの程度、発電するという目標値の取り決めはな

い。ただし、設備が設置される際、㈱シーエナジーは市に計画値を提出しており、市

が承認した時点の計画値が KPIになっている。 

・今回の事業は環境省の補助金を使用しているので、CO2排出量削減の計画を示すよう

になっている。そういった要件を満たしつつ、コストともバランスを取って今の施設

等に落ち着いた。その辺りの設計は、㈱シーエナジーに任されていた。 

・㈱シーエナジーが環境省の補助金を受けているので、CO2は毎年算出していた。市に

対してもデータを提供している。補助金の報告義務は３年間であるが、報告義務以降

も、データを市に提供している。 

・データの報告は契約で定められていないが、市は、実際にどれぐらいの発電量があ

り、CO2排出量削減できたか㈱シーエナジーから報告を受けている。施設間で電力を

融通し合っているので、どこの施設でどれぐらいの余剰電力が発生し、その分がどこ

に使われたのか、数字で把握している。 

・現在までの実績の中では、樹木が伸びて太陽光パネルを覆ってしまう不具合が発生し

ていたため、発電効率が低下していたことがあった。不具合にいち早く気付くために

も、モニタリングを継続してもらうことが重要。なお、「除草やパネルに影響がない

ようにすること」と大まかに契約に定めてあるが、実際には様々なケースが起こりう

るので、詳細は定めていない。 

 

b） 脱炭素に関する成果 

・エネルギーマネジメントについて、浜松市と㈱浜松新電力㈱の間で、余った電力は全

て、㈱浜松新電力が引き取る契約となっているので、細かい制御をしていないのが実

態。発電抑制は考えず、設備をできるだけ多く稼働させて再エネを生み、それを㈱浜

松新電力が各施設に配ることを第一にしている。 

・グリッド内で発電された発電量の割合は、全施設電力量の半分程度。残りの半分は、

他から電力を購入しないと、量的には間に合わないのが現状。 

・LEDや太陽光発電を使っていることもあり、㈱浜松新電力から購入する電気は大きく

減っている。昨今の市場高騰で、市が想定していたよりも電力購入額は抑えられてい
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るので、多くのメリットがあると認識している。㈱シーエナジーとの契約について

は、エネルギーサービス料金として固定の金額を支払うので、料金は変わらない。太

陽光発電によって削減した分、高い電力を購入せずに済んでいる。 

・コストの面だけで言えば、そこまで大きなコストメリットは考えていなかった。た

だ、長い目で見て、コストをかけずレジリエンス確保と、CO2排出量削減のメリット

があるとは考えていた。 

・自立・分散型電源の導入により、災害等による系統電力の遮断時にも公共施設への電

力供給が可能となっており、レジリエンスの確保につながった。また、隣接する公共

施設を自営線で結んでいることで、再エネ設備の設置場所のない公共施設への災害時

の電力供給も可能となっている。 

・現在のところ、期待どおりの事業推移となっている。㈱シーエナジーが作成した計画

は、全てのパワーを引き出すようなものではなく、現実的な計画であった。たまに落

雷でひどい被害が続いてしまうと 90パーセントを下回ることはあるが、ほぼ計画値

から離れることなく 100パーセントで推移している。計画値はかなり正確に見積もっ

ており、計画値を少し上回るぐらいの推移で進捗している。 

・現在は計画どおりに進んでいるが、今後技術開発が進み、もっと効率の良い太陽光発

電設備が出てきて、運用の面でも改善できるかもしれない。太陽光発電は 15年間の

契約であるため、それほど手を加えるものではないが、市としても、蓄電池の部分が

もう少し有効活用できるかもしれないと思っている。 

・資金があれば、グレードを上げて、さまざまな投資をすることができるが、限られた

中でどの程度のメリットを出していくのか、つまり、コストパフォーマンスを上げて

いかなければならない。事業者が利益を受ける上でも、使用者である契約者にメリッ

トがないと、承諾してもらえない。事業改善を検討する際に、資金面はかなり大きな

要素となる。 

 

カ） 課題と対応策 

a） 施設や設備等の選定について 

・施設選定の条件が厳しく、８つの施設を選定するには苦労があった。当時は、自営線

が公道をまたがなければいけない施設もあり、法律的に自営線を結ぶことが難しく、

その理由で諦めた施設もあった。公道をまたぐという点で、占有に関しては最も難航

し、主管である中部経済産業局の保安監督部と協議しながら進めた。その他、「加重

等の関係で屋根に太陽光パネルを設置できない」「設置すると採算性が合わない」

等、いくつかの要因で諦めた施設もあった。 

・本事業に関して、契約時に、設備の選び方、メンテナンスメニューの選び方などにつ

いて、こうしたほうがよかったという話があることは事実。一例を言うと、除草であ

る。除草のコストは㈱シーエナジーが負担することとなっており、発電に支障を来さ

ないように、雑草を管理することが役目となる。防草シートを敷いているものの、年
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数がたち、草が出てきてしまった。先々を考えて、最初から、もう少し防草に費用を

かけたほうがよかったのではないかと考えている。少しでも陰になってしまうと、太

陽光発電システムは顕著に発電量が落ちてしまう。防草シートを設置したものの、そ

こから草があふれ出てくることは想定外であった。そこで余分なコストがかかってい

るというのが正直なところ。また、設置場所によっては、雷が多いことも、ストレス

になっている。直接、雷が落ちなくても、近くで起きると影響を拾ってしまうこと

は、設置する前には予見していなかった。都度、発電が止まってしまい、例えば、設

備や部品が壊れて交換しなければならないことが、たまに起こる。今後、新たに、同

様な事業を行うときには、これらを加味した上で進めたほうがいいと思う。 

・例えば、停電して設備が停止したときに、㈱シーエナジーが現地に行って復旧させる

には時間がかかるので、そういったところは施設を管理する事業者（指定管理者等）

にお願いしたいという話は市からしている。その部分の費用発生に関しては、当初契

約で考慮していなかった。 

  

b） 事業効果の算定について 

・最近では、指定管理制度等により民間事業者に公共施設の管理を委託する形態をとっ

ているため、浜松市が直接管理している施設は少ない。外部に管理を委託している施

設の中には、電気料金も含めサービス料として契約している場合が多い。本事業は、

太陽光発電設備を設置することで、その分の電気使用量が下がることとなるため、太

陽光発電設備で発電した分の電気料金を市に返還してもらうよう市と指定管理者等の

民間事業者で交渉した。返還してもらう金額を算定する際 には、①節電を促すため

水道光熱費を大まかな金額で支払うこととしていたため、サービス料のうちどの程度

の金額を電気料金と見れば妥当なのか、②事業者の省エネ等の企業努力の部分をどの

様に評価するのか、が問題となった。 

①の金額の算定については、中部電力管内であることから、中部電力の基本プランに

基づき想定した各施設の電気料金と、実際に㈱浜松新電力から購入した電気料金の差

額を市に返還してもらうこととなった。②については、事業者から、こまめに電気を

消す努力をすることにより生まれた節電分（特に需要がピークとなっている時の節電

努力）を評価して、市に電気料金を支払って欲しいという要望もあったが、市が支払

うことになれば節電意識が働かないといった問題点も生まれるので、この様な仕組み

となった。 

 

c） 事業期間について 

・本事業では 15年契約を結んでいるが、自治体にとっては、将来（大規模修繕工事

等）に備えて柔軟に動ける体制にしたい一方、㈱シーエナジーとしては、ビジネスベ

ースに乗せるために、15年固定が譲れないところであった。 
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・15年間という長い契約の中で、世の中の研究開発が進み、新しいことができるように

なったときに、経過観察し続けるべきか、改善するべきか判断する時が来るかもしれ

ない。その様な観点で、市は 15年間の契約は長いと思っている。 

 

d） 事業性について（民間事業者の視点） 

・本事業は、イニシャルコストの３分の２を補助事業として受け取っていることを考慮

すると、事業性は成り立っている。施設単体で事業性だけを追求すれば、成立できな

い部分もある。８グリッドの中で、採算性の良い、事業性が高い施設により８グリッ

ド全体の事業性を確立している。 

・㈱シーエナジーとしては、安定した利益を確保し、投資分を回収できることを重視し

ていた。民間の会社であるため、利益を計上し、極力、リスクが抑えられる事業であ

れば、基本的には成り立つという認識を持っている。 

・本事業の料金を支払うのは市であるため、固定的、安定的な収入があり、キャッシュ

フローは読みやすい事業になる。ただし、メンテナンスなどの維持・運営で突発的な

トラブルが生じることもあるので、それに対するリスクも考慮しなければならない。 

・民間事業者が参入するに当たっては、やはり規模感も大事になる。ただ、小さな自治

体については、太陽光や蓄電池だけにこだわらなくてもよいのではないかと思われ

る。他に何ができるのかという相談を事業者側に投げてもらえると、バイオマスなど

の発想に持っていくことができる。㈱シーエナジーとしては、相談してもらえれば、

一概にノーとは言わないようにしている。 

 

e） 自治体のノウハウ、事業の進め方について（民間事業者の視点） 

・本事業をきっかけに、他の自治体からの引き合いがかなり増えている。周りの自治体

から、実際に施設を見学したいという声を頻繁にもらっている。その中で、事業の構

想から、それを実現するまでの庁内の取りまとめなど、自治体によってはノウハウが

足りない場合があると思っている。例えば、今回の浜松市の事例も、上下水道部や教

育委員会など、別組織と絡むことが多分にある。考えが統一されていないメンバーと

一緒に事業を進めていかなければならないので、その調整に事業者が渡り歩くのには

限界がある。その調整や、議会への説明という部分は、事前に、自治体にお願いした

いところである。 

・脱炭素、ゼロカーボンという名前だけが先行してしまい、補助金を取ることだけが目

的になり、市長が宣言したから実施しなければならないというような認識で、少人数

で事業を進める自治体も多くある。そのような状況で、事業を具現化していくのはハ

ードルが高い。 
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f） 蓄電池の活用について 

・蓄電池については、整備したけれどもあまり使用されていない。ただ、災害の対応時

に蓄電池が全くなければ、行政としては使えないことになる。基本的には蓄電量 50

パーセントを上回る形で維持している。それ以外の部分で、例えば新電力から V2H12の

需給の調整が必要になれば動かせるかもしれないが、容量はそこまで多くないため、

あまり期待できない。本事業からは少し離れるが、各公共施設に高額な蓄電池を用意

するよりも V2Hを備え、普段は移動の足として使える公用車を、いざというときに蓄

電池として使うやり方もあるのではないかと市としては考えている。ただ、EVと組み

合わせても、日中は車として使用されていることが多く、蓄電池として使うことが難

しいケースもある。どうしても、公共施設は日中稼働の施設が多い。電力使用の波が

逆転しているような所では蓄電池の機能も活用できるかもしれないが、公共施設では

波が少なくて難しいと思われる。 

・蓄電池は日中に太陽光発電で電気を蓄えて、普段は病院等で使用されているが、災害

用の施設に使えるように、余裕を持った運用をしている。８グリッドのうち⑦の引佐

協働センターが停電したときには、図書館等に設置している蓄電池システムの特定負

荷用分電盤13を通じて、一定の部屋に照明がつくようになったので蓄電池の効果があ

った。ただ、最近は大きな停電は発生していないので、劇的に効果のあった事例はな

い。 

 

キ） 今後の拡充・横展開の予定 

a） 自治体における地域内の拡充・横展開の予定 

・本事業は市にとってメリットがあるので、横展開をしたほうが良いという考えはもち

ろんある。その時々のコストの考え方や補助金、いろいろな要素を検討する必要があ

る。現時点では、現在の事業が本当に正しいのか様子を見ながら検討しているので、

まだ方向性は定まっていない。 

・都市の規模から見ても、浜松市がモデル的なことをして、それを横展開していくとき

に、２番手、３番手の自治体に受け取ってもらえるだけでも、浜松市としては非常に

意義があると考えている。 

 

b） 事業者における拡充・横展開の予定 

・契約の枠の中で新しい提案をすれば、事業者に利益を生み出さず、市がメリットだけ

を享受する形になる。しかし、それをきっかけとして、例えば、他の施設にもグリッ

ドをプラスする、その他の施設を発電所として紐付けるなどの話になれば、その部分

が事業者にとってメリットになってくる。また、市にメリットがある提案ができると

 
12 V2H(Vehicle to home)は、自動車を電源として住宅等に給電すること。（出典：「（審議）燃料電池自動

車からの一般住宅等への給電（V2H）の実施に向けた法的環境整備について」（経済産業省、H26.3）） 
13 指定された特定の部屋や電化製品に電力を送る分電盤。 
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いうことは、この件だけで終わらずに、次の別のことでも相談してもらえるような関

係性を作る上で、非常に重要だと思っている。その意味では、事業者としても、表に

見える金額だけではなく、20年後、30年後の付き合いにおいて、相談してもらえる

関係性ができるというメリットになる。それを踏まえると、能動的な提案を行ってい

かなければならないと考えている。特に、エネルギーは㈱シーエナジーの生業なの

で、それができなければ、会社は存続できないと考えている。 

・自治体に事業提案を行うと、反応に濃淡がある。地域性によって、慎重な人が多い

所、そうではない所がある。県の中でも様々な特色があり、それによって変わってく

る部分がある。現在、環境省から脱炭素先行地域や加速化事業など、多額の補助金が

出され、本事業に類似した事業も採択されている。これがスタンダードになれば、遅

れている自治体も追い付いてくるのではないかと期待している。浜松市はかなり先頭

を走っている自治体だと思うが、それに追い付け追い越せで、動きがなかった他の自

治体も、周りの環境変化に応じて動き出すことを期待している。 

・現在もまさに動き出そうとしている自治体の事業もあるが、本事業の知見やノウハウ

を活用できると考えている。 

 

ク） 他自治体へのアドバイス 

a） 自治体によるアドバイス 

・太陽光発電の設備は長期間のものなので、今後、施設をどのように使っていくかにつ

いて、施設の劣化具合等を確認する必要がある。事業を始めてみると、システムの不

具合なども発生してくるので、事業開始前になるべく多くのことを想定し、解決して

いくことが重要となる。 

・今回の事業は、信頼関係を持つ㈱シーエナジーと一緒に進めている。このような大き

い事業を実現するのであれば、やはり、信頼関係を築くことができる事業者と組むこ

とが重要である。 

・地元事業者の活用について、やはりポイントとなるところに、地元事業者に傾斜をか

けることはある。ただし、安心感や技術的、提案力、達成できる可能性を広く見れ

ば、地元だけを考えるわけにはいかない。もちろん、地元事業者でも知見や実績があ

る企業であれば問題はない。ただ、先進的な事業を実現するためには、途中で失敗し

てしまうリスクもあるので、技術力を持たなければいけない。その辺りは難しいが、

もちろん地元企業と実現することがベストと考えている。 

 

b） 事業者によるアドバイス 

・事業者からの要望として、まず、長い期間の契約になるということは事前に承知して

ほしい。このような事業を行う場合、自治体が直接、事業者と話をするか、フィジビ

リティ・スタディで委託を行い、コンサルティング会社が形をつくって報告し、それ

を基に動くというパターンが多いと認識している。極力早い段階で、実際に運営・管
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理を行う事業者も含めて、話を進めてほしいのが本音。ただ、入札になると、どれだ

け手伝っても価格競争の波にさらされてしまうという、もどかしさも出てくるため、

事業者も全力で取り組める形を一緒に構築できればありがたい。 

・計画段階から民間の知恵を入れていくことが重要ではないかと思う。このように決め

たから、こうしてくれと言われると、なかなか自由も利かない。しかし、公平性の観

点からサウンディング調査と言われると、事業者としては協力が難しくなる場合もあ

る。事業公募の構想から民間事業者を取り込むことで互いの知見による相乗効果が生

まれ、事業者にとってもやりがいのある事業になる。 

・自治体に協力する中で、相手によって問われるものが違ってくる。対応の仕方が都

度、変わるのが実情なので、事業者としては、人間関係を含め、連携してタッグを組

み、対応する形がつくれるとありがたい。杓子定規に言われると、なかなか動きづら

いこともあるので、同じ事業を遂行するメンバーとして協力できる関係性づくりが非

常に大事だと思う。話を進める前から、人間関係等は大事な要素である。 
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（５） 事例５ 

１） 事業概要 

事業名 百年の森林事業 

実施地 岡山県西粟倉村 

脱炭素手法 再エネ（木質バイオマス、小水力） 

公民連携手法 第三セクター・地域新電力への出資、業務委託、連携協定 

事業概要 

西粟倉村では、個人所有の森林について、村が個人から 10年間預か

る契約（長期施業管理契約）を結び、村で一括管理することで適切な

森林管理を行い、FSC認証14も取得している。間伐材は、「㈱西粟倉村・

森の学校」等の村内事業者への販売を通して加工・販売され、６次産

業化も進められている。また、村が担ってきた森林の長期施業管理委

託契約交渉や経営計画の作成は、西粟倉村から地域内ベンチャー企業

「㈱百森」に委託されており、公民連携によって地域の森林資源の管

理・活用がされている。 

間伐材のうち、製材などに向かない木材については、薪やチップ化

されて再生可能エネルギー事業に活用され、村内温泉施設の木質バイ

オマスボイラーのほか、公共施設の木質バイオマス地域熱供給システ

ム、小型バイオマス発電で利用されている。また、村を流れる吉野川

からもたらされる水を活用した小水力発電も行われている。水力に加

え、自治体が導入している太陽光発電を含めると、村内で使われる電

気の約６割に相当する電力を再エネで生み出している。 

さらに、西粟倉村は第１回の脱炭素先行地域にも選定され、太陽光・

風力・蓄電池の導入も進めている。2023 年３月には PPA15事業や小水

力・バイオマス発電の管理運用を行う地域新電力「西粟倉百年の森林

でんき㈱」が設立され、村内の再エネ自給率 100％を目指している。 

関係者 

公共 岡山県西粟倉村 

民間 
・㈱百森 

・西粟倉百年の森林でんき㈱  

事業者の 
㈱百森（西粟倉村から移行予定の業務を含む） 

・森林の集約化、森林経営管理、施業 

 
14 適切な森林管理等により生産された林産物に対して発行される認証。（FSC ジャパン HP 

https://jp.fsc.org/jp-ja/about_FSC_certificate） 
15 自治体・企業・一般家庭等の屋根や遊休地に事業者が無償で太陽光発電設備を設置し、使用した分の電

気料金を事業者に支払う仕組み。初期費用なしで太陽光発電設備を導入できるほか、電気料金と CO2 排出

量の削減にもつながる。（環境省 HP、https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/03/） 
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業務範囲 ・FSCグループマネジメント 

・木質バイオマス利用 

西粟倉百年の森林でんき㈱ 

・PPA事業 

・村内再エネ施設の運営・管理（木質バイオマス発電所及び熱供給施

設、小水力発電所など） 

事業規模 

・地域熱供給システム（チップボイラー）：410,108千円 

・薪ボイラー：138,559千円 

・小型バイオマスガス化発電：129,293千円 

・小水力発電所：約 800,000 千円 

補助事業 

・百年の森林構想 

林野庁 森林環境保全直接支援事業補助金、合板・製材生産性強化

対策事業補助金 

・木質バイオマス発電所  

環境省 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 

環境省 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業（平成 29 

年～令和元年） 

林野庁 林業・木材成長産業化促進対策交付金事業（令和２年度） 

・小水力発電事業 

農水省 農山漁村地域整備交付金（地域用水環境整備事業） 

・太陽光発電設備・蓄電池整備 

 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 

計画における 

位置付け等 

総合計画における位置付け 

第６次西粟倉村総合振興計画（令和３年６月） 

・「基本構想第２部 第１章 第３節分野ごとのビジョン」生活環境・

基盤整備分野のビジョン（脱炭素化に向けて、省エネルギー・再生

可能エネルギー対策が進んでいるむら） 

・「基本構想第２部 第２章 第１節施策体系」のむらづくり重点戦略

（百年の森林構想の実現と森林価値の最大化） 

・「基本計画第２部 第４章多世代・多様な人が暮らし続けることがで

きるむらづくり」の取組内容（脱炭素化に向けた取組の推進） 

脱炭素関連計画における位置付け 

西粟倉村地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

・「４章 目標達成に向けた取組 4.1 取組の基本方針 再生可能エ

ネルギーの導入促進」の取組内容（木質バイオマスボイラー（薪ボ

イラー、地域熱供給システム）の導入、・小水力発電の導入等） 

脱炭素目標 

第６次西粟倉村総合振興計画 

・村内の再生可能エネルギーによる電力自給率：中間目標（R７）50％、

最終目標（R12）70％ 

・再生可能エネルギーによる CO2削減量 目標値 2030年 3,500t-CO2

（2019年比） 

全排出量に占め

る削減比率 

・本事業の削減量  3,300t-CO2／年※2006年比の削減量（総排出量

の 47％） 

・西粟倉村総排出量 7,000t-CO2（2020年度） 
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脱炭素目標達成

に向けた主な取

組み 

・薪ボイラー、太陽光発電設備導入（2015）、地域熱供給システム導入、

西粟倉第２小水力発電所建設（2017）、小型ガス化発電整備（2019） 

・脱炭素先行地域採択（2022 年度第１回選定） 

２） 関係者情報 

ア） 自治体 

自治体名 岡山県西粟倉村 

人口 1,398人（令和２年国勢調査） 

面積 57.97㎢（令和５年全国都道府県市区町村別面積調） 

出典：西粟倉村 HP、第６次西粟倉村総合振興計画、西粟倉村 過疎地域持続的発展市町村計画（令和３年

度～令和７年度） 

 

イ） 主な民間事業者 

名称 ㈱百森 

本社所在地 岡山県英田郡西粟倉村大字長尾 657-1 

資本金 6,536千円(資本準備金含む) 

事業内容 受託による民有林・公有林の管理、地方自治体・森林組合向けに森林管理
のコンサルティング事業等 

出典：㈱百森 HP、プレスリリース 

 

名称 西粟倉百年の森林でんき㈱ 

本社所在地 岡山県英田郡西粟倉村大字影石 33-1 

資本金 20,000 千円 

従業員数 １名 

事業内容 地方公共団体の施設を中心とした PPA事業、再エネ施設の運営・管理等 

出典：西粟倉百年の森林でんき㈱HP 

 

ウ） 主な事業関連施設・設備 

名称 地域熱供給システム（チップボイラー） 
※公共６施設（役場新庁舎、保育所、福祉施設、デイサービスセンター、
小・中学校への地域熱供給システム 

所有者 西粟倉村 

規模等 木質チップボイラー230kW×１基、300kW×１基（ダレスサンドロ社・イタ
リア製）、蓄熱槽 175㎥×１基、熱導管（敷設延長 3,000ｍ） 

整備費 総事業費 410,108千円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

平成 29 年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再生可能エネル
ギー電気･熱自立的普及促進事業）187,170千円 

 

名称 薪ボイラー 

所有者 西粟倉村 

規模等 黄金泉：170kW×２基（ｋｏｂ社・オーストリア製）、元湯：75kW×１基 （ア
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ーク社・日本製）、あわくら荘：170kW×１基 100kW×１基（Viessman社・
ドイツ製／旧 kob社） 

整備費 総事業費 138,559千円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

平成 26年度～平成 28年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 
（環境省 先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業のうちグリー
ンプラン・パートナーシップ事業） 

 

名称 小型バイオマスガス化発電 
※平常時：自家消費、災害時：避難所空調・熱供給システム電力 

所有者 西粟倉村 

規模等 木質小型ガス化発電（エスペ社製（イタリア））発電最大出力：49kW 

整備費 129,293 千円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

平成 31 年度～令和２年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地
域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等
導入推進事業）95,229千円 

 

名称 小水力発電所（西栗倉水力発電所） 

所有者 西粟倉村 

規模等 発電出力最大：290kW、年間発電量：2,300千 kWh（平成 29 年 11月資料） 

整備費 概略設計 10,000千円 
実施設計 20,000千円 
工事   275,000千円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

概略設計：農林水産省 農山漁村地域整備交付金（地域用水環境整備事業）
（農林水産省：50％、岡山県：15％） 
実施設計・工事：村単独事業 

 

名称 小水力発電所（影石水力発電所） 

所有者 西粟倉村 

規模等 発電出力最大：５kW、年間発電量：42千 kWh（時点不明） 

整備費 建設費 35,000千円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

農水省 農山漁村地域整備交付金（地域用水環境整備事業）（農林水産省：
50％、岡山県：15％） 

 

名称 小水力発電所（西栗倉第２水力発電所） 

所有者 あわくら水力発電株式会社（出資者 西粟倉村、グリーンファイナンス推
進機構） 

規模等 発電出力最大：199 kW、年間発電量：1,464千 kWh（設備利用率 84％想定） 

整備費 発電所建設費  454,946千円 
詳細設計費   36,684千円 
連系工事負担金 22,341千円 

整備にあたり
活用した補助
事業・額等 

村単独事業 

出典：西粟倉村公表資料 
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３） 事例調査結果 

ア） 事業内容 

a） 西粟倉村の脱炭素に向けた取組み 

・西粟倉村では、2021年に「第６次西粟倉村総合振興計画」を策定し、「生活環境・基

盤整備」分野における施策として「脱炭素化に向けた取組推進」を掲げた。「百年の

森林構想」の実現は「むらづくりの重点戦略」の一つとして、位置付けられている。 

 

第６次西粟倉村総合振興計画の施策体系 

（※枠で囲んだ取組みが今回の調査対象事業） 

 

出典：第６次西粟倉村総合振興計画 

 

・2018年策定の「西粟倉村地球温暖化対策実行計画（事務事業所編）」では、目標達成

に向けた取組みとして、太陽光発電設備の導入や、木質バイオマスボイラー（薪ボイ

ラー、地域熱供給システム）の導入、小水力発電の導入等が取りあげられている。同

計画内では、西粟倉村役場各課や指定管理者におけるエネルギー消費特性と、木質バ

イオマスボイラーや太陽光発電設備を含む各取組みにおける削減効果が示されてお

り、各取組みの効果の見える化が図られている。 

・また、西粟倉村は、2013年に環境モデル都市、2014年にバイオマス産業都市、2019

年に SDGS未来都市に選定されている。それぞれに関連する具体的な計画（「西粟倉村

環境モデル都市行動計画」、「西粟倉村バイオマス産業都市構想」、「西粟倉村 第２期

SDGS未来都市計画（2022～2024）」）において、太陽光発電、小水力発電、木質バイオ

マスの導入が取組内容として位置付けられている。 
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b） 本事業の内容 

 

出典：環境省「自然の恵みを生かした持続可能な地域活性化事例集」、環境省「第１回 脱炭素先行地域の

概要」を基に作成 

 

・西粟倉村では、林業を起点とした地域経済の活性化・人口減少対策等に取り組む中

で、製材等には適さない木材（搬出量の３割程度）の活用方策として村営の木質バイ

オマス発電・熱供給システムを構築している。 

・もともと、西粟倉村では、森林の有効活用を目的に、個人所有の森林を村が 10年間

預かる契約（長期施業管理契約）を結び、村で一括管理をしていた。さらに、その森

林管理の担い手として、公民の出資で㈱百森を設立したことにより、林業の事業環境

が整備され、木質バイオマスが安定的に供給されている。安定的な施業により保全さ

れた森林による CO2吸収量は、村の CO2排出量を大きく上回っている状態である。 

・㈱百森が担う事業は、もともとは役場が担っていた森林管理事業であり、公が担って

いた事業を民に移管したものである。㈱百森は、森林の有効・効率的な活用方法を検

討し、実施している。また、従来は森林組合が担っていた事業も受け継ぎ、西粟倉村

の森林の集約化・管理の効率化が図られている。 

・㈱百森のような事業が可能となる背景となる他地域との大きな違いは、昭和 60年の

国土調査によって西粟倉村の森林は所有者別の境界線が全て引かれている点にある。

他の地域では森林の所有者別の境界等が明確になっておらず、境界線の明確化から始

めなければならないケースが多い。また、西粟倉村では森林についてデータ化されて

いる（林分（ポリゴン）単位のデータが、地図ツールや編集ツールで使いやすい形で

整理されている）点も事業を可能とする要因である。 

施業の流れ

連携

乾燥バークの活用

西粟倉百年の森林でんき㈱
運営・管理

信託
銀行

森林
所有者

西粟倉村
エーゼロ㈱

・ローカルベンチャー支援
・地域メディア運営

㈱百森
森林の集約化と森林経営管理

木材の販売と収益分配

西粟倉百年の森林協同組合

運材・選木、販売先検討

木材産業
関連事業者

消費者
・法人
（工務店、家具工房など）

・個人

・温泉施設、公共施設

㈱motoyu
(地域熱供給会社)

・薪製造～熱供給

木の駅
プロジェクト

森林組合
林業事業体

・施策の実施

・素材生産

丸太

薪 薪

製品

お金の流れ 木材の流れ

【百年の森林事業】

村内再エネ発電施設

木質
バイオマス

小水力

村民参加型

太陽光

【再エネ事業】

運営・管理
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・㈱百森の売上の大半は、村から受託する百年の森林事業である。役場が事業費を出

し、㈱百森が事業費を用いて各下請け業者に発注し、その一部を監督費として受け取

る仕組みである。この他にも調査設計費という形で役場から業務を受託し、百年の森

林事業の推進に充てている。 

・西粟倉村は、百年の森林事業とあわせて、太陽光パネルの PPA事業に取り組む等、既

存施設の安定稼働と脱炭素事業の強化も図り、脱炭素先行地域にも採択されている。

村営の設備として、木質バイオマス発電・熱供給設備の他、小水力発電所も保有して

いることから、これらの維持管理を行う西粟倉百年の森林でんき㈱（以下「百森でん

き㈱」）を 2023年に設立した。百森でんき㈱の事業内容は大きく分けて３つある。１

つ目は、主要事業であるオンサイト PPAである。百森でんき㈱が一般家庭や公共施設

等の屋根に太陽光パネルを設置して発電を行い、発電した電気を一般家庭等に買い取

ってもらうビジネスモデルである（余剰電力が生じた場合は他に売電することもあ

る）。当面は西粟倉村と連携し、令和５～令和８年度の４年間で各公共施設の屋根に

太陽光パネルを設置する計画である。２つ目の事業として、村が保有している水力発

電所やバイオマス施設の運用保守を業務委託の形で請け負う業務である。３つ目の事

業は、地域貢献に関わる業務である。地域に根差す会社であるため、村の行事やイベ

ント等に出店する形で電気について住民に知ってもらう広報活動などを行う。 

 

木質バイオマス発電・熱供給事業において使用する木材・設備 

（左上から時計回りに、左上：木材置き場（風通しの良い向きに保管し乾燥を促す）、右

上：チップ、右下：木質チップボイラー、左下：熱供給管） 

 

 

出典：ヒアリング時撮影  
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イ） 公民連携の内容 

a） 公民連携の経緯①（㈱百森） 

・㈱百森は 2017年に設立された。もともと西粟倉村は『百年の森林づくり事業』とい

う名で森林管理を行っており、村役場や森林組合がメインのプレーヤーであった。森

林管理を行っていく上で必要になるのは集約化施業16だが、各所有者から森林を預か

ってまとめ、間伐等の計画を進める際に、役場職員であると数年間で異動があるた

め、異動の度に半年ほど事業が止まってしまう点が課題であった。森林管理は、数十

年といった長期的な視点が必要となるため、村役場が担うのはマッチしないのではな

いかといった議論があった。 

・また、㈱百森が業務を受け継ぐこととなった森林組合は、もともと西粟倉村森林組合

という名で、西粟倉村のみを管理する組合であった。その組合が広域合併して美作東

備（みまさかとうび）森林組合となり、瀬戸内まで含む広域の管理を担う団体となっ

た。そのため、村としては森林管理に関する独自の取組みを進めたいという考えがあ

る一方、森林組合としては西粟倉村のみに注力していられない状況となってしまっ

た。こうした状況から、森林管理の専門組織を立ち上げる必要性について議論を開始

し、2016年の夏に会社設立に向けた人材を公募し、応募のあった人材によって会社が

設立された。行政から明確な事業内容や目的の提示があったことで、公民連携による

株式会社が立ち上がった。 

・㈱百森は、森林管理を目的に立ち上げられた企業だが、森林管理だけでは収益が少な

い（林業は木を育てるための経費が、木材の販売収益の倍以上という状況である）た

め、㈱百森を立ち上げる際、森林管理をベースとして新しい事業をつくったほうが良

いと考え、組織体を NPO法人等ではなく株式会社とし、業務内容の拡大等が可能な状

態とした。 

・㈱百森の設立に向けた準備においては、村が実施していたローカルベンチャースクー

ルという仕組みを活用している。村では、地域資源の価値を再発見して、ビジネス化

する人たちを国の制度をベースにして支援する事業を行っていた。現在、村では、約

50 社が起業し、約７割の企業が 2,000万円、3,000万円程度の売上となっている。１

億円の売上を超えているのは木工、ものづくりの会社等である。これらの企業によ

り、地域の経済規模、売上は当時の８億円程度から 23億円程度まで上昇した。一

方、地域の雇用に直接つながっていない点は課題とされている。売上が１億円近くあ

れば地域の人がパート等で働く機会もあるが、そこまでの売上がないため、起業者の

みで運営できてしまう点が課題と言える。 

 

 
16 村有林と村内に点在する私有林を集約して、まとまった面積で一体的な森林整備を行うこと。（出典：

「西粟倉村森林管理計画書」（西粟倉村、H29.6）） 
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b） 公民連携の経緯②（西粟倉村百年の森林でんき㈱） 

・百森でんき㈱は、脱炭素先行地域の事業や脱 FITに必要な仕組みとして TAKIBIプロ

グラムにおいて設立されたものである。中国銀行や地元の関係者も加わった議論によ

り、どのような会社が必要かを協議した上で設立されている。担い手は村内外関係な

く募っており、アイデアは TAKIBIプログラムの中でブラッシュアップしている。 

・TAKIBIプログラムとは、西粟倉村が、ローカルベンチャースクールの見直しとともに

新たに 2021年から始めたものであり、売上１億円以上を目指す事業を生み出すこと

を狙いとしている。地域の課題解決や考えをビジネス化できないか、さまざまな関係

主体が集まり議論して、ビジネスアイデアにする作業を行っている。事業者やプロデ

ュースする人たちに入ってもらい、ビジネスになるか否かを皆で議論している。ビジ

ネスになりそうであれば、事業化計画を進め、担い手や、どこの会社が運営するのか

等を議論し、事業創出をするプログラムである。事業化プロセスとしては、見込みが

ありそうなアイデアについて事業計画を立案し、会社化を検討しながら経営する人材

を探すというステップである。経営者が決まると事業創出が具体的に進むこととな

る。 

・百森でんき㈱の代表者は、独立起業したいと考えていたため、TAKIBIプログラムでの

人材募集に応募し、2022年の７月に地域おこし協力隊に就任し、行政と連携しながら

産業観光課内で会社設立の準備を行った。電力関連の業務経歴を活かし、水力発電所

やバイオマス施設のメンテナンスを経験した後、2023年３月、正式に百森でんき㈱が

立ち上がり、代表取締役に就任した。西粟倉村はローカルベンチャーの聖地と呼ばれ

ており、地域おこし協力隊等含め、起業しようという熱意をもった若い人が集まって

くる点も魅力となった。 

 

c） 公民連携のポイント（公共側の視点） 

・村では、会社を設立することによって行政の負担を軽減し、事業を民間に委託するこ

とで地域の担い手を作ること、仕組みを作ることに注力している。 

・村では、担い手の確保にあたっては、百森でんき㈱のように専門的な知見を持った人

材が求められる場合、適任者の採用に向け、広く公募するのではなく、実現したい事

業を明確にした上で候補者をすくい上げていくイメージで探している。具体的には、

ローカルベンチャースクール、TAKIBIプロジェクトの企画・運営会社である㈱エーゼ

ログループが中間支援の形で参画し、人材を紹介している。あくまでも村主導での事

業構築であり、企画やテーマにあった事業者を募りたいというオーダーを出し、㈱エ

ーゼログループが応えていく形である。TAKIBIプログラムもローカルベンチャースク

ールも、村と㈱エーゼログループで議論した案をベースに計画を立て、国に対して地

方創生推進交付金等へ応募をして実施してきた。採択された段階では、事業実施の委

託先として㈱エーゼログループが運営を行う形であった。最初に設定する事業テーマ
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は、例えば電力会社を作りたい、新しい宿泊施設を造りたい等、事業内容を具体的に

している。これにより、適切な人材を発掘することができている。 

 

d） 公民連携のポイント（民間事業者側の視点） 

・㈱百森の現代表取締役や、村が公募する人材募集への応募を判断するにあたっては、

村としての問題設定が非常に明確であり、事業者の役割が極めて明確に提示されてい

た点が大きかった。行政は数年ごとに異動がある点や、森林組合が広域化しているこ

とから、村において専門組織を作る必要性が理解できたことから事業化に関心を持っ

た。 

・㈱百森が事業を推進する上で公民連携の効果が最も発揮されているのは、住民に対す

る信用力である。村外から来ている人間や新しい事業者が森林管理を行うため、山の

持ち主からもすぐに信用を得ることは難しいが、役場とともに進めている事業である

と話ができるのは非常に大きい要素である。西粟倉村側が森林整備に継続的に取り組

んでいる姿勢を示すことで、㈱百森の存在意義が確かなものとなっている。住民の信

用を得るには、具体的に交渉の際に一緒に行くこと等ではなく、村が「百年の森林構

想」を掲げていることが大切である。 

 

ウ） 事業背景・経緯 

・2004年に、村では合併をしないと判断したことから、財政力が弱い西粟倉村がどのよ

うにして生き残っていくのか様々な議論が行われた。村では戦後に植えられたスギ・

ヒノキの人工林の価値が出てくる段階であったが、木材価格が安く、林業を担う後継

者もいなかった。木材価格が安くなると当然ながら所有者の山に対する意識が下がり

手入れが行われなくなっていた。こうした背景から、林業を基軸にして身の丈に合っ

た経済や雇用が少しでも生まれれば良いという考え方を持ち、2008年に「百年の森林

構想」を掲げ、森林の価値を最大化する事業に取り組み始めた。 

・「百年の森林構想」は、個人所有の山である私財を集約化することで公共財としての

管理に移行・活用しながら、地域経済や雇用、環境を作るものである。森、川、農地

といった地域資本を最大限に活用して地域でエネルギー化するにあたり、木材と水力

を選択して事業を進めてきた。 

・手入れがなされていない森林では雨が降ると山から土石が流れる事態も起きていたた

め、住民の安全を考え西粟倉村の 93％の面積を占め、84％を占める人工林を何とかし

なければならないといった課題も事業背景となっていた。 

・当初、「百年の森林構想」は森林組合が参画する仕組みで進めてきたが、資源価値の

最大化を図るためには、林業のみを担う組織である森林組合のみでは対応できなくな

り、村独自で森林資源の管理を一元的に行える会社が必要だと考え、㈱百森の設立に

至った。 
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・2015年に設置されたローカルベンチャースクールで、村として先に述べたような課題

を踏まえ、森林の管理会社を経営する起業家を募集したところ、現在の㈱百森の共同

代表である２名によって同社が設立された。 

・さらに、村では百年の森林事業をベースに、村営による木質バイオマス発電・熱供給

にも取り組むこととした。脱炭素と地域資源活用の両方に資する事業として取り組む

こととした。地域資源として木材の活用が求められた背景としては、例えば 10本の

木から家具になる良い木は３本程度であり残り５本はベニヤ板や CLT等の直交集成板

のような合板を製造する会社に販売される。すると、残り２本と森林に残る木が問題

になり、村外に持ち出すと運送費や手数料で赤字になってしまう。このため、２本を

地域内で利用するための設備として薪ボイラーと地域熱供給システムを導入した。結

果として、化石燃料のように変動しない一定価格で熱供給ができるため、非常にメリ

ットがある事業となっている。特に昨今のように化石燃料の価格が上がると大きなメ

リットとなっている。 

・脱炭素先行地域としてはエリア内での公共施設・住宅・民間施設が使用する電力由来

の CO2排出量をゼロにしなければならないため、既存の水力発電等と新規の PPA等を

組み合わせてゼロにする必要がある。そのためには、村内で発電された電気が村内で

利用されていることが分かるようなトラッキングの仕組み、あるいは自営線によるオ

フグリッド17化や PPAのような仕組みが必要となる。ただし、オフグリッド化は、自

営線の設置や埋設コストを役場が負担する必要があり、資金繰りがついたとしても、

不具合時の対応が必要となった際、役場職員は責任が持てないという課題があった。

その結果、民間の担い手として地域新電力が必要だという結論に至り、2022年２月の

脱炭素先行地域の計画策定時に、百森でんき㈱を地域新電力として設立する方針とし

た。 

・しかし、このような方向性を検討していた矢先、ウクライナ情勢の影響を受け電力価

格が大きく変動し、事業環境が様変わりした。西粟倉水力発電所からの電力と新規の

再生可能エネルギーで十分賄えるという前提はあるものの、市場から電気を調達しな

ければならない事態が起きた場合は赤字等のリスクを負うことになる。そこで、FIT

で売電した既存電力を市場から買い戻す事業（トラッキング含む）は別会社に分けた

ほうが良いという結論になり、現在の百森でんき㈱では PPA事業が当面の事業内容と

なった。 

 

 

 

 

 

 
17 系統電力とつながっていない電力のこと。 
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主な事業経緯 

時期 主要な出来事・その背景 

2008年 ・「百年の森構想」宣言 

2009年 ・百年の森林事業開始 

2013年 ・森林を活用したエネルギー供給などの取組みで環境モデル都市選定 

2014年 ・バイオマス産業都市 認定 

・温浴施設への薪ボイラーの導入開始（全３ヶ所） 

・にしあわくらおひさま発電所 運用開始 

・西粟倉小水力発電所 運用開始（大規模改修） 

2015年 ・西粟倉村ローカルベンチャースクール設立 

2017年 ・㈱百森 設立 

2018年 ・西粟倉村地域熱供給システム 運用開始 

2021年 ・TAKIBIプログラム 始動 

・小型バイオマス発電 運用開始 

・西粟倉第２小水力発電所 運用開始 

2022年 ・脱炭素先行地域 選定 

2023年 ・西粟倉百年の森林でんき㈱ 設立 

 

エ） 庁内、議会調整 

a） 庁内調整 

・規模が小さい自治体であるため、原則として庁内調整はしやすい。ただし、人員が限

られているため、担当者を確保することが課題となる。また、事業を行うにはリスク

がつきまとうため、強いリーダーシップを持った担当者がいなければ進まない場合が

ある。 

 

b） 庁外調整等 

・住民にとって、脱炭素で排出量がゼロである点や CO2削減量が大きいという点はメリ

ットを感じ難いため、住民に対して、㈱百森が毎年、説明会を実施している。西粟倉

村にある 12集落全てにおいて説明会で地域に出向き、森林に関する事業や取組みの

紹介を行っている。その他に３カ月に一度、住民との交流会を開催している。対象

は、山主に限らず、村民を対象に行っており、住民の１パーセント程度（14人）が参

加している。 

 

オ） 事業の成果 

a） 脱炭素に関するモニタリング方法 

・施設整備等に国の交付金を使っているため KPIが設定されており、村で進捗管理をし

ている。具体的には、環境モデル都市アクションプランに基づき、村有小水力発電事
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業（677t-CO2削減）、木質バイオマスボイラー（172t-CO2）、村民共同太陽光発電

（34t-CO2）等の実績を把握し、国に提出している（数字は 2020年度実績）。 

 

b） 脱炭素に関する成果 

・脱炭素事業は個別事業が複数あっても、2050年に何を目指すかという点は１つであ

り、バイオマス産業都市や環境モデル都市、SDGs未来都市等別々の計画を立てている

ように見えても、脱炭素に関しては環境モデル都市の計画で設定した「2050年度に、

2006年度に対して CO2の排出量を 55％に削減する」が目標である（2013年度の段階

で設定した 50％を引き上げて 55％にした）。 

・目標達成に向けた選択肢は様々あるが、国等の補助金が付く事業を都度選択してい

る。また、脱炭素先行地域で５年間取り組むなどして追加的な事業も行い、大きな目

標に向けて取り組んでいる。現在の進捗としては、2006年度比で約 25％の CO2削減

が実現できている（2020年度実績）。 

・村では、森林の CO2 吸収量によって排出量の何倍もの CO2が相殺される状態である。

現在、年間約３万 4,000ｔ-CO2の吸収に対して、9,900ｔ-CO2程度の排出になってい

るため、村として脱炭素はできていると考えられるが、排出量自体の削減にも目標を

持って取り組んでいる。 

 

c） その他の成果等 

・森林管理を行うことによって J-クレジットの算出ができる。登録作業が最も大変だ

が、村によって既に登録作業は完了しており、現在は㈱百森と村が連携している。㈱

百森でサポートしているのは、登録や管理ではなく販売とモニタリング作業等であ

る。既に、森林経営計画に入っているエリア全体がクレジット化されている状態であ

る（新たに集約化に組み込まれたところがあればその分は増えるが、現在集約化され

ている森林については、ほぼ全てクレジット発行されている状態である）。村は SDGs

等で取り上げられる機会が多いこともあり、購入希望のほうが多い状況である。ただ

し、村としては単純に高く売れるか否かよりも今後の長期的パートナーシップにつな

がるか否かを重視して購入者を慎重に選んでいる。購入希望者が求める排出削減量な

どを伺い、全て相対で販売している。 

 

カ） 課題と対応策 

a） 地域住民の理解 

・西粟倉村のような人口１千人程度の自治体では脱炭素等に詳しい住民は少なく、脱炭素

に係る事業について、議会や住民とスムーズに話をすることや、参画する人を確保する

ことが難しい。ただし、Iターンの住民のなかには環境問題やデータに詳しい人がおり、

結果として、住民よりも村外からの移住者等による脱炭素に関する取組みへの参画が

多いのが実情である。 
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・政策展開が早いことが住民の参画が難しいことに拍車をかけている。例えば脱炭素先

行地域の１回目の公募では、募集から〆切まで３カ月であったため、１～２カ月半で

計画書を作らなければならず、住民と議論することが難しかった。 

 

b） 森林管理による Jクレジットの価格設定 

・Jクレジットは相場を踏まえた価格付けが難しい点が課題である。現在、森林由来の

クレジットがバブルのような状況であり、森林由来のクレジット価格は１t-CO2当た

り１万円や場合によっては２万円などで販売されている。森林由来以外と比較して３

倍以上となっている。付加価値の付け方次第でもあるが、相場の変動等を考えると、

今後の展開への不安がある。 

 

c） ㈱百森の自走化 

・企業の経営状況としては、村からの受託事業がメインとなっているため、政治リスク

が極めて大きい状態である。役場依存の状態から、ある程度独立した形で西粟倉村の

森林を管理する体制を構築するのが課題である。 

 

d） 村内でのメリットの見えづらさ 

・百年の森林事業を進めることによって、最も利益を得ているのは山主だが利益として

認識され難く、木を切って利益を得るのは当然だろうといった感覚があるようであ

る。活躍が目立つ、木を切る作業をしている会社ばかりが優遇されていると誤解し、

自分たちにはメリットがないのではないかといった議論が起きがちである。 

 

e） PPA事業の事業性 

・PPAの契約期間は基本的には 20年であり、太陽光パネルの耐用年数（17年程度）よ

り少し長く、投資費用を回収して少し収益が上がった上で契約が満了する形にしてい

る。村は東と西が山に囲まれており、日照時間が限られている。加えて、冬は雪が降

り、晴れていても雪が降っていれば発電効率は落ちるため、他の地域と比較して発電

量が少なく、不利な土地である。ただし、株主である中国銀行がその点の試算をし、

回収可能であるという見込みが提示された上で始めている。投資回収が正確に何年か

というのは言いづらく、大きな収益があるものではないが、基本的に契約を満了する

間近あたりで投資費用を回収できると考えている。 

 

キ） 今後の拡充・横展開の予定 

a） 自治体における地域内の拡充・横展開の予定 

・木質バイオマス発電・熱供給事業の事業性を確保するためのポイントとして規模検討

がある。一般的に、バイオマス向けの材は量の確保が課題となることが多く、森林計

画を基にバイオマス生産量が決まるため、バイオマス量に合わせた設備規模としてい
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る。㈱百森が森林を管理しているため木質バイオマスの供給量が安定し、さらに長期

的な安定供給の見通しが立っていることから安定した事業となっており、チップ不足

等によって稼働が止まること等もなく、バイオマス事業は順調に進んでいる。ただ

し、村内の木質バイオマスの産出量に基づいて設計しているため、設備規模を拡大さ

せることは考えていない。 

・脱炭素の取組みの拡充としては、村では脱炭素先行地域への応募・採択等を通し、村

が保有する木質バイオマス発電・熱供給設備、小水力発電設備を活かし、運営事業者

となる地域新電力を公民連携により設立し、太陽光発電を導入する等、取組みを拡大

している。 

・森林の価値の最大化の視点からは、資源量の上限を踏まえ、木材生産による木材販売

収益だけでなく、ベンチャー企業等に貸すことで利用料収益を得る等の考え方も選択

肢としている。利用促進に向け、2022年には森林内の通信環境を整備し、森林内のど

こでも通信ができる状態にしている。 

・また、村では、あわくらポイントサービスという行政ポイントの付加サービスを実施

している。様々な事業に参加することでポイントが付与されるが、ポイントは地域新

電力での支払いにも活用可能とする予定である。現在、デジタル田園都市国家構想推

進交付金の TYPE2（データ連携基盤を活用したサービス実装を支援する事業）で仕組

みを開発中であり、2023年度中に試験的に始める予定である。 

・事業の拡充、データ活用の観点では、FITで売電している水力発電所の電力に関し、

百森でんき㈱とは別の会社を通じてトラッキングを付け再び村に買い戻すことも計画

している。役場は百森でんき㈱が作った PPA事業の電力と西粟倉村水力発電所が作っ

た電力を新電力会社から買い戻し、トラッキングを付けて再生可能エネルギーとして

西粟倉村産電力であることを証明した上で供給を受ける。こうすることで、役場の電

力は 100％西粟倉村産の再生可能エネルギーになり、排出量はゼロになるという仕組

みである。 

・現在、再生可能エネルギーにも取り組んでいるが、太陽光をはじめとした設備は個別

に整備されており、見える化も個別に行われている。そこで、エネルギーマネジメン

トシステムを構築し、全て一元的にオープンデータプラットフォームに入れ、対外的

に取組状況を分かりやすく発信することも考えている。オープンデータプラットフォ

ームには他のデータも入るため、データを企業に提示することで、村で実証試験をし

てみようといった話につながれば良いと考えている。 

・事業の拡充や横展開においては補助事業の活用も重要となるが、近年、補助事業の採

択に向けては、ストーリー性や B/C（費用対効果）が求められるケースが多い。国の

補助金において、こうした点が求められるのは当然でもあるが、中山間地域は、庁

舎、学校等の村内では比較的大きな施設で脱炭素に取り組んでも大きな B/Cが出るわ

けではなく、一方で都市部の大きな民間工場やビルで取り組んだほうが効果は高いた

め、B/Cのみを指標とすると条件が厳しい場合がある。中山間地域のように資源が豊
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富にある一方、中小施設が多い地域で、脱炭素が進んだとしても B/Cは弱くなってし

まう地域における課題の１つと考えている。一方、環境モデル都市や脱炭素先行地域

のように、都市や中核、中山間地域を大中小の地域別のイメージで設定している事業

では、削減量のみの指標ではなく、地域全体の持続性をいかに高めるかという視点も

ある。しかし、地域経済循環や社会の活力など、様々な効果を申請書に記載しなけれ

ばならないため、作業負担がハードルとなることも危惧される。 

 

b） 事業者における拡充・横展開の予定（㈱百森） 

・㈱百森は林業のみを行う会社ではなく、全体の森林利用を管理する会社として機能す

る必要があると考えている。例えば、西粟倉村の山林をどこかの企業が活用したい場

合等に、その事業が適正なのか否か、どの土地が適正なのかといった点等をアドバイ

スし、その土地を貸して利用料収入を得る事業も検討している。森林を用いた企業研

修の受け入れや森林を用いたサバイバルゲームの提供等で事業の幅を広げることを検

討している。 

 

c） 事業者における拡充・横展開の予定（百森でんき㈱） 

・再エネ設備の維持管理業務を担う百森でんき㈱は、PPA事業では販路の拡大に課題が

あるため、事業拡大は難しい状況である。これは、PPA事業では、村内の多様な施設

の屋根を借りて太陽光パネルを置き、定期的にメンテナンスに訪問する必要があるた

め、事業規模を拡大して遠方にパネルを設置してしまうと、訪問しきれなくなること

や、貸主の人と良好な関係を築く上で無理が生じるためである。人員も増やす必要が

出てくるため、そこまで販路を広げることができない。 

・太陽光発電では収益に上限がある点も課題となる。太陽光発電の収益は、置いたパネ

ルの枚数だけでなく、日照時間・売電単価によっても左右される。日照時間は天気次

第であり、売電単価も大手電力会社の金額と連動して動かさなければならない部分が

あるため極めて変動的・不確定な要素が多く、慎重な事業運営が必要である。 

・水力発電所やバイオマス施設の運用保守業務は、村から支払われる金額はほぼ固定

（発電量など、運用実績によって変動しない）であるため、トラブル対応等の突発的

な業務が増えると、それだけ人件費等のコストも増え収益が下がる。このように、

PPA 等の地域新電力事業は天候や設備の状況によって収益減の可能性がある点で、当

社はそれほど事業性の高いビジネスではないと認識しており、他にも地域の課題を解

決する等の観点で、収益源となるビジネスモデルを模索していく方針である。 

・具体的には、再生可能エネルギーとの親和性を考慮し、耕作放棄地等を利用したソー

ラーシェアリング（畑に太陽光パネルを設置して発電しつつ、日照量が少なくても育

つ農作物を育てる）などが選択肢としてある。まだ大まかな検討段階で将来的に何を

するかは未定だが、当面の計画である公共施設への太陽光パネル導入が完了するまで

には何らかの新事業を立ち上げたい。 
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ク） 他自治体へのアドバイス 

a） 自治体によるアドバイス 

・自治体だけで取り組んでも解決が難しい課題が多く、いかに多くのステークホルダー

と上手に結びつき、その人たちに解決してもらうかという発想が必要である。視察に

来た自治体が、西粟倉村の実施している事業を自治体だけで再現しようとする傾向が

あるように感じる。自治体だけで取り組むよりも、民間の事業者と一緒に実施する仕

組みを検討してほしい。 

・公民の有意義な連携のためには、自治体として何がしたいのか、何をするのかという

段階で、自治体と事業者が考えを出し合って議論し、計画を一体となって作り上げる

ことが重要である。補助事業の場合は、申請前の段階で議論をしっかりと詰めておく

ことで、採択時にお互いに狙った方向に進んでいける。最初の議論の段階が非常に重

要だと考えている。事業者にとっては、採択されれば必ず共同提案者として事業に参

画できるという前提があると魅力になる。事業者は、事業を実際に行うことで自社の

ノウハウを蓄積できるものであり、計画作りへの参加だけではメリットがないため協

力してくれる事業者は少ない。もし、事業構築を公民で進めたにも関わらず、実施に

あっては計画策定までの関係がリセットされ、全て入札等で新たに選定するとなれ

ば、事業の考え方をしっかりと理解した事業者と連携できないこととなる。脱炭素先

行地域では、連携する事業者が共同提案者となることからどんな事業を実施するかが

明確であるため、事業を開始してから事業が全く違う方向に流れない仕組みになって

いる。 

・脱炭素先行地域においては、共同提案者として民間事業者がおり、基本的に計画を出

す際には、どの事業者がどの部分を担うのかといった議論は全て終了している。計画

全体が関係者によって認識されており、そうそう脱線することはない。本事例とは別

であるが、デジタル田園都市国家構想交付金も同様の仕組みである。採択された後、

間を置かずにスタートでき、年度内管理をしなければならないものもある。非常に実

行性が問われるため、行政が鉛筆をなめて書くような話ではなくなる。 

・脱炭素先行事業については、採択をされる前に、村としての方向性等を提示し、知見

のある事業者に参画してもらっている。計画書ができる段階で、実行性を担保するた

めに、どのような主体と連携しているかを記載する。共同提案者として進捗管理は中

国銀行が、また、テクノ矢崎㈱が全体の調査や実施設計をし、村のアドバイザーとし

て動くこととなっている。 

・一方で、太陽光パネルを公共施設の屋根に設置したり、地中熱利用設備等の工事業務

は競争入札を行っている。 

・連携先の事業者の見つけ方は様々である。地域熱供給を平成 28年に計画した際、村

には知見がなかったため、事業者からの提案に対して良し悪しの判断やアドバイスを

する、セカンドオピニオン機能が必要であった。また、収益的な面では大きな期待が
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できない仕事であるため、西粟倉村での脱炭素事業について最もよく把握していた民

間事業者と一緒に事業を進めてきた。 

・地域の森林や資源を使いたくても使えなくなることが大きな課題としてある。西粟倉

村でも、相続によって都市部に所有権が流出していることにより、村外の山林所有者

が 32％にのぼるが、幸いなことに昭和 60年代に国土調査が終わって登記がなされて

いるため、地番、境界所有者が明確であり、所有者を追いかけることができた。この

点は他の自治体と比べるとはるかに有利と言える。しかし、それでも所有者にアプロ

ーチして「百年の森林構想」等に入ってもらわないと地域に利用権が残らない。地域

に資産はあるけれども利用できないという状態が拡大していく様子が目に見える。こ

の課題を解決しなければ、地域は資源を使えない。 

 

b） 事業者によるアドバイス（㈱百森） 

・㈱百森の事業は、役場が公金を投入してでも、森林管理をしていくことで村として生

き残るという覚悟があるからこそできている事業である。しかし、一般的な自治体で

はそのような覚悟を持てる自治体は少ないかもしれない。西粟倉村には資源が森林し

かないため、森林を活用する事業に注力することができた。しかし、商業や農業等の

事業性が高い地域では林業が後回しになるのが当然と考えられる。林業は、リードタ

イムが 70年ある商品を扱う時点で事業性が厳しい。農業ならば毎年収穫でき、商業

であれば短いスパンで回せるため、林業以上の事業性がある。林業は産業としてかな

り厳しい状況にある。ただし、大きな視点で考えると、防災面の効果等もあるため、

その地域において、どのような森林管理をするべきなのかという観点で検討するのが

良いのではないか。大量に植林して伐採する林業モデルは戦後のスタイルであり、よ

うやく１サイクル目が終わる。つまり、まだ１回目の試行の状態であるため、良いか

悪いかの判断はまた 50年ほど待たなければ分からない。林業はどのような施策を行

うべきか等の判断が難しい事業である点を理解する必要がある。 
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コラム ZEBの導入について 

①事例１：愛知県における公共施設の ZEB化事例 

事業概要 

事業名 愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所整備等事業 

実施地 愛知県名古屋市 

公民連携手法 PFI（BTO、サービス購入型） 

事業概要 

愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所の建て替えにあ

たって、PFI事業を実施し、公共施設・研究施設では全国トップ

水準である Nearly ZEBを達成した事業。環境先進自治体のシン

ボルとなる ZEB施設の整備を目的として実施。 

 

 PFI事業の公募にあたって、ZEBのランクによって差がつく配

点を行うことで、事業者提案による高いランクの ZEB 化を実現

しており、シースルー型太陽光発電や超高効率熱源システムな

ど最新の技術も導入されている。 

 また、実際に年間の一次エネルギー使用量（2020 年度・2021

年度実績）が基準建築物（省エネ性能の一般的な同規模の施設）

と比較して約 98％の削減となるなど、設計段階だけではなく運

用段階でも Nearly ZEBの達成が確認されており、継続的な脱炭

素の取組みが行われている。 

ZEB ランク 

仕様 
省エネ基準 

（一次エネルギー消費量の削減） 

ZEB Ready 50％以上 

Nearly ZEB 75％以上（創エネ含む） 

ZEB 100%（創エネ含む） 

出典:環境省 HP等から日本経済研究所作成 

関

係

者 

公共 愛知県 

民間 

あいち ZEBサポート㈱ 

代表企業：大成建設㈱名古屋支社 

構成企業：大成有楽不動産㈱ 

事業者の ・設計、建設（ZEBを目指した建築計画、設備導入等）。18 

 
18 「基本設計先行型 PFI 事業」で、基本設計、ZEB 方針等の検討は愛知県にて行った。 
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業務範囲 ・維持管理（設備の適切な運転管理、エネルギー使用量等の報

告）。 

事業規模・補

助事業等 

・事業費 6,707百万円 

・活用した補助事業 

ZEB 化：国交省「サスティナブル建築物等先導事業」、 

建て替え事業：国交省「社会資本整備総合交付金」 

計画における 

位置付け等 

・あいち地球温暖化防止戦略 2030（改訂版）では、「環境調査セ

ンター・衛生研究所の ZEB 認証取得及び当該施設を活用した

啓発」が産業・業務部門における温室効果ガス削減の主な取組

みの一つとして位置付けられている。また、重点施策の一つで

ある「建築物の脱炭素化の推進」等でも、本事例が取り上げら

れている。 

 

事業紹介 

 

愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所 

 

出典：愛知県 HP 

 

①事業契機 

 愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所の老朽化に伴う建て替えの際に、「環境首

都あいち」として全国のモデルとなる施設の整備を企図した。「基本設計先行型」方式の

PFI事業で整備されている。 

 

②事業内容 

 建て替えにあたって ZEB化を目標とし、実施設計・建築期間中の 2018年 10月に Nearly 

ZEB の認証を取得。基準建築物と比較した場合のエネルギー消費量について、2020 年度

と 2021年度の実績では設計段階での見込みを超える 98％の削減となった。 

事業者による維持管理には、設備の適切な運転管理のほか、エネルギー使用量等の報

告も含まれており、維持管理段階における継続的な脱炭素の取組みがみられる事業であ

る。 
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③ZEBの実現 

要求水準書の段階で ZEB に関する定量的な基準を示し、多くのエネルギーを消費する

研究施設ではトップ水準の ZEB を目指す方針を打ち出した。事業者提案により最新の環

境配慮技術が導入され、基準建築物と比較した場合のエネルギー消費量が 85％（省エネ

で 57％、創エネで 28％）削減され、Nearly ZEBを実現する設計となっている。 

 

愛知県環境調査センターで導入されている新エネ・省エネ技術 

出典：愛知県「愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所 新本館・研究棟の整備・ZEBの概要」 

 

④モニタリング 

 ZEBの実現に向けては、事業期間を通して県と事業者で協力体制を構築することを要求

水準書にて定め、「ZEB推進会議」を設置し、本会議を中心に ZEB化が進められてきた（現

在は総括管理者維持管理定例部会に吸収され、廃止されている）。 

エネルギー消費量等の実績については、月に１回、事業者がレポートとしてとりまと

め県に提出を行うなど、継続的な取組みが実施されている。 

 

⑤今後の見込み 

 「あいち地球温暖化防止戦略 2030（改定版）」においても、本施設による普及・啓発活

動の取組みが取り上げられるなど、県民の意識醸成に今後も活用されていく見込みであ

る。 
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②事例２：葛飾区における公共施設の ZEB化事例 

事業概要 

事業名 葛飾区が所有する施設における ZEBの標準化事業 

実施地 東京都葛飾区 

民間企業との

関わり方 

民間企業への工事発注 

地域内企業の育成 

事業概要 

葛飾区では、公共施設の新築・改築にあたっては、設計段階で

省エネ性能を明確化し、ZEB Ready以上の認証を目指す ZEBの標

準化を進めている。 

 既に、2024年度中に竣工予定の清掃事務所で ZEB Ready の認

証を取得しており、設計段階でエネルギー消費量の 51％削減を

達成している。現在進行中の学校改築計画においても、ZEB 

Ready以上を目指して設計を進めている。 

 既存建築物についても、ZEB 化を目指して、施設の省エネ性能

を高める検討を行っており、本格的な ZEB改修の実施に向けて、

試験的に小学校の１教室を断熱改修し、温度変化等のデータの

検証を行っているところである。 

事業者の 

業務範囲 

ZEB 化にかかる設計・建設 

計画における 

位置付け等 

・「第３次葛飾区環境基本計画」の「基本施策５ 脱炭素に向け

たライフスタイルの推進」における取組内容の一つとして、

「葛飾区役所における率先した環境行動」があり、公共施設の

新築・改築時の ZEB の標準化が主な取組みとなっている。ま

た、公共施設の改修でも、ZEB化を目指した検討を進めること

が主な取組みとなっている。 

・「葛飾区地球温暖化対策実行計画（事務事業所編）」の「公共施

設における省エネルギー対策の推進」において、「ZEB の標準

化の推進」が示されており、「ZEB の推進に係る目標」として

「今後建て替え等を行う公共施設については、ZEB Ready以上

の認証を目指し ZEB の標準化を進めます。認証が実現困難な

施設は、可能な限り省エネ性能を高めます。」と掲げている。 

 

事業紹介 

①事業契機 

葛飾区では、温室効果ガス削減対策の一環として、正式な組織決定を経て、公共施設の

新築・改築における ZEB の標準化を進めている。標準化にあたっては、費用対効果の検

証を行い、ZEB化することによる建築費の増加分は、ランニングコストの削減によって回
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収可能であるという結果を得ている。 

なお、葛飾区は、かねてよりゴミのリサイクル等について、町内会などの地域団体も積

極的に取り組んできた経緯があり、区民の環境への意識が比較的高い地域であったこと

も先進的な取組みを後押ししている。 

 

②事業内容 

ZEB の標準化に向けて、既に、2024 年度中に竣工予定の清掃事務所で ZEB Ready の認

証を取得している。また、現在進行中の学校改築計画においても、ZEB Ready 以上を目指

して設計を進めている。 

ZEB 改修についても小学校の１教室を断熱改修し、検証を進めており、区内約 50 の小

学校については、ZEB認証が難しい場合でも、できる限りの断熱改修を進めたい方針であ

る。 

ZEB の導入にあたっては、環境面の効果や区による費用対効果検証結果だけではなく、

小学校における学習環境の確保等多面的な効果を強調して進めている。 

 

③ZEBコストの検証 

葛飾区では、公共施設の建設にあたって従来から 30%程度の省エネ基準を仕様としてい

たため、ZEB Readyの認証に対応した仕様へ変更しても建築費の増加は抑えられた。この

場合、ZEB導入にあたって葛飾区が行った費用対効果の検証では、ZEB導入による増加分

は、ランニングコストの削減によって約６年程度で回収可能であることが分かった。 

なお、検証は建築物省エネ法を検査・審査していた区職員を中心に行った。そのような

ノウハウのある人材は他の特定行政庁や、都道府県、政令市には存在すると考えられる。 

 

④横展開・広がり 

 葛飾区が率先して ZEB 発注を行うことにより、地元事業者における ZEB 技術の普及が

期待される。地元事業者に知見が蓄積されることにより、公共施設だけではなく、家庭や

事業所への ZEB・ZEH が普及していくことも期待される。なお、ZEH の普及に向けて、国

や東京都の補助金に上乗せして使用できる区独自の補助金も整備している。 

また、葛飾区の呼びかけがきっかけとなり、東京 23区の特別区長会から「2050年「ゼ

ロカーボンシティ特別区」の実現に向けた特別区長会共同宣言」が 2023年に出されてい

る。同宣言を踏まえ、特別区における気候変動対策の推進組織が設置され、ZEB・ZEH 普

及の推進も検討事項の１つとなっている。 

 

⑤課題、今後の状況等 

現在は、ZEBの評価基準が限られているが、今後事例が積み重なっていけば、評価項目

が見直され、さらに ZEBを進めやすくなるのではないかと期待している。 

また、今後、葛飾区においても ZEB による効果の実績がでてくるが、自治体の事業は
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複合的で効果の切り分けが難しいため、数値的な効果だけはなく、環境教育など多面的

な効果を考慮したいと考えている。 

国による制度や補助金については、地方向けのものが多いが、都市部でも一般財源を

環境政策に回す余裕はなく、排出量の多い都市部が競争して削減していくような仕組み

が都市部でも必要とされている。 

 

葛飾区清掃事務所 

 

出典：葛飾区 HP 
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第３章 総括 

各事例が公民連携で進められた背景には、脱炭素事業に高い専門性・継続性が求め

られることが挙げられる。高い専門性を持った民間事業者の技術力が不可欠となる点

は、昨年度の報告書において、脱炭素事業に公民連携で取り組むメリットとして取り

まとめたとおりである。また、専門性を持つにはある程度、継続して脱炭素事業に関

わることが必要だが、自治体職員は異動があるため、長期的に関わることが難しい場

合があり、長期的な担い手としての民間事業者が必要となる。 

このように、脱炭素事業において公民連携が求められることを踏まえて、総括にお

いては、下記の「取りまとめの視点」に基づき、５つの調査対象事例を参考に、脱炭

素事業を公民連携によって進める方法・ポイントを公共側の視点から整理する。 

ただし、脱炭素事業を公民連携によって実施する際には多様な進め方があることか

ら、必ずしも本資料に示した方法に限るものではない。 

 

事業段階の考え方 

 

 

取りまとめの視点（再掲） 

 

・令和４年度の報告書において整理した、脱炭素事業の構築・推進時のポイントのと

おり、脱炭素事業は公民連携で進めることで公民双方にメリットがあるため、今

後、多くの地域において、公民連携によって脱炭素事業が進められることが期待さ

れる。 

・公民連携による事業の進め方には様々な方法があり、地域特性を踏まえた事業も多

いため、画一的な進め方を示すことは困難である。そこで、本報告書では、今後、

公民連携により脱炭素事業を推進する参考情報となるように、下記の視点に基づ

き、調査対象事例を参考にしながら、事業を進める方法・ポイントを整理する。 

 

 

 

STEP１
事業発案

STEP２
導入可能性調査

STEP3
事業体制の構築

STEP４
施設・設備の整備・運営

STEP５
モニタリング

●事業の拡大・横展開

視点① 視点②

事業の拡大・横展開事業の実施・運営事業構築
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視点① 公民連携による効果的な脱炭素事業の構築・推進手法、留意点 

・脱炭素事業の公民連携による進め方について、事例を基に事業段階別に実施事項を

整理する 

 

視点② 拡大・横展開に向けた課題等 

・脱炭素目標の達成に向けては、個別の事業実績を積み重ねながら、拡大・横展開を進

めることが求められることから、拡大・横展開に向けてどのような課題があるかを、

事例を基に整理する 
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１. 『事業構築段階』の進め方 

事業構築段階 

STEP１ 事業発案 

発案主体 

 

事業の発案主体別のポイント 

 事業の発案主体としては、公共、事業者、共同（公共と事業者）の３パターンが

考えられ、各パターンにおけるポイントを整理した。 

 なお、脱炭素目標の達成に向けてはより多くの自治体での取組みが必要となるこ

とを踏まえ、複数の自治体をまたいだ広域的な取組みによる事業構築の検討も重

要となる。 

 

①公共の発案による事業化 

・脱炭素に係る構想や計画等に基づき事業化の具体的な検討を行う必要がある。 

・国や都道府県の補助事業をきっかけに事業化を検討することも効果的である（②事

業者、③共同での発案による事業化においても同様）。 

・活用可能な補助事業に関する詳細な情報の収集や、脱炭素に関する技術面での観点

から公共だけで事業を検討することは困難であるため、公共の発案の場合でも知見

のある事業者に相談しながら事業を構築することが重要である。 

事例における進め方等 

〇石狩市 

・水素戦略構想を策定し具体的な事業化の機会や方法を検討する、北海道のエネ

ルギー地産地消事業化モデル事業を活用して、事業を構築することとした。 

〇西粟倉村 

・「百年の森林構想」に基づいて公民連携で森林整備を進めており、村が事業全

体を管理するなかで木質バイオマスの燃料となるチップの供給可能量を把握し

ていたことから、チップ供給量にみあう規模の木質バイオマス発電・熱供給設

備の整備事業の構築につながっている。 

 

②事業者の発案による事業化（事業者の発案を呼び込むポイント） 

・公共が脱炭素事業の積極的な取組方針を示すことが、事業者から事業提案を受ける

機会につながるため、重点的に進めたい分野の方針等を対外的に可能な限り詳細に

示すことが重要である。 

・事業内容を検討する際、公共から事業者へ積極的に相談を行うことで事業者からの

提案につなげることができる。なお、民間事業者と出会うためのポイントについて

は P92を参照。 
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・事業者は事業への参画の可能性が高い場合等に提案へのインセンティブが働くこと

から、事業を提案した事業者と連携する枠組み（連携協定等）を示すことも効果的

である。 

事例における進め方等 

〇浜松市 

・「浜松市エネルギービジョン」において、日射量が多いという特徴を活かして

太陽光発電を中心とした再エネ導入を推進することや、地域独自の電力を確保

して防災機能の強化につなげることを掲げていた。市のビジョンの実現につな

がる事業を事業者が提案し、市が採用したことで連携協定をベースに事業化が

行われた。 

 

③共同での発案による事業化 

・脱炭素に関する計画を策定した場合、計画に基づき優先的に実現すべき施策等につ

いて、公民共同で事業の具体化に向けて検討することが重要である。 

・事業内容や提案内容を限定しすぎず事業者から多様な提案を求め、それに基づき公

民共同で具体的な事業を検討する方法も効果的である。 

事例における進め方 

〇ニセコ町 

・環境モデル都市アクションプランに基づき、高気密・高断熱の住宅地を整備す

る具体的な方法等について、町からアクションプラン策定事業者に相談を行

い、結果的に策定事業者と共同でまちづくり会社を設立し、住宅地整備を事業

化するに至っている。 

〇小田原市 

・国の補助事業である脱炭素型地域交通モデル構築事業に共同で応募する事業者

を市が公募。EV事業を主軸としたスタートアップ企業が応募し、補助事業の採

択によって事業化に至った。事業内容、事業者要件を厳しく設定せずに公募し

たことで、事業者が得意とする分野である EV事業に関する提案がされ、市と

事業者が共同で具体的な事業内容を検討した。  

 

＊民間事業者と出会うためのポイント＊ 

○公民連携によって事業を実施するためには、信頼できる民間事業者と関係性を

構築しておくことが重要である。 

○ヒアリング先自治体においては、例えば次のような方法で民間事業者との面識

づくりや意見交換を行っているとの意見が聞かれた。民間事業者からの事業提

案等だけに頼るのではなく、公共側も積極的に行動することが重要である。 
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・地域課題等に基づく事業に関し、自治体から事業者に前広な相談をする

（事業者においても、自治体から相談があると提案がしやすいとの意見があ

った。） 

・自治体と企業を中立的な立場から結びつけ公民連携を後押しする中間支援

組織を活用し、自治体が求める知見を持った事業者・人材と関係を構築す

る 

・国によるマッチングイベントに参加し、様々な民間事業者と面識を持つ 

・展示会に参加し、民間事業者が持っている技術・ノウハウ等の情報を収集

する 

・過去の委託事業の受託者等とコンタクトを継続し、公共において検討して

いる新たな事業のアイデア等の意見交換が可能な環境を作っておく  
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事業構築段階 

STEP１ 事業発案 

事業内容 

 

事業内容の検討方法別のポイント 

 どのような事業内容とするべきかを検討する際のポイントについて、事例を基に

３つの視点別に整理した。 

 

①地域課題に基づく検討 

・自治体には脱炭素目標の設定や率先した取組みが求められているが、脱炭素事業は

直接的な効果が住民に見えづらい特徴がある。事業の意義について庁内外の理解を

得るためには、脱炭素と地域課題の解決を両立する事業を構築することが重要であ

る。・また、脱炭素事業には様々な選択肢があるが、地域課題の解決との両立を目

指すことで、自治体として優先的に取り組むべき事業を絞り込むことができる。 

・なお、地域にとっては、脱炭素事業を推進することで、エネルギー代金の域外流出

の防止等により地域経済循環の強化も期待される。公共が脱炭素事業に取り組むに

あたっては、域内循環の強化による地域裨益の視点も重要となる。 

事例における進め方 

〇石狩市 

・北海道胆振東部地震後の大規模停電を教訓に地域防災の強化が求められていた

ため、送配電網上、脆弱な地域である厚田地区において、災害時の指定避難所

等を含む５施設を対象としたマイクログリッドを整備する事業を構築した。 

〇ニセコ町 

・住宅数が不足していることや、地域経済循環構造の観点から、エネルギー代金

による所得の域外流出防止のために域内循環を増やす必要性が指摘されてい

た。冬季の暖房により住宅から排出される CO2の量が多いことも分かっていた

ため、高気密・高断熱住宅による集合住宅地を整備する事業を構築した。 

〇小田原市 

・地域のレジリエンス向上が求められ、遠隔で EVの位置情報や蓄電池残量を確

認し、災害時に避難所等へ効率的に EVを配車できるシステムを構築した。 

〇浜松市 

・公共施設のレジリエンス確保が求められ、災害時に公共施設への電力供給が可

能となる自立・分散型電源を導入する事業を構築した。 

〇西粟倉村 

・村の資源である森林を活かし、林業を起点とした地域経済の活性化・人口減少

対策等に取り組むこととした。しかし、製材等には適さない木材が全搬出量の
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約３割を占めることから、この木材を活用して事業性を向上させるため、村営

の木質バイオマス発電・熱供給システムを構築した。 

 

＊各事例における事業に対する評価・満足度＊ 

・事業における自治体の満足度を定量的に示すことは難しいが、各事例において

は、脱炭素面での効果が生じていることの他、上記の地域課題が解決されてい

ることに対し、一定の評価をしている様子がうかがえた。 

 

②CO2排出特性に基づく検討 

・地域の CO2排出量について分野やエネルギー需要の種類（電気・熱等）毎に分類

し、優先的に取り組むべき対策を選定することが重要である。 

事例における進め方 

〇ニセコ町 

・「第２次環境モデル都市アクションプラン」策定時、町内の CO2排出量のうち

７割が建物由来であることを確認。さらに、庁舎についてみると、CO2排出量

の 43％が冬季の暖房由来であり、熱の需要を減らす必要性を認識したことか

ら、庁舎や、住宅における高気密・高断熱化事業を構築した。 

 

③地域資源に基づく検討 

・地域の特性を踏まえ、地域内の資源を活用して事業性のある脱炭素事業を構築する

ことが重要である。 

事例における進め方 

〇浜松市 

・全国トップクラスの日射量を誇る地域であるため、その日射量を活かした太陽

光発電を行うことによって高い事業性を確保している。 

〇西粟倉村 

・「①地域課題に基づく検討」と重複するが、村内に豊富に存在する木材を活用

することで、安定的な燃料調達が可能となり、木質バイオマス発電・熱利用シ

ステムを整備することができた。 
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事業構築段階 

STEP２ 導入可能性調査 

事業性 

 

事業性の検討方法のポイント 

 事業の継続性を考慮した事業の検討が重要である。 

 事業性を確保するためには、運営期間の収益、適正な設備規模の設定、補助事業

の活用による初期投資の負担軽減等を踏まえて事業の実施可否を判断する必要が

あることから、そのポイントを整理した。 

 また、事業者の視点で事業リスクを踏まえた事業性を判断することも重要であ

る。 

 

① 需要の確保 

※主にマイクログリッド、太陽光発電、EV等の導入における検討事項 

・需要が小さい場合は事業性が低下することがあるため、例えば太陽光発電事業の場

合、なるべく多くの施設や大規模な施設を候補とする等、需要を確保することが重

要である。 

・また、公共が需要家となり長期・固定のサービス料を払うことによって需要・事業

性が確保される場合もある。 

事例における進め方 

〇小田原市 

・EVシェアリング事業においては、EVの稼働率が事業性を大きく左右するた

め、事業者は需要量の想定に基づき導入台数を設定している。 

〇浜松市 

・隣接する２～３の施設に太陽光パネルを導入して１つのマイクログリッドを構

築し、８つのマイクログリッドを系統電力で結び余剰電力を融通できるシステ

ムを構築する事業である。施設間の距離が近いこと、電力需要量の平準化効果

があること、太陽光パネル荷重に耐えられる施設であること、大規模改修が予

定されていないこと等を条件に対象施設を選定し、各マイクログリッド内の施

設の電力需要量に合わせた太陽光発電設備を導入している。 

・事業コンセプトの１つである２施設の一括受電による効率的なエネルギー融通

に適した設備を可能な限り多く選定したことが、事業規模・事業性の確保につ

ながっている。 

 

② 需要量・資源量に基づく適切な設備規模の設定 

・主に木質バイオマス発電・熱供給設備等の場合、設備の稼働率を維持することが事

業性の確保につながるため、安定的に入手可能な資源量に基づく設備規模とし、稼
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働率を落とさずに運営することが重要である。そのためには、長期的な視点で調達

可能な資源量について見通しを立てる必要がある。 

・太陽光発電の導入事業やＥＶシェアリング事業の場合、対象とする施設の用途や EV

の駐車場が駅近くに立地できるか等によって需要量が変わる。需要量に応じた設備

規模とすることが重要である。 

事例における進め方 

〇小田原市 

・EVの貸出場所の利便性が悪いと稼働率が下がるため、事業者が需要量を見極め

て導入台数を設定することが重要である。 

〇西粟倉村 

・一般的に、バイオマス事業では、燃料となる薪や木質チップの安定的な確保が

課題となることが多い。西粟倉村では、村の森林計画を基に算定されたバイオ

マス燃料の生産量に合わせた規模の設備で設計した。 

・そのため、バイオマスの不足によって稼働が止まる等の問題もなく、設備を安

定的に稼働させることができている。 

 

③ コスト効率の良い設備の導入 

・一般的に設備規模等を大きくすることでコストメリットが働く一方、初期投資額の

負担が大きくなる。 

・事例を踏まえると、コスト効率の良い設備・対象施設を選択することや、初期投資

額の上振れの可能性を検討しておくことが重要である。 

事例における進め方 

〇石狩市 

・太陽光発電の電力を水素と蓄電池で貯蔵し、これらを活用して電気の自給率を

高めることで事業性の確保につなげている。水素はまだ導入実証の段階であ

り、蓄電池に比べて電力の変換効率が低いため、水素エネルギーシステムと蓄

電池の規模のバランスを取る（蓄電池の比率を大きくする）ことで事業性を確

保している。 

〇ニセコ町 

・まちづくり会社が整備する高気密・高断熱住宅について、物価上昇により当初

の想定以上の整備費用を要することとなった。既に販売が開始されており良好

な売れ行きであるが、初期投資の増加は投資回収までの負担増加につながる。 

〇浜松市 

・マイクログリッドの構築においては、対象施設を増やすことで規模のメリット

が働く一方で、施設間を自営線で結ぶ必要があるため、施設間が離れていると

自営線の敷設距離が長くなりコスト効率が低下してしまう。そのため、浜松市

では、概ね十数 m以内の距離の施設を選定した。 
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事業構築段階 

STEP２ 導入可能性調査 

費用対 CO2削減効果の算定 

 

費用対 CO2削減効果の算定のポイント 

 費用対 CO2削減効果の算定に関するポイントを整理した。 

 

 ①費用対 CO2削減効果の算定・比較 

・脱炭素を効果的に推進するためは、限られた予算を有効に活用し、CO2削減効果の

高い事業（費用対 CO2削減効果の高い事業）を構築することが重要である。 

・現実的には、前述したような過程を経た事業構築が多いため、費用対 CO2削減効果

の観点から事業の選択や事業規模の検討を行うことが難しい場合もある。そういっ

た際は、例えば、類似事業の費用対 CO2削減効果の値を参照すること等で、事業の

改善事項がないかを検証し、費用対 CO2削減効果を向上させるプロセスを持つこと

が重要となる。 

・こうした検討のため、導入可能性調査等の段階において、CO2削減効果や、CO2削

減効果を左右する事業成果（再エネ発電設備の場合の発電量等）についての定量的

な見込みを整理することが重要である。 

 

参考 各事例における事業費と排出削減量 

  

 

  

 

 

 

参考
自治体の総排出量
2020年度

本事業の排出削減量
（総排出量に占める削減比率）

事業費自治体名事業名

679千t-CO2
約53t-CO2

（総排出量の0.0078%）
約5億円

石狩市
（北海道）

石狩市厚田
マイクログリッドシステム運営

事業

40千t-CO2

ー（街区整備中）
※旧庁舎と比較した新庁舎の
CO2削減量は74t-CO2
（総排出量の0.185％）

約40億円
※本事業に先行して実施した高気密・高

断熱の新庁舎建設：約21億円

ニセコ町
（北海道）

NISEKO
⽣活・モデル地区
構築事業

1,562千t-CO2

約27t-CO2
（総排出量の0.002％）

※市役所以外のステーションを含む
本事業全体の削減量

約140万円～210万円
（EVステーション1ヶ所の整備費用、EVの

購入・リース費用は含まない）
※自治体による費用負担なし

小田原市
（神奈川
県）

エネルギーマネジメント連動型
EVシェアリング事業

4,301千t-CO2
1,339t-CO2

（総排出量の0.03％）
約8億円

※自治体による費用負担なし
浜松市

（静岡県）
分散型エネルギー事業
「浜松グリッド８」

7千t-CO2
3,300t-CO2

※2006年比の削減量
（総排出量の47％）

約14.8億円
※地域熱供給、薪ボイラー、小型バイオガ

ス発電、小水力発電所

西粟倉村
（岡山県）

百年の森林事業
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事業構築段階 

STEP３ 事業体制の構築 

事業者選定・体制づくり 

 

事業体制の構築におけるポイント 

 公民連携によって事業を実施するためには、事業の担い手となる民間事業者の選

定や、新たに事業体を設立して推進体制を構築する等の方法があるが、事例をも

とにポイントを整理した。 

 

①公募や連携協定による事業者選定 

・公募により広く担い手を募集する場合、導入可能性調査等において委託内容や事業

者の条件を明確に整理しておく必要がある。 

・事業提案を行った事業者との協定締結等により連携しながら事業を構築すること

で、スムーズな事業開始につながる。 

・なお、事例によっては関係者の数が多い場合や、事業年度が複数年にわたる場合な

ど、契約が複雑化することもあることから公民が協議を重ね契約内容を決定するこ

とが望ましい。 

事例における進め方 

〇石狩市 

・導入可能性調査においてマイクログリッドの要件を設定し、マイクログリッド

の構築（設計・施工）業務の受託者を公募した。 

・運営業務は、設計・施工業務とは別の事業者でも受託可能であると想定された

ことから、別途、公募によって事業者を選定している。 

〇小田原市 

・環境省の補助事業である『令和２年度脱炭素イノベーションによる地域循環共

生圏構築事業』（脱炭素型地域交通モデル構築事業）に、市とともに採択を目

指す事業者を公募し、プロポーザルにより選定した。 

・公募時点では、事業者からの多様な提案を期待し、事業内容は EVシェアリン

グ事業に限定していなかった。 

〇浜松市 

・浜松市デジタル・スマートシティ構想に基づく官民連携の組織体（浜松市スマ

ートシティ協議会）では企業からの事業提案を随時募集しており、㈱シーエナ

ジーとオムロン㈱からの事業提案を受けて事業化した。 

・事業の先進性等を鑑み、協定をベースにして事業者とともに事業化を進めてい

る。 

  

 



  

100 

②公民の共同出資により会社を設立 

・事業の担い手となる既存の事業者を見つけることが難しい場合、公民での共同出資

による会社（新たな事業体）を設立することで事業体制を構築する方法もある。 

・具体的には、事業の発案段階から関わる民間事業者等と自治体が共同出資する方法

や、新たな事業体における社員となる人材を公募する方法等がある。公共では、出

向という形での人材の派遣や、地域おこし協力隊として人材を募集するなど、人員

への支援をすることも方法としてある。 

・また、公共による出資比率の検討においては、責任の所在や民間視点の事業性確保

等を踏まえて、関与の在り方を検討した上で、これに応じた出資比率とすることが

重要である。なお、会社の事業判断を素早く円滑に行うため、公共の出資割合を最

低限（例えば３分の１程度）に抑える場合も多い。 

事例における進め方 

〇ニセコ町 

・高気密・高断熱型の住宅地を整備する事業の担い手として、本事業の発案者で

ある一般社団法人とニセコ町の共同出資によりまちづくり会社を設立してい

る。 

・町の出資割合については、意思決定にスピード感を持たせるため議会の議決を

不要とすることで、拒否権は持つが決定権は持たない 38％とした。 

〇西粟倉村 

・脱炭素先行地域に向けた検討において、地域新電力の設立の必要性を認識し、

担い手となる人材を公募により募集した。電力会社での就業経験のある人材が

地域おこし協力隊として村に移住し、役場の臨時職員として働きながら、地域

新電力の設立に伴い代表取締役に就任した。 

・村、代表取締役の他、事業に関係する民間事業者３社が出資している。 
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２. 『事業の実施・運営段階』の進め方 

事業の実施・運営段階 

STEP４ 施設・設備の整備・運営 

公民の役割分担 

 

施設・設備の整備・運営におけるポイント 

 公民連携による施設・設備の整備にあたっては、公共が所有する（整備主体とな

る）場合と、事業者が所有する（整備主体となる）場合がある。所有、運営に関

する考え方のポイントを整理した。 

 

①公共が施設・設備を所有する場合 

・初期投資額の大きさや事業性の事業リスクの観点等から、民間事業者の所有が難し

い場合、公共が設備等の所有者となり、事業を創出する必要がある。 

・また、公共が所有した場合、運営まで行う場合と、運営は事業者に委託する場合が

ある。公共が運営まで行うことでノウハウの蓄積が可能となるが、設備等の維持管

理に係る専門的な知見が求められる他、人事異動等リスク分担の観点から、運営は

民間に委託することが有効である。 

 

事例における進め方 

〇石狩市 

・市有施設としてマイクログリッドシステムを整備。PFI（コンセッション方

式）により民間事業者に運営権を付与。民間事業者はマイクログリッドの運営

とマイクログリッドの対象施設への電力供給義務を負う。市は民間事業者にエ

ネルギーサービス料を支払う。 

〇西粟倉村 

・木質バイオマス発電・熱供給システムを公共が整備し、運営も公共が担ってき

たが、地域新電力の設立を契機に、新会社の安定した収益源の１つとして村は

維持管理業務を委託している。 

 

運営所有

マイクログリッドシステム

石狩市

木質バイオマス発電・熱供給システム

西粟倉村

高気密・高断熱住宅

ニセコ町

EVカー、カーシェアシステム

小田原市

マイクログリッドシステム

浜松市

公共 民間

公共

民間

民間

民間

公共

エネルギーサービス料

公共

EV使用料

公共

インフラ整備支援等

公共

エネルギーサービス料

民間
移行

公共

委託料
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 ②事業者が施設・設備を所有する場合 

・事業者が設備等を所有する場合、公共には様々な事業への関わり方がある。 

・公共が後方支援（インフラ整備支援等）を行うことや、公共が需要家となり、EV使

用料やエネルギーサービス料を支払うことで事業を支援する等の方法がある。 

 

事例における進め方 

〇ニセコ町 

・町と民間事業者で共同出資するまちづくり会社が高気密・高断熱住宅の整備・

販売等を行うが、公共はまちづくり会社への出資や会社が整備する住宅地周辺

の道路等のインフラ整備等を行うことで事業者を支援している。 

〇小田原市 

・民間事業者が EVシェアリングサービスを行うにあたり、公用車を EVシェアリ

ングとすることで需要家となり事業性の確保に貢献している。 

〇浜松市 

・民間事業者が、公共施設におけるマイクログリッドシステムを整備・所有し、

市はマイクログリッドシステムによる電力供給を受ける需要家となり、エネル

ギーサービス料を支払っている。 

 

＊設備の維持管理における役割分担＊ 

・設備の安定稼働に向けた周辺環境の整備は事業者の維持管理業務に含まれる場

合が多く、日常的な管理が当初の想定以上の負荷となり、事業性に影響を与え

る場合がある。 

・運営段階に起きそうな負荷を想定し、事前に協議し役割分担を決めておくこと

が望ましい。運営段階で事前に想定できなかった負荷の発生時についても事前

に双方で協議し対応することを決めておき、適切かつ迅速な対応によって事業

性の悪化を防ぐことが重要である。 

 

運営所有

マイクログリッドシステム

石狩市

木質バイオマス発電・熱供給システム

西粟倉村

運営所有

高気密・高断熱住宅

ニセコ町

EVカー、カーシェアシステム

小田原市

マイクログリッドシステム

浜松市

公共 民間

公共

民間

民間

民間

公共

エネルギーサービス料

公共

EV使用料

公共

出資・インフラ整備支援等

公共

エネルギーサービス料

民間
移行

公共

委託料
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 太陽光パネルの運営段階において明らかとなるリスク（例） 

 ・防草シートを設置しているが、シートを破って生えた雑草がパネルに影を落

とすことで発電量に影響を与えるため、除草作業が必要となる 

 ・太陽光パネルが積雪の影響を受けないようにパネルの角度や高さを設定した

が、雪質によるパネル上の積雪や、想定外の積雪があった場合に除雪が必要

となる 

 ・落雷の多い地域の場合、太陽光パネルに直接被雷しなくても、近くの落雷で

部品が故障することがあり、想定以上の頻度の部品交換が必要となる  
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事業の実施・運営段階 

STEP５ モニタリング 

モニタリング事項 

 

モニタリングにおけるポイント 

 事業の運営状況を把握するためのモニタリング項目を事業実施前に設定し、設備の

運営を担う事業者が発電量や CO2排出削減量等のモニタリング結果を収集・整理

し、公共に報告する場合が多い。 

 モニタリング結果を踏まえた運用改善により発電量を増加でき、事業性も改善でき

る場合もある。こうした効果を生むためのモニタリングに係るポイントを整理し

た。 

 

①モニタリング項目の設定 

・補助事業を活用する場合、その要件として報告すべき KPIがあり（発電量、CO2削減

量等）、こうした KPI を事業のモニタリング事項に含め、事業者から適切に事業報告

を受けられるよう協議しておくことが重要である。 

・この他、事業目的の達成状況の整理や今後の事業方針を検討するため、事業を実施の

背景となった地域課題への貢献状況や地域への効果等をモニタリングすることも重要

である。 

事例における進め方 

〇浜松市 

・環境省の補助事業を活用したため、事業開始後３年間は CO2削減量等を事業者か

ら国へ報告しており、同様の報告が市にもされていた。また、事業開始後３年間

が過ぎた後も、そう無いようで市への報告が継続されている。 

〇西粟倉村 

・様々な補助事業を活用しながら事業を実施しており、各補助事業において報告が

求められる事項（発電量、CO2削減量等）を KPIとして各事業の進捗管理を行っ

ている。 

・は森・川・農地といった地域資本を最大限に活用した地域活性化を目的として再

エネ事業に取り組んでおり、各事業による村全体への効果を把握するため、住民

の満足度を指標として設定し、住民アンケートによって実績を把握している。 

 

②CO2削減量に関するモニタリング 

・再エネ発電事業等の場合、事業者から報告される発電量を基に、各地域の一般電気事

業者の排出係数等を乗じると計算により、削減された CO2削減量を推計する。また、

木質バイオマスを活用した事業の場合、木質バイオマスの挿入により削減された重油

量等を基に、削減された CO2削減量を推計する。 
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・設備の安定的・効率的な稼働によって発電量等が増加することで CO2削減量が増加す

ることから、公共においては、事業者から報告された実績値を把握するだけでなく、

計画値との比較や、発電量の推移を確認する等の検証を行うことが重要である。 

事例における進め方 

〇石狩市 

・事業計画にモニタリングの実施が位置付けられており、設備点検の結果や発電

量等のデータは月に一度、事業者が市に報告している。 

・事業者によって報告された発電量等のデータを基に、市は北海道電力から電気

を購入した場合と比較して、CO2削減量を算定している。また、計画段階にお

いて想定していた CO2削減量との比較を行い、想定どおりの効果が生じている

ことを確認している。 

〇ニセコ町 

※住宅地街区は建設中でありモニタリング段階にはないが、高気密・高断熱に関

して先行的に取り組んでいる町庁舎の建て替えに関して記載する。 

・庁舎の光熱費、エネルギー（LPガス、電気）の使用量基に算定した CO2排出量

を把握している。熱エネルギーに係る CO2 排出量は旧庁舎と比較して１㎡当た

り約５分の１と大幅に削減されている。 

〇小田原市 

・EVシェアリングの予約管理システムで EVの走行距離等が把握でき、走行距離

に基づいて CO2排出量を年１回計算している。 

・さらに、地域の脱炭素目標の達成に向けて、各事業の脱炭素目標への貢献状況を整理

することも重要である。今後、CO2削減量の大きな事業や、費用対 CO2 削減効果の大

きな事業の推進を選択肢としていくためには、モニタリング結果をエビデンスとして

新たな事業展開を検討していく EBPM（エビデンス・ベースト・ポリシーメイキン

グ）19が有効である。 

 

③モニタリングを踏まえた運用改善 

・モニタリングによって、当初の想定どおりに設備が稼働しているか、例えば再エネ発

電事業の場合は期待された発電量が得られているかを確認し、運営改善につなげるこ

とが重要である。また、事例においては蓄電池の運用改善によって太陽光パネルの発

電量を増加させたり、複数の設備を導入した場合には、モニタリングによって全体と

しての最適な運用となるよう、改善を行うことが重要である。 

・事業者が自主的に改善を行っている事例が多いが、モニタリングの報告を受けた公共

からの働きかけが必要な場合も想定される。公共は、発電量等の計画値との比較や推

 
19 証拠に基づく政策立案。政策の企画にあたって、合理的な根拠（エビデンス）に基づき行うこと。（出

典：内閣府 HP） 
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移等に関するデータを基に、発電量等の増減理由や運営状況等をヒアリングし、改善

を促すことも有効である。 

事例における進め方 

〇石狩市 

・１年間の運用実績、モニタリング結果を基に事業者で改善点を検討。蓄電池は防

災機能として導入しているため、蓄電した電気を夜間に使い切ることはできない

が、蓄電池の電気の使用割合を少し増加させても災害対応が可能とのデータが取

れたため、事業者から市に対して改善提案を行い実行した。 

・結果として、マイクログリッド内での太陽光パネルによる発電量が増加し、CO2

削減効果、事業性の改善につながっている。 

   

 

事業者における公民連携のメリット・ポイント等 

 本章では公共側の視点で進め方・ポイントを整理したが、事業者においても公民連

携で脱炭素事業を進めることのメリットはあり、公民双方が積極的に公民連携によ

る事業を構築していくことが期待される。 

 

・公共が電力・ＥＶ等の需要家となることや、公民連携により補助事業を活用すること

で、事業性を確保した事業を構築する。 

・公民連携で脱炭素事業に取り組むことによって、事業に関する知見・ノウハウを得る

ことができる。例えば、公共施設を活用してマイクログリッドの構築や水素エネルギ

ーシステムを導入することで、民間事業者としてノウハウの蓄積につなげている。 
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３. 『事業の拡大・横展開段階』における課題・進め方 

事業の拡大・横展開 

 

事業の拡大・横展開におけるポイント 

 事業の運営段階において円滑な進捗や一定の CO2削減効果が確認された場合、脱

炭素の推進の観点からは、安定的な事業継続に留まらず、事業の拡大や横展開も

必要となる。 

 一方で今回の事例においては、事業が円滑に進捗していても、すぐに拡大・横展

開が可能とは限らない実態がみられた。拡大・横展開における課題や、拡大・横

展開を図る上でのポイントを整理した。 

 また、多くの自治体で脱炭素への取組みが検討されている中、単独の自治体での

取組みに限らず、広域的な展開も視野に入れることで、さらなる拡大・横展開を

期待できる可能性もある。 

※「拡大」は既存事業への対象施設や設備の追加、「横展開」は地域内外での新たな

類似事業の構築を指す。 

 

①拡大に係る課題・ポイント等 

・事業構築時に、諸条件にあう施設をすでに可能な限り含めている場合や、地域の需

要量に対して可能な限り大きな規模の設備を導入している場合、事業が円滑に進ん

でいる場合であっても、事業性の観点等から事業を拡大すること（例えばマイクロ

グリッドに、当初は対象外とした遠隔地にある施設を追加することや設備の追加

等）が可能とは限らない。その場合は、既存の事業に関連する新たな事業（例え

ば、石狩市におけるバイオマスを活用した公共施設への電力供給等）や、他の脱炭

素事業への展開を検討することが重要である。 

・一方、EVを活用したカーシェアリング事業のように、需要増・稼働率向上等によっ

て導入台数の増加が事業性の観点からも可能な事業については、PR等の普及啓発に

よって、事業を拡大していくことも期待される。 

事例における拡大の検討状況・実施等 

〇浜松市 

・マイクログリッドの構築にあたり、事業者が事業性を踏まえて提示した条件

（施設の立地、電力需要量、築年数等）に基づき対象施設を選定しているため

（STEP２参照）、当初は選定しなかった施設を追加することは難しいと考えら

れる。 

・ただし、事業による CO2削減量やコストメリットが生じていることを踏まえ、

活用可能な補助事業等の情報収集も行いながら検討する方針である。 

〇小田原市 
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・カーシェアリング事業はレンタカー事業等の後発であるため認知度や駐車場の

立地面等で劣後し、事業継続や拡大に向けては利用者の増加・稼働率向上等が

課題である。公民双方による PR（市民への普及啓発、視察受け入れ、広告等）

によって事業の拡大に向けた需要喚起を行っている。 

〇西粟倉村 

・既存事業を新たな脱炭素事業につなげて発展させてきた。具体的には、水力発

電所や木質バイオマス発電・熱供給システム等といった設備を村営で整備・運

営してきたが、これらの設備の維持管理を民間に委託するべく地域新電力を設

立し、当該地域新電力が補助事業を活用して新たな事業となる PPA 事業を開始

している。 

・地域新電力は、既存の脱炭素関連設備の維持管理業務を安定した収益源の１つ

としながら新規の脱炭素事業を開始しており、多様な事業を組み合わせた脱炭

素事業の充実が図られている。 

 

②横展開に係るポイント等 

・自治体には地域内での横展開、事業者には地域内外における横展開が期待される

が、自治体においては上記「①拡大に係る課題・ポイント等」に記載した課題等が

あり、横展開を図ることが難しい場合もあるため、特に、事業者によって他自治体

等へ提案を行うこと等での横展開が期待される。 

・特に補助事業を活用し先進的な取組みを行った場合等は、自治体にも横展開への貢

献が期待される。その際、地域内外での横展開に向けて、公共が事業概要・成果を

積極的に公表し、他自治体において事業への関心を高めることや、視察の受け入れ

等を行うことが重要である。その際、防災力の向上や、省エネ（高気密・高断熱住

宅）による住宅価値の向上等、脱炭素面の成果だけでなく脱炭素事業に付随する価

値の発信が重要である。 

・自治体が事業の横展開をしていくメリットとしては、公民１対１で事業がスタート

した際、他自治体へ事業が拡大していけば、民間企業としての事業性の確保につな

がり、事業が継続していく（システムの共同利用の場合はコストメリット）ことに

もつながりメリットがあることから情報提供、周知を実施することも重要である。 

・また、事業者による横展開が脱炭素の取組みを広げるということからも、公民連携

によって事業を行うことが重要である。 

事例における横展開の検討状況等 

〇石狩市 

・市内の地方部で、本事業と同様なレジリエンス強化につながる再エネを活用し

た取組みを検討している。エネルギー源は地域特性に応じ地域の森林資源を活

用したバイオマスにする等のアレンジを検討している。 

〇ニセコ町 
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・事例の「NISEKO生活・モデル地区構築事業」の担い手である㈱ニセコまちに参

画している地元の建設会社は、本事業を契機にノウハウを蓄積しており、高気

密・高断熱対応住宅等の横展開が期待される。 

〇小田原市 

・神奈川県内の観光等において、電車と EVシェアリングを組み合わせた移動を

普及したいと、事業者には神奈川県西部における事業展開にむけた相談もきて

いる。事業者には、こうした機会を活用した横展開が期待される。 

〇浜松市 

・事業者によって、様々な自治体へ提案が行われている。 

・現在、浜松市の事業で得られた知見・ノウハウを基に、公共施設を対象にした

マイクログリッドシステムの構築に向けて、具体的な事業化が進められてい

る。 

     

 

  



  

110 

４. 公民連携による脱炭素事業の普及に向けて 

本調査は、多くの自治体がゼロカーボンを目指すなか、公民連携により推進されて

いる先行事例の調査から示唆を得て、公民連携による事業の進め方や脱炭素効果

（CO2削減効果）等について情報提供を行うことを目的として実施した。本章で示し

たとおり、公民連携による脱炭素事業の構築・実施においては各検討ステップに様々

なパターンがあり、画一的な進め方があるわけではないが、本調査の各事例では、公

民連携によって、事業ノウハウや資金調達、事業リスク等の課題を克服し、脱炭素の

効果をあげている。 

脱炭素事業を安定・継続的に運営をするためには、専門的なスキルを持つ人材が必

要となるため、公共だけでは運用が難しい場合もあり、公民連携によって事業を推進

することが重要となる。また、公共が脱炭素事業を行うにあたっては、地域裨益や地

域内経済循環の観点で、できる限り地域企業との連携を図ることにより、地域企業の

事業性の確保や、地域のエネルギーや利益を地域の中で回すことで外に逃さないとい

う視点も重要になってくる。 

新たに脱炭素事業を検討している地域では、本章で示した事業の進め方も参考にし

つつ、事業の方向性や目標を公民で共有し、公共においては地域プロデューサー的な

視点を持ち、各地域の実情や事業の特性等を踏まえた体制構築や資金調達等を行いな

がら、公民それぞれの働きによって新たな事業を構築し、推進、拡大していくことが

期待される。また、脱炭素事業の構築にあたっては、域内循環の強化による地域裨益

の視点も求められる。 

 しかし、円滑に進んでいる事業であっても同地域内での事業拡大・横展開が可能と

は限らないため、地域脱炭素の達成に向けては、先行事例が他地域で横展開されるこ

とも重要となってくる。他地域で事業拡大・横展開をすることは、公民双方にメリッ

トがある。民間事業者が事業の継続性、事業性の確保のために他地域への事業提案等

を行うことはもちろんであるが、公共の立場から見ても、拡大・横展開ができず、民

間企業の事業性が確保できなければ、サービスを享受できなくなるというリスクが生

じる場合もある。また、逆に複数の地域で事業が展開されれば、システムの共同利用

等によりコストメリットを受けられる場合もある。 

そのためにも、事業を実施した地域において、事業費用や地域資源、事業成果等に

係る情報・認識を整理しておき、それを自治体間で積極的に情報共有していくことが

重要となってくる。定量的、定性的な情報の蓄積にも公民連携は重要な役割を果た

す。特に、補助事業等を活用して先進的な取組みを行った場合は、自治体による情報

発信が類似事業を検討する地域にとって大きな助けとなる可能性がある。 

その情報共有、拡大・横展開によって、より効果的な脱炭素事業が構築され、今

後、脱炭素の動きが地域内はもちろん全国的に拡大し持続可能な動きとなっていくこ

とが期待される。 
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脱炭素事業の横展開のイメージ 
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